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議案第１号

令和４年度石川県一般会計補正予算（第４号）

令和４年度の石川県一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２５，２４２，５２８千円を追加し、歳入歳出それぞれ

６５７，７０７，６９４千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 令和４年度石川県一般会計歳入歳出補正予算」による。

（債務負担行為の補正）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定による債務負担行為の変更及び追加は、

「第２表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の変更は、「第３表 地

方債補正」による。

（繰越明許費）

第４条 地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費

は、「第４表 繰越明許費」による。

令和４年１２月１日提出

石川県知事 馳 浩
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第１表 令和４年度石川県一般会計歳入歳出補正予算

歳 入

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

５ 地 方 交 付 税 １２９，８７０，０００ ７００，０００ １３０，５７０，０００

１ 地 方 交 付 税 １２９，８７０，０００ ７００，０００ １３０，５７０，０００

７ 分 担 金 及 び
負 担 金 ３，０４１，５５１ ８９４，９８１ ３，９３６，５３２

１ 分 担 金 １６５，９７６ ３５，４９６ ２０１，４７２

２ 負 担 金 ２，８７５，５７５ ８５９，４８５ ３，７３５，０６０

９ 国 庫 支 出 金 １０８，１６６，５６６ １０，９３７，６７４ １１９，１０４，２４０

１ 国 庫 負 担 金 ３３，５３５，１５４ ３，９９０，５２８ ３７，５２５，６８２

２ 国 庫 補 助 金 ７２，４９５，００９ ６，９４７，０６３ ７９，４４２，０７２

３ 国 庫 委 託 金 ２，１３６，４０３ ８３ ２，１３６，４８６

１４ 諸 収 入 ７７，５７６，０９０ ５７３，８７３ ７８，１４９，９６３

６ 雑 入 １７，６５０，２７８ ５７３，８７３ １８，２２４，１５１

１５ 県 債 ６０，５９８，０００ １２，１３６，０００ ７２，７３４，０００

１ 県 債 ６０，５９８，０００ １２，１３６，０００ ７２，７３４，０００

歳 入 合 計 ６３２，４６５，１６６ ２５，２４２，５２８ ６５７，７０７，６９４
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歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

１ 議 会 費 １，１７１，３９２ ３，８７９ １，１７５，２７１

１ 議 会 費 １，１７１，３９２ ３，８７９ １，１７５，２７１

２ 総 務 費 ８８，６４３，５０４ １４４，７９３ ８８，７８８，２９７

１ 総 務 管 理 費 １１，１１２，９６８ １５，５７８ １１，１２８，５４６

２ 徴 税 費 ７３，０８１，９９５ ６，１９５ ７３，０８８，１９０

３ 市 町 村 振 興 費 １，０３２，７５９ ２，２３７ １，０３４，９９６

４ 選 挙 費 １，０７６，０１３ １１６，０００ １，１９２，０１３

５ 防 災 救 助 費 ２，０５３，７２９ ３，１５６ ２，０５６，８８５

６ 人 事 委 員 会 費 ９５，３４７ ６２５ ９５，９７２

７ 監 査 委 員 費 １９０，６９３ １，００２ １９１，６９５

３ 企 画 振 興 費 １０，３０３，０９３ ２５，７９０ １０，３２８，８８３

１ 企 画 振 興 費 １０，３０３，０９３ ２５，７９０ １０，３２８，８８３

４ 県 民 文 化
ス ポ ー ツ 費 ６，５８０，８６８ １０，３６８ ６，５９１，２３６

１ 県 民 費 １，３０３，９１３ ３，７５８ １，３０７，６７１

２ 文 化 ス ポ ー ツ 費 ５，２７６，９５５ ６，６１０ ５，２８３，５６５

５ 健 康 福 祉 費 １３２，７７７，０８４ ５７１，８２９ １３３，３４８，９１３

１ 高 齢 者 福 祉 費 ３６，５７２，０４２ １９４，０４１ ３６，７６６，０８３

２ 子 育 て 福 祉 費 １６，９３８，４１８ ４４，２４３ １６，９８２，６６１

３ 障 害 福 祉 費 １２，４６４，７３０ １１１，８８７ １２，５７６，６１７

４ 地 域 福 祉 費 １４，４７６，９４８ ２，８７３ １４，４７９，８２１

５ 健 康 推 進 費 １５，２０６，８０７ １４，２０７ １５，２２１，０１４

６ 生 活 衛 生 費 ２６５，４０２ ９，７７２ ２７５，１７４
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款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

７ 医 薬 看 護 費 ３６，８５２，７３７ １９４，８０６ ３７，０４７，５４３

６ 生 活 環 境 費 ３，１９１，１４０ ６，０２６ ３，１９７，１６６

１ 生 活 環 境 費 ３，１９１，１４０ ６，０２６ ３，１９７，１６６

７ 商 工 労 働 費 ５３，２５３，４４９ ４７，３９１ ５３，３００，８４０

１ 商 工 費 ５１，５９８，０７６ ４３，９９３ ５１，６４２，０６９

２ 労 働 費 １，５７３，４０４ ３，１０７ １，５７６，５１１

３ 労 働 委 員 会 費 ８１，９６９ ２９１ ８２，２６０

８ 観 光 費 ８，３０６，１３１ １４，７５７ ８，３２０，８８８

１ 観 光 戦 略 推 進 費 ８，３０６，１３１ １４，７５７ ８，３２０，８８８

９ 農林水産業費 ３９，４３９，１０７ ４，７３１，５５９ ４４，１７０，６６６

１ 農 業 費 １８，０３９，８１８ １９，８１８ １８，０５９，６３６

２ 畜 産 業 費 １，４９８，８６６ ２，８５８ １，５０１，７２４

３ 農 地 費 １０，９８０，７１７ ３，３２８，６８６ １４，３０９，４０３

４ 林 業 費 ６，６８８，４４６ １，２６２，６６４ ７，９５１，１１０

５ 水 産 業 費 ２，２３１，２６０ １１７，５３３ ２，３４８，７９３

１０ 土 木 費 ６６，６３７，５７０ １８，８６６，６８８ ８５，５０４，２５８

１ 土 木 管 理 費 ５３９，４１１ ２，２７９ ５４１，６９０

２ 道 路 橋 り ょ う 費 ３７，９８８，７１９ ７，２９９，７４８ ４５，２８８，４６７

３ 河 川 海 岸 費 １２，９５１，２３０ ９，６８９，３９６ ２２，６４０，６２６

４ 港 湾 費 ３，７７８，１２５ １，３７２，４５１ ５，１５０，５７６

５ 都 市 計 画 費 ９，２９６，９４６ ４９９，０７６ ９，７９６，０２２

６ 建 築 住 宅 費 ２，０８３，１３９ ３，７３８ ２，０８６，８７７

１１ 警 察 費 ２４，９５０，８３７ ２４５，０３２ ２５，１９５，８６９
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款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

１ 警 察 管 理 費 ２３，１０６，８９０ ２１２，８５８ ２３，３１９，７４８

２ 警 察 活 動 費 １，８４３，９４７ ３２，１７４ １，８７６，１２１

１２ 教 育 費 ９７，７３３，０６０ ５７２，６５９ ９８，３０５，７１９

１ 教 育 総 務 費 １２，６９７，６７５ ２２，２４７ １２，７１９，９２２

２ 小 中 学 校 費 ５２，５５９，３９９ ３７７，０８３ ５２，９３６，４８２

３ 高 等 学 校 費 ２２，５８６，８５１ １１２，５０７ ２２，６９９，３５８

４ 特 別 支 援 学 校 費 ８，２８３，０９４ ５９，８２２ ８，３４２，９１６

６ 保 健 体 育 費 １５９，９６５ １，０００ １６０，９６５

１３ 災 害 復 旧 費 １２，１２３，０７２ １，７５７ １２，１２４，８２９

１

農 林 水 産 業 施 設

災 害 復 旧 費

３，６００，７００ ５５２ ３，６０１，２５２

２ 土木施設災害復旧費 ８，３６０，４４３ １，２０５ ８，３６１，６４８

歳 出 合 計 ６３２，４６５，１６６ ２５，２４２，５２８ ６５７，７０７，６９４
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第２表 債務負担行為補正

事 項

補 正 前 補 正 後

期 間 限 度 額 期 間 限 度 額

千円 千円

図 書 館 運 営 費

令 和 ５ 年 度

令 和 ６ 年 度

２２３，１９６

令 和 ５ 年 度

令 和 ６ 年 度

３６９，１９６

令 和 ４ 年 度 道 路 建 設 費

令 和 ５ 年 度

令 和 ６ 年 度

４，０９０，０００

令 和 ５ 年 度

令 和 ６ 年 度

４，４４０，０００

令 和 ４ 年 度 道 路 整 備 費 令 和 ５ 年 度 ２４０，０００ 令 和 ５ 年 度 ７８０，０００

令 和 ４ 年 度 街 路 事 業 費 令 和 ５ 年 度 １００，０００ 令 和 ５ 年 度 １８０，０００

庁 舎 管 理 費 令 和 ５ 年 度 ３６７，０００

県 議 会 議 員 選 挙 費 令 和 ５ 年 度 ６，０００

のと里山空 港 管 理 運 営 費 令 和 ５ 年 度 ５５，０００

県 庁 舎 総 合 案 内 費 令 和 ５ 年 度 １３，０００

音 楽 堂 管 理 費

自 令和５年度

至 令和９年度

２，０９７，０００

石川四高記念文化交流館運営費 令 和 ５ 年 度 ４，０００

美 術 館 運 営 費 令 和 ５ 年 度 ３３，０００

歴 史 博 物 館 運 営 費 令 和 ５ 年 度 ２２，０００

サッカー・ラグビー競技場

管 理 費

自 令和５年度

至 令和９年度

４２，０００

野 球 場 管 理 費

自 令和５年度

至 令和９年度

１７１，０００

自 転 車 競 技 場 管 理 費

自 令和５年度

至 令和９年度

１９，０００

西部緑地公園陸上競技場管理費

自 令和５年度

至 令和９年度

３０５，０００

西部緑地公園テニスコート

管 理 費

自 令和５年度

至 令和９年度

６，０００

女 性 セ ン タ ー 管 理 費

自 令和５年度

至 令和９年度

１８５，０００

精 育 園 管 理 費

自 令和５年度

至 令和９年度

１０５，０００

錦 城 学 園 管 理 費

自 令和５年度

至 令和９年度

９２，０００

母子・父子福祉センター管理費

自 令和５年度

至 令和９年度

５０，０００

青少年総合研修センター管理費

自 令和５年度

至 令和９年度

３２５，０００
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千円 千円

夕 日 寺健民 自 然 園 管 理 費

自 令和５年度

至 令和９年度

６４，０００

のと海洋ふれあいセンター

管 理 費

自 令和５年度

至 令和９年度

１２７，０００

室堂センター、室堂くろゆり

荘、室堂こざくら荘、室堂御前

荘 、 室 堂 白 山 荘 管 理 費

自 令和５年度

至 令和９年度

３７，０００

南竜ヶ馬場ビジターセンター、

南竜ヶ馬場ケビン、南竜ヶ馬場

野営場、南 竜 山 荘 管 理 費

自 令和５年度

至 令和９年度

２０，０００

市 ノ 瀬 野 営 場 管 理 費

自 令和５年度

至 令和９年度

１４，０００

中 宮 温 泉 野 営 場 管 理 費

自 令和５年度

至 令和９年度

８，０００

能登千里浜休暇村野営場管理費

自 令和５年度

至 令和９年度

８，０００

木ノ浦健民休暇村野営場管理費

自 令和５年度

至 令和９年度

１７，０００

輪島エコロジーキャンプ場

管 理 費

自 令和５年度

至 令和９年度

８，０００

白山国立公園センター管理費

自 令和５年度

至 令和９年度

２０，０００

石川ハイテク交流センター

管 理 費

自 令和５年度

至 令和９年度

１７０，０００

金沢港クルーズターミナル

管 理 費

自 令和５年度

至 令和７年度

３８４，０００

産 業 展 示 館 管 理 費

自 令和５年度

至 令和９年度

７２８，０００

山中漆器産業技術センター

管 理 費

自 令和５年度

至 令和９年度

２１２，０００

森 林 公 園 管 理 費

自 令和５年度

至 令和９年度

５７７，０００

健 康 の 森 管 理 費

自 令和５年度

至 令和９年度

６５，０００

県 民 の 森 管 理 費

自 令和５年度

至 令和９年度

１０９，０００

国際交流セ ン タ ー 管 理 費

自 令和５年度

至 令和９年度

２４３，０００

湖 南 運 動 公 園 管 理 費

自 令和５年度

至 令和９年度

５６，０００

白山白川郷ホワイトロード

災 害 復 旧 費

令 和 ５ 年 度

令 和 ６ 年 度

４２６，０００

令 和 ４ 年 度 河 川 整 備 費 令 和 ５ 年 度 ３０，０００

令 和 ４ 年 度 海 岸 保 全 費 令 和 ５ 年 度 １７０，０００

令和４年度土木施設災害復旧費 令 和 ５ 年 度 １，１００，０００
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千円 千円

令 和 ４ 年 度 港 湾 管 理 費 令 和 ５ 年 度 １００，０００

令和４年度港湾災害復旧費 令 和 ５ 年 度 ６０，０００

兼 六 園 管 理 費 令 和 ５ 年 度 ６０，０００

金 沢 城 公 園 管 理 費 令 和 ５ 年 度 ４９，０００

健 民 海 浜 公 園 管 理 費

自 令和５年度

至 令和９年度

２５８，０００

西 部 緑 地 公 園 管 理 費

自 令和５年度

至 令和９年度

１９５，０００

木 場 潟 公 園 管 理 費

自 令和５年度

至 令和９年度

２６２，０００

粟 津 公 園 管 理 費

自 令和５年度

至 令和９年度

５２，０００

手 取 公 園 管 理 費

自 令和５年度

至 令和９年度

７６，０００

松 任 海 浜 公 園 管 理 費

自 令和５年度

至 令和９年度

８１，０００

大 野 湊 緑 地 公 園 管 理 費

自 令和５年度

至 令和９年度

３４，０００

能登歴史公園（石動山地区）

管 理 費

自 令和５年度

至 令和９年度

７７，０００

白山ろくテーマパーク管理費

自 令和５年度

至 令和９年度

２４０，０００

木場潟公園（東園地）管理費

自 令和５年度

至 令和７年度

２９４，０００

県 営 住 宅 管 理 費

自 令和５年度

至 令和９年度

１，７８８，０００

Ｇ７富山・金沢教育大臣会合

警 備 対 策 費

令 和 ５ 年 度 ２２，０００

運 転 者 講 習 費 令 和 ５ 年 度 ８４，０００

運 転 免 許 受 付 費 令 和 ５ 年 度 ２０，０００

交 通 指 導 取 締 活 動 費 令 和 ５ 年 度 ８１，０００

一般交通安 全 施 設 整 備 費 令 和 ５ 年 度 １８１，０００

埋蔵文化財センター管理費

自 令和５年度

至 令和９年度

４０５，０００
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第
３
表

地
方
債
補
正

起
債

の
目

的

補
正

前
補

正
後

限
度

額
起
債
の
方
法
利

率
償

還
の

方
法

限
度

額
起
債
の
方
法
利

率
償

還
の

方
法

農
業
農
村
整
備
事
業
費

１
，
７
２
７
，
０
０
０

普
通
貸
借
又

は
証
券
発
行

８
．
５
％
以
内

（
た
だ
し
、
利

率
見
直
し
方

式
で
借
り
入

れ
る
資
金
に

つ
い
て
、
利

率
の
見
直
し

を
行
っ
た
後

に
お
い
て
は
、

当
該
見
直
し

後
の
利
率
）

借
入
先
の
融
通
条
件
に
よ
る
。

た
だ
し
、
県
財
政
そ
の
他
の

都
合
に
よ
り
、
据
置
期
間
及

び
償
還
期
限
を
短
縮
し
、
若

し
く
は
繰
上
償
還
又
は
借
換

え
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
，
３
５
２
，
０
０
０

普
通
貸
借
又

は
証
券
発
行

８
．
５
％
以
内

（
た
だ
し
、
利

率
見
直
し
方

式
で
借
り
入

れ
る
資
金
に

つ
い
て
、
利

率
の
見
直
し

を
行
っ
た
後

に
お
い
て
は
、

当
該
見
直
し

後
の
利
率
）

借
入
先
の
融
通
条
件
に
よ
る
。

た
だ
し
、
県
財
政
そ
の
他
の

都
合
に
よ
り
、
据
置
期
間
及

び
償
還
期
限
を
短
縮
し
、
若

し
く
は
繰
上
償
還
又
は
借
換

え
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

農
地
防
災
事
業
費

４
８
４
，
０
０
０

８
８
３
，
０
０
０

林
道

費
２
４
０
，
０
０
０

４
０
０
，
０
０
０

治
山

費
９
３
９
，
０
０
０

１
，
１
８
１
，
０
０
０

漁
港

建
設

費
２
６
０
，
０
０
０

３
１
３
，
０
０
０

道
路

建
設

費
８
，
６
４
０
，
０
０
０

１
１
，
７
１
７
，
０
０
０

国
直
轄
道
路
事
業
費
負
担
金

４
，
０
２
２
，
０
０
０

４
，
９
６
２
，
０
０
０

河
川

改
良

費
２
，
２
２
３
，
０
０
０

５
，
６
２
７
，
０
０
０

国
直
轄
河
川
事
業
費
負
担
金

６
１
９
，
０
０
０

１
，
４
１
９
，
０
０
０

河
川
総
合
開
発
事
業
費

６
１
，
０
０
０

１
６
１
，
０
０
０

砂
防
地
す
べ
り
対
策
費

１
，
３
６
４
，
０
０
０

２
，
１
４
３
，
０
０
０

国
直
轄
砂
防
事
業
費
負
担
金

６
０
５
，
０
０
０

９
０
４
，
０
０
０

海
岸

保
全

費
３
３
２
，
０
０
０

４
１
１
，
０
０
０

千
円

千
円
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国
直
轄
海
岸
事
業
費
負
担
金

２
４
６
，
０
０
０

４
５
９
，
０
０
０

港
湾

改
良

費
５
２
０
，
０
０
０

６
５
２
，
０
０
０

国
直
轄
港
湾
事
業
費
負
担
金

５
９
２
，
０
０
０

１
，
３
３
４
，
０
０
０

街
路

事
業

費
６
３
９
，
０
０
０

６
６
４
，
０
０
０

公
園

整
備

費
１
，
０
６
１
，
０
０
０

１
，
１
１
２
，
０
０
０

交
通
指
導
取
締
費

６
０
１
，
０
０
０

６
１
７
，
０
０
０

計
６０
，５
９８
，０
００

７２
，７
３４
，０
００
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（１１）

第４表 繰 越 明 許 費

款 項 事 業 名 金 額

９ 農林水産業費 ３，７４１，０００

３ 農 地 費 ２，５５１，５００

県 営 ほ 場 整 備 事 業 費 １，７７０，２４８

県営土地改良総合整備事業費 ４２，９８９

広域営農団地農道整備事業費 ４００，４４５

農 村 総 合 整 備 事 業 費 ８７，８１８

農 業 水 路 等 長 寿 命 化 ・

防 災 減 災 事 業 費

１９０，０００

県営震災対策農業施設整備事業費 ６０，０００

４ 林 業 費 １，０７７，０００

県 有 林 道 改 良 事 業 費 １６７，０００

山 地 治 山 事 業 費 １００，０００

災 害 関 連 緊 急 治 山 事 業 費 ８１０，０００

５ 水 産 業 費 １１２，５００

漁 港 修 築 費 ８０，０００

漁 港 海 岸 保 全 施 設 整 備 費 ２０，０００

市 町 漁 港 整 備 事 業 助 成 費 １２，５００

１０ 土 木 費 １２，８００，２００

２ 道路橋りょう費 ４，７３７，０００

国 道 改 築 費 ３９５，０００

地 方 道 改 築 費 １，８４２，０００

橋 り ょ う 補 修 費 １３０，０００

道 路 災 害 防 除 費 ４６３，０００

千円
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款 項 事 業 名 金 額

交 通 安 全 施 設 費 ４２，０００

雪 寒 地 域 道 路 事 業 費 １０５，０００

舗 装 補 修 費 ２１０，０００

道路施設長寿命化対策事業費 １，２８０，０００

県 水 送 水 管 耐 震 化 事 業 費 ２７０，０００

３ 河 川 海 岸 費 ６，１３７，０００

広 域 河 川 改 修 費 ２，２８７，０００

河 川 堆 積 土 砂 対 策 費 ２６３，０００

河 川 環 境 整 備 費 １０８，０００

河川等災害復旧助成事業費 ６３９，０００

河 川 等 災 害 関 連 事 業 費 １２３，０００

河川災害復旧等関連緊急事業費 １１０，０００

堰 堤 改 良 費 １８８，０００

緊 急 県 単 河 川 防 災 費 ３７３，０００

通 常 砂 防 事 業 費 １，２２１，０００

地 す べ り 対 策 事 業 費 １１５，０００

急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業 費 ３３９，０００

緊 急 土 砂 災 害 対 策 費 ７５，０００

海 岸 侵 食 対 策 費 ２８６，０００

千里浜再生プロジェクト推進費 １０，０００

４ 港 湾 費 ６０６，４２０

港 湾 修 繕 費 ４０，０００

金 沢 港 埋 立 地 整 備 事 業 費 １０５，０００

千円
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款 項 事 業 名 金 額

港 湾 改 修 費 ２７９，４２０

港 湾 補 修 費 １８２，０００

５ 都 市 計 画 費 １，３１９，７８０

街 路 事 業 費 ９３０，０００

農 業 集 落 排 水 事 業 費 １０６，７８０

能 登 歴 史 公 園 整 備 費 １５，０００

金 沢 城 公 園 整 備 費 １７６，０００

公 園 施 設 安 全 安 心 対 策 費 ８０，０００

公 園 施 設 災 害 復 旧 費 １２，０００

１３ 災 害 復 旧 費 １，１０８，８００

２

土 木 施 設

災 害 復 旧 費

１，１０８，８００

４年発生土木施設災害復旧費 １，１０８，８００

合 計 １７，６５０，０００

千円
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（１５）

議案第２号

令和４年度石川県公営競馬特別会計補正予算（第２号）

令和４年度の石川県公営競馬特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

１ 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，２３４千円を追加し、歳入歳出それぞれ２２，８１３，２３６千

円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 令和４年度石川県公営競馬特別会計歳入歳出補正予算」による。

令和４年１２月１日提出

石川県知事 馳 浩
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（１６）

第１表 令和４年度石川県公営競馬特別会計歳入歳出補正予算

歳 入

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

１ 収益事業収入 ２１，９６７，０６４ ２，２３４ ２１，９６９，２９８

１ 収 益 事 業 収 入 ２１，９６７，０６４ ２，２３４ ２１，９６９，２９８

歳 入 合 計 ２２，８１１，００２ ２，２３４ ２２，８１３，２３６

歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

１ 公 営 競 馬 費 ２２，８１１，００２ ２，２３４ ２２，８１３，２３６

１ 公 営 競 馬 費 ２２，７７９，０８２ ２，２３４ ２２，７８１，３１６

歳 出 合 計 ２２，８１１，００２ ２，２３４ ２２，８１３，２３６
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（１７）

議案第３号

令和４年度石川県港湾整備特別会計補正予算（第２号）

令和４年度の石川県港湾整備特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（債務負担行為の補正）

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定による債務負担行為の追加は、「第１表 債務

負担行為補正」による。

令和４年１２月１日提出

石川県知事 馳 浩
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（１８）

第１表 債務負担行為補正

事 項

補 正 前 補 正 後

期 間 限 度 額 期 間 限 度 額

千円 千円

金 沢 港 引 船 管 理 費

自 令和５年度

至 令和９年度

１２０，０００

自 令和５年度

至 令和９年度

１４４，０００

金沢港金石地区船だまり管理費

自 令和５年度

至 令和９年度

５，０００
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（１９）

議案第４号

令和４年度石川県立中央病院事業会計補正予算（第２号）

（総則）

第１条 令和４年度の石川県立中央病院事業会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。

（収益的収入及び支出）

第２条 令和４年度石川県立中央病院事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益

的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出

科 目 既決予定額 補正予定額 計

第１款 病 院 事 業 費 用 ２４，１２８，１３１千円 ５５，８８７千円 ２４，１８４，０１８千円

第１項 医 業 費 用 ２３，７５２，４６２千円 ５５，８８７千円 ２３，８０８，３４９千円

（債務負担行為）

第３条 予算第５条に次のとおり追加する。

事 項 期 間 限 度 額

医事業務委託費

自 令和５年度

至 令和８年度

８９５，０００千円

庁 舎 管 理 等

業 務 委 託 費

令 和 ５ 年 度 ４８７，０００千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第４条 予算第８条中「９，９４２，５２３千円」を「９，９９８，４１０千円」に改める。

令和４年１２月１日提出

石川県知事 馳 浩
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（２１）

議案第５号

令和４年度石川県立こころの病院事業会計補正予算（第１号）

（総則）

第１条 令和４年度の石川県立こころの病院事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところに

よる。

（収益的収入及び支出）

第２条 令和４年度石川県立こころの病院事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた

収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出

科 目 既決予定額 補正予定額 計

第１款 病 院 事 業 費 用 ３，３４９，５９３千円 １２，７２２千円 ３，３６２，３１５千円

第１項 医 業 費 用 ３，２７９，７１７千円 １２，７２２千円 ３，２９２，４３９千円

（債務負担行為）

第３条 予算第５条に次のとおり追加する。

事 項 期 間 限 度 額

医 事 等 業 務

委 託 費

自 令和５年度

至 令和７年度

３７１，０００千円

庁 舎 管 理 等

業 務 委 託 費

令 和 ５ 年 度 ５５，０００千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第４条 予算第８条中「２，２９４，８５７千円」を「２，３０７，５７９千円」に改める。

令和４年１２月１日提出

石川県知事 馳 浩
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（２３）

議案第６号

令和４年度石川県流域下水道事業会計補正予算（第１号）

（総則）

第１条 令和４年度の石川県流域下水道事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。

（収益的収入及び支出）

第２条 令和４年度石川県流域下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益

的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出

科 目 既決予定額 補正予定額 計

第１款 流域下水道事業費用 ３，３９８，８４１千円 ２６９千円 ３，３９９，１１０千円

第１項 営 業 費 用 ３，２４５，７０５千円 ２６９千円 ３，２４５，９７４千円

（資本的収入及び支出）

第３条 予算第４条本文括弧書中「５６２，２０１千円」を「５６２，３５８千円」に、「１２０，２４０千円」を「１３５，０３７

千円」に、「当年度分損益勘定留保資金１１４，５２２千円、減債積立金３０１，９４８千円」を「減債積立金

４０１，８３０千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出

科 目 既決予定額 補正予定額 計

第１款 資 本 的 支 出 １，９２７，２０１千円 １５７千円 １，９２７，３５８千円

第１項 建 設 改 良 費 １，３６８，５４１千円 １５７千円 １，３６８，６９８千円

（債務負担行為）

第４条 予算第５条に次のとおり追加する。

事 項 期 間 限 度 額

犀川左岸流域下水道

汚泥共同処理施設管理費

自 令和５年度

至 令和９年度

５４５，０００千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第５条 予算第９条中「８０，６８０千円」を「８１，１０６千円」に改める。

令和４年１２月１日提出

石川県知事 馳 浩
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（２５）

議案第７号

令和４年度石川県水道用水供給事業会計補正予算（第２号）

（総則）

第１条 令和４年度の石川県水道用水供給事業会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。

（業務の予定量）

第２条 令和４年度石川県水道用水供給事業会計予算（以下「予算」という。）第２条中�を次の

とおり補正する。

区 分 既決予定額 補正予定額 計

� 主要な建設改良事業

固 定 資 産 改 良 費 ２５４，４１７千円 １４，０００千円 ２６８，４１７千円

（うち債務負担行為額 ３６，０００千円 １４，０００千円 ５０，０００千円）

送水施設建設改良

事 業 費

４，２８０，０００千円 ２２０，０００千円 ４，５００，０００千円

（うち債務負担行為額 ２４０，０００千円 ２２０，０００千円 ４６０，０００千円）

（収益的収入及び支出）

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出

科 目 既決予定額 補正予定額 計

第１款 水道用水供給事業費用 ５，６３７，７１５千円 ５，６１１千円 ５，６４３，３２６千円

第１項 営 業 費 用 ５，５９５，２０７千円 ５，６１１千円 ５，６００，８１８千円

（債務負担行為）

第４条 予算第５条中「３６，０００千円」を「５０，０００千円」に、「２４０，０００千円」を「４６０，０００千円」に

改める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第５条 予算第９条中「４１８，８８０千円」を「４２４，４９１千円」に改める。

令和４年１２月１日提出

石川県知事 馳 浩
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（２７）

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 条 例 は 、 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 五 年 法 律 第 五 十 七 号 。 以 下 「 法 」 と い

う 。 ） の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 定 義 ）

第 二 条 こ の 条 例 で 使 用 す る 用 語 は 、 法 及 び 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 施 行 令 （ 平 成 十 五 年 政 令

第 五 百 七 号 。 以 下 「 令 」 と い う 。 ） で 使 用 す る 用 語 の 例 に よ る 。

２ こ の 条 例 に お い て 「 実 施 機 関 」 と は 、 知 事 、 教 育 委 員 会 、 公 安 委 員 会 、 警 察 本 部 長 、 選 挙 管 理

委 員 会 、 監 査 委 員 、 人 事 委 員 会 、 労 働 委 員 会 、 収 用 委 員 会 、 海 区 漁 業 調 整 委 員 会 及 び 内 水 面 漁 場

管 理 委 員 会 並 び に 地 方 独 立 行 政 法 人 法 （ 平 成 十 五 年 法 律 第 百 十 八 号 ） 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 地

方 独 立 行 政 法 人 で あ っ て 、 県 が 設 立 し た も の （ 以 下 「 県 設 立 地 方 独 立 行 政 法 人 」 と い う 。 ） を い

う 。

（ 条 例 個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 の 作 成 及 び 公 表 ）

第 三 条 実 施 機 関 は 、 法 第 七 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 作 成 し 、 公 表 し な け れ ば な ら な い と さ れ て

い る 個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 の ほ か 、 当 該 実 施 機 関 が 保 有 し て い る 法 第 七 十 四 条 第 二 項 第 九 号 に 掲 げ

る 個 人 情 報 フ ァ イ ル に つ い て 、 そ れ ぞ れ 同 条 第 一 項 第 一 号 か ら 第 七 号 ま で 、 第 九 号 及 び 第 十 号 に

掲 げ る 事 項 そ の 他 令 第 二 十 一 条 第 六 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 帳 簿 （ 以 下 「 条 例 個 人 情 報 フ

ァ イ ル 簿 」 と い う 。 ） を 作 成 し 、 公 表 し な け れ ば な ら な い 。

２ 前 項 の 規 定 は 、 法 第 七 十 五 条 第 二 項 各 号 に 掲 げ る 個 人 情 報 フ ァ イ ル （ 法 第 七 十 四 条 第 二 項 第 九

号 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） に つ い て は 、 適 用 し な い 。

３ 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 実 施 機 関 は 、 記 録 項 目 （ 法 第 七 十 四 条 第 一 項 第 四 号 に 規 定 す る 記

録 項 目 を い う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） の 一 部 若 し く は 法 第 七 十 四 条 第 一 項 第 五 号 若 し く は

第 七 号 に 掲 げ る 事 項 を 条 例 個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 に 記 載 し 、 又 は 個 人 情 報 フ ァ イ ル （ 同 条 第 二 項 第

九 号 に 掲 げ る 個 人 情 報 フ ァ イ ル に 限 る 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） を 条 例 個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿

に 掲 載 す る こ と に よ り 、 利 用 目 的 に 係 る 事 務 又 は 事 業 の 性 質 上 、 当 該 事 務 又 は 事 業 の 適 正 な 遂 行

議 案 第 八 号

石 川 県 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 施 行 条 例 に つ い て

石 川 県 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 施 行 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 四 年 十 二 月 一 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

石 川 県 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 施 行 条 例
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に 著 し い 支 障 を 及 ぼ す お そ れ が あ る と 認 め る と き は 、 そ の 記 録 項 目 の 一 部 若 し く は 事 項 を 記 載 せ

ず 、 又 は そ の 個 人 情 報 フ ァ イ ル を 条 例 個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 に 掲 載 し な い こ と が で き る 。

（ 開 示 決 定 等 の 期 限 ）

第 四 条 開 示 決 定 等 は 、 開 示 請 求 が あ っ た 日 か ら 十 四 日 以 内 に し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 法 第

七 十 七 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 補 正 を 求 め た 場 合 に あ っ て は 、 当 該 補 正 に 要 し た 日 数 は 、 当 該 期 間

に 算 入 し な い 。

２ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 実 施 機 関 は 、 事 務 処 理 上 の 困 難 そ の 他 正 当 な 理 由 が あ る と き は 、 同

項 に 規 定 す る 期 間 を 三 十 日 以 内 に 限 り 延 長 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 実 施 機 関 は 、

開 示 請 求 者 に 対 し 、 遅 滞 な く 、 延 長 後 の 期 間 及 び 延 長 の 理 由 を 書 面 に よ り 通 知 し な け れ ば な ら な

い 。

（ 開 示 決 定 等 の 期 限 の 特 例 ）

第 五 条 開 示 請 求 に 係 る 保 有 個 人 情 報 が 著 し く 大 量 で あ る た め 、 開 示 請 求 が あ っ た 日 か ら 四 十 四 日

以 内 に そ の 全 て に つ い て 開 示 決 定 等 を す る こ と に よ り 事 務 の 遂 行 に 著 し い 支 障 が 生 ず る お そ れ が

あ る 場 合 に は 、 前 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 実 施 機 関 は 、 開 示 請 求 に 係 る 保 有 個 人 情 報 の う ち の 相

当 の 部 分 に つ き 当 該 期 間 内 に 開 示 決 定 等 を し 、 残 り の 保 有 個 人 情 報 に つ い て は 相 当 の 期 間 内 に 開

示 決 定 等 を す れ ば 足 り る 。 こ の 場 合 に お い て 、 実 施 機 関 は 、 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 期 間 内 に 、 開

示 請 求 者 に 対 し 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 書 面 に よ り 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

一 こ の 条 の 規 定 を 適 用 す る 旨 及 び そ の 理 由

二 残 り の 保 有 個 人 情 報 に つ い て 開 示 決 定 等 を す る 期 限

（ 費 用 の 負 担 ）

第 六 条 法 第 八 十 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 地 方 公 共 団 体 等 行 政 文 書 の 写 し の 交 付 又 は 電 磁 的 記 録 の

開 示 を 受 け る 者 は 、 当 該 写 し の 交 付 に 要 す る 費 用 又 は 当 該 開 示 の 実 施 に 伴 う 費 用 を 負 担 し な け れ

ば な ら な い 。

（ 開 示 請 求 に 係 る 手 数 料 ）

第 七 条 法 第 八 十 九 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 納 付 し な け れ ば な ら な い 手 数 料 の 額 は 、 無 料 と す る 。

（ 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 利 用 に 係 る 手 数 料 ）

第 八 条 法 第 百 十 九 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 納 付 し な け れ ば な ら な い 手 数 料 の 額 は 、 二 万 千 円 に 次 に

掲 げ る 額 の 合 計 額 を 加 算 し た 額 と す る 。

一 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 作 成 に 要 す る 時 間 一 時 間 ま で ご と に 三 千 九 百 五 十 円

二 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 作 成 の 委 託 を 受 け た 者 に 対 し て 支 払 う 額 （ 当 該 委 託 を す る 場 合 に

限 る 。 ）

２ 法 第 百 十 九 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 納 付 し な け れ ば な ら な い 手 数 料 の 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 行

政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 利 用 に 関 す る 契 約 を 締 結 す る 者 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め

る 額 と す る 。
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一 次 号 に 掲 げ る 者 以 外 の 者 法 第 百 十 五 条 の 規 定 に よ り 当 該 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 利 用 に

関 す る 契 約 を 締 結 す る 者 が 法 第 百 十 九 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 納 付 し な け れ ば な ら な い 手 数 料 の

額 と 同 一 の 額

二 法 第 百 十 五 条 （ 法 第 百 十 八 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 当 該 行 政

機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 利 用 に 関 す る 契 約 を 締 結 し た 者 一 万 二 千 六 百 円

（ 石 川 県 個 人 情 報 保 護 審 査 会 へ の 諮 問 事 項 ）

第 九 条 実 施 機 関 （ 県 設 立 地 方 独 立 行 政 法 人 を 除 く 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） は 、 次 の い ず れ

か に 該 当 す る 場 合 に お い て 、 個 人 情 報 の 適 正 な 取 扱 い を 確 保 す る た め 専 門 的 な 知 見 に 基 づ く 意 見

を 聴 く こ と が 特 に 必 要 で あ る と 認 め る と き は 、 次 条 に 規 定 す る 石 川 県 個 人 情 報 保 護 審 査 会 に 諮 問

す る こ と が で き る 。

一 こ の 条 例 の 規 定 を 改 正 し 、 又 は 廃 止 し よ う と す る 場 合

二 法 第 六 十 六 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 講 ず る 措 置 の 基 準 を 定 め よ う と す る 場 合

三 前 二 号 の 場 合 の ほ か 、 実 施 機 関 に お け る 個 人 情 報 の 取 扱 い に 関 す る 運 用 上 の 細 則 を 定 め よ う

と す る 場 合

（ 石 川 県 個 人 情 報 保 護 審 査 会 ）

第 十 条 次 に 掲 げ る 事 務 を 行 わ せ る た め 、 県 に 、 石 川 県 個 人 情 報 保 護 審 査 会 （ 以 下 「 審 査 会 」 と い

う 。 ） を 置 く 。

一 法 第 百 五 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 同 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 諮 問 に 応 じ 審 査 請 求 に つ い て 調

査 審 議 す る こ と 。

二 前 条 の 規 定 に よ る 諮 問 に 応 じ 調 査 審 議 す る こ と 。

三 住 民 基 本 台 帳 法 （ 昭 和 四 十 二 年 法 律 第 八 十 一 号 ） 第 三 十 条 の 四 十 第 二 項 に 規 定 す る 事 項 に つ

い て 調 査 審 議 し 、 及 び 知 事 に 建 議 す る こ と 。

四 特 定 個 人 情 報 保 護 評 価 に 関 す る 規 則 （ 平 成 二 十 六 年 特 定 個 人 情 報 保 護 委 員 会 規 則 第 一 号 ） 第

七 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 実 施 機 関 か ら 意 見 を 聴 か れ た 事 項 に つ い て 審 議 す る こ と 。

（ 委 員 ）

第 十 一 条 審 査 会 は 、 委 員 五 人 以 内 で 組 織 す る 。

２ 委 員 は 、 優 れ た 識 見 を 有 す る 者 の う ち か ら 、 知 事 が 任 命 す る 。

３ 委 員 の 任 期 は 、 二 年 と す る 。 た だ し 、 補 欠 の 委 員 の 任 期 は 、 前 任 者 の 残 任 期 間 と す る 。

４ 委 員 は 、 再 任 さ れ る こ と が で き る 。

５ 委 員 の 任 期 が 満 了 し た と き は 、 当 該 委 員 は 、 後 任 者 が 任 命 さ れ る ま で 引 き 続 き そ の 職 務 を 行 う

も の と す る 。

６ 委 員 は 、 非 常 勤 と す る 。

７ 委 員 は 、 職 務 上 知 る こ と が で き た 秘 密 を 漏 ら し て は な ら な い 。 そ の 職 を 退 い た 後 も 、 同 様 と す

る 。
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８ 委 員 は 、 在 任 中 、 政 党 そ の 他 の 政 治 的 団 体 の 役 員 と な り 、 又 は 積 極 的 に 政 治 運 動 を し て は な ら

な い 。

（ 審 査 会 の 調 査 権 限 ）

第 十 二 条 審 査 会 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 法 第 百 五 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 同 条 第 一 項

の 規 定 に よ り 審 査 会 に 諮 問 を し た 実 施 機 関 （ 以 下 「 諮 問 実 施 機 関 」 と い う 。 ） に 対 し 、 保 有 個 人

情 報 （ 法 第 七 十 八 条 第 一 項 第 四 号 、 第 九 十 四 条 第 一 項 又 は 第 百 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 開 示 決 定 等 、

訂 正 決 定 等 又 は 利 用 停 止 決 定 等 に 係 る 保 有 個 人 情 報 を い う 。 以 下 こ の 条 及 び 次 条 に お い て 同 じ 。 ）

の 提 示 を 求 め る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 何 人 も 、 審 査 会 に 対 し 、 そ の 提 示 さ れ た 保

有 個 人 情 報 の 開 示 を 求 め る こ と が で き な い 。

２ 諮 問 実 施 機 関 は 、 審 査 会 か ら 前 項 の 規 定 に よ る 求 め が あ っ た と き は 、 こ れ を 拒 ん で は な ら な い 。

３ 審 査 会 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 諮 問 実 施 機 関 に 対 し 、 保 有 個 人 情 報 に 含 ま れ て い る 情

報 の 内 容 を 審 査 会 の 指 定 す る 方 法 に よ り 分 類 又 は 整 理 し た 資 料 を 作 成 し 、 審 査 会 に 提 出 す る よ う

求 め る こ と が で き る 。

４ 第 一 項 及 び 前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 審 査 会 は 、 審 査 請 求 に 係 る 事 件 に 関 し 、 審 査 請 求 人 、 参

加 人 又 は 諮 問 実 施 機 関 （ 以 下 「 審 査 請 求 人 等 」 と い う 。 ） に 意 見 書 又 は 資 料 の 提 出 を 求 め る こ と 、

適 当 と 認 め る 者 に そ の 知 っ て い る 事 実 を 陳 述 さ せ 、 又 は 鑑 定 を 求 め る こ と そ の 他 必 要 な 調 査 を す

る こ と が で き る 。

（ 委 員 に よ る 調 査 手 続 ）

第 十 三 条 審 査 会 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 そ の 指 名 す る 委 員 に 、 前 条 第 一 項 の 規 定 に よ り

提 示 さ れ た 保 有 個 人 情 報 を 閲 覧 さ せ る こ と が で き る 。

（ 意 見 の 陳 述 等 ）

第 十 四 条 審 査 会 は 、 審 査 請 求 人 等 か ら 申 出 が あ っ た と き は 、 当 該 審 査 請 求 人 等 に 口 頭 で 意 見 を 述

べ る 機 会 を 与 え 、 又 は 意 見 書 若 し く は 資 料 の 提 出 を 認 め る こ と が で き る 。

（ 提 出 資 料 の 写 し の 送 付 等 ）

第 十 五 条 審 査 会 は 、 第 十 二 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 資 料 の 提 出 、 同 条 第 四 項 若 し く は 前 条 の 規 定 に

よ る 意 見 書 若 し く は 資 料 の 提 出 又 は 法 第 百 六 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 さ れ る 行 政 不

服 審 査 法 （ 平 成 二 十 六 年 法 律 第 六 十 八 号 ） 第 八 十 一 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 七 十 四 条 若

し く は 同 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 七 十 六 条 の 規 定 に よ る 主 張 書 面 若 し く は 資 料 の 提 出 が あ っ た

と き は 、 こ れ ら の 資 料 、 意 見 書 又 は 主 張 書 面 の 写 し （ 電 磁 的 記 録 に あ っ て は 、 当 該 電 磁 的 記 録 に

記 録 さ れ た 事 項 を 記 載 し た 書 面 ） を 当 該 資 料 、 意 見 書 又 は 主 張 書 面 を 提 出 し た 審 査 請 求 人 等 以 外

の 審 査 請 求 人 等 に 送 付 す る も の と す る 。 た だ し 、 第 三 者 の 利 益 を 害 す る お そ れ が あ る と 認 め ら れ

る と き 、 そ の 他 正 当 な 理 由 が あ る と き は 、 こ の 限 り で な い 。

２ 審 査 会 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 送 付 を し よ う と す る と き は 、 当 該 送 付 に 係 る 資 料 、 意 見 書 又 は 主

張 書 面 を 提 出 し た 審 査 請 求 人 等 の 意 見 を 聴 か な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 審 査 会 が 、 そ の 必 要 が
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（３１）

な い と 認 め る と き は 、 こ の 限 り で な い 。

（ 調 査 審 議 手 続 の 非 公 開 ）

第 十 六 条 法 第 百 五 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 同 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 審 査 会 の 権 限 に 属 さ せ ら れ

た 事 項 の 調 査 審 議 の 手 続 は 、 公 開 し な い 。

（ 答 申 書 の 送 付 等 ）

第 十 七 条 審 査 会 は 、 第 十 条 第 一 号 に 規 定 す る 諮 問 に 対 す る 答 申 を し た と き は 、 答 申 書 の 写 し を 審

査 請 求 人 及 び 参 加 人 に 送 付 す る と と も に 、 答 申 の 内 容 を 公 表 す る も の と す る 。

（ 規 則 へ の 委 任 ）

第 十 八 条 第 十 条 か ら 前 条 ま で に 定 め る も の の ほ か 、 審 査 会 の 組 織 及 び 運 営 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、

規 則 で 定 め る 。

（ 施 行 の 状 況 の 公 表 ）

第 十 九 条 知 事 は 、 毎 年 度 、 各 実 施 機 関 に お け る こ の 条 例 の 施 行 の 状 況 を 取 り ま と め 、 公 表 し な け

れ ば な ら な い 。

（ 委 任 ）

第 二 十 条 こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 実 施 機 関 が 別 に 定

め る 。

（ 罰 則 ）

第 二 十 一 条 第 十 一 条 第 七 項 の 規 定 に 違 反 し て 秘 密 を 漏 ら し た 者 は 、 一 年 以 下 の 懲 役 又 は 五 十 万 円

以 下 の 罰 金 に 処 す る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 条 例 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 石 川 県 個 人 情 報 保 護 条 例 の 廃 止 ）

２ 石 川 県 個 人 情 報 保 護 条 例 （ 平 成 十 五 年 石 川 県 条 例 第 二 号 。 以 下 「 旧 条 例 」 と い う 。 ） は 、 廃 止

す る 。

（ 経 過 措 置 ）

３ 次 に 掲 げ る 者 に 係 る 旧 条 例 第 九 条 及 び 第 十 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 旧 条 例 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す

る 個 人 情 報 （ 以 下 「 旧 個 人 情 報 」 と い う 。 ） の 内 容 を み だ り に 他 人 に 知 ら せ 、 又 は 不 当 な 目 的 に

利 用 し て は な ら な い 義 務 に つ い て は 、 前 項 の 規 定 の 施 行 後 も 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

一 前 項 の 規 定 の 施 行 の 際 現 に 旧 条 例 第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 実 施 機 関 （ 以 下 「 旧 実 施 機 関 」 と

い う 。 ） の 職 員 で あ る 者 又 は 前 項 の 規 定 の 施 行 前 に お い て 旧 実 施 機 関 の 職 員 で あ っ た 者

二 前 項 の 規 定 の 施 行 前 に お い て 旧 条 例 第 十 条 第 二 項 に 規 定 す る 委 託 を 受 け た 事 務 又 は 公 の 施 設

の 管 理 の 事 務 に 従 事 し て い た 者

４ 附 則 第 二 項 の 規 定 の 施 行 の 日 前 に 旧 条 例 第 十 二 条 、 第 二 十 五 条 又 は 第 三 十 二 条 の 規 定 に よ る 請
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（３２）

求 が さ れ た 場 合 に お け る 旧 条 例 に 規 定 す る 保 有 個 人 情 報 の 開 示 、 訂 正 及 び 利 用 停 止 に つ い て は 、

な お 従 前 の 例 に よ る 。

５ 附 則 第 二 項 の 規 定 の 施 行 の 際 現 に 旧 条 例 第 四 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 県 に 置 か れ た 同 項 に 規

定 す る 石 川 県 個 人 情 報 保 護 審 査 会 （ 以 下 「 旧 審 査 会 」 と い う 。 ） の 委 員 で あ る 者 は 、 こ の 条 例 の

施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） に 、 第 十 一 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 任 命 を 受 け た も の と み な

す 。 こ の 場 合 に お い て 、 そ の 任 命 を 受 け た も の と み な さ れ る 者 の 任 期 は 、 同 条 第 三 項 の 規 定 に か

か わ ら ず 、 同 日 に お け る 旧 審 査 会 の 委 員 と し て の 任 期 の 残 任 期 間 と 同 一 の 期 間 と す る 。

６ 附 則 第 二 項 の 規 定 の 施 行 の 際 現 に 旧 審 査 会 の 委 員 で あ る 者 又 は 同 項 の 規 定 の 施 行 前 に お い て 旧

審 査 会 の 委 員 で あ っ た 者 に 係 る 旧 条 例 第 四 十 二 条 第 六 項 の 規 定 に よ る 職 務 上 知 る こ と が で き た 秘

密 を 漏 ら し て は な ら な い 義 務 に つ い て は 、 附 則 第 二 項 の 規 定 の 施 行 後 も 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

７ 施 行 日 前 に 旧 条 例 第 三 十 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 旧 審 査 会 に さ れ た 諮 問 は 、 審 査 会 に さ れ た も

の と み な し 、 旧 条 例 に 規 定 す る 調 査 審 議 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

８ 附 則 第 六 項 の 規 定 に よ り な お 従 前 に よ る こ と と さ れ た 義 務 に 違 反 し て 秘 密 を 漏 ら し た 者 は 、 一

年 以 下 の 懲 役 又 は 五 十 万 円 以 下 の 罰 金 に 処 す る 。

９ 附 則 第 三 項 各 号 に 掲 げ る 者 が 、 正 当 な 理 由 が な い の に 、 附 則 第 二 項 の 規 定 の 施 行 前 に お い て 旧

実 施 機 関 が 保 有 し て い た 個 人 の 秘 密 に 属 す る 事 項 が 記 録 さ れ た 旧 条 例 第 二 条 第 三 項 に 規 定 す る 保

有 個 人 情 報 （ 以 下 「 旧 保 有 個 人 情 報 」 と い う 。 ） を 含 む 情 報 の 集 合 物 で あ っ て 、 一 定 の 事 務 の 目

的 を 達 成 す る た め に 特 定 の 旧 保 有 個 人 情 報 を 電 子 計 算 機 を 用 い て 検 索 す る こ と が で き る よ う に 体

系 的 に 構 成 し た も の （ そ の 全 部 又 は 一 部 を 複 製 し 、 又 は 加 工 し た も の を 含 む 。 ） を 附 則 第 二 項 の

規 定 の 施 行 後 に 提 供 し た と き は 、 二 年 以 下 の 懲 役 又 は 百 万 円 以 下 の 罰 金 に 処 す る 。

１
０

附 則 第 三 項 各 号 に 掲 げ る 者 が 、 そ の 業 務 に 関 し て 知 り 得 た 附 則 第 二 項 の 規 定 の 施 行 前 に お い て

旧 実 施 機 関 が 保 有 し て い た 旧 保 有 個 人 情 報 を 同 項 の 規 定 の 施 行 後 に 自 己 若 し く は 第 三 者 の 不 正 な

利 益 を 図 る 目 的 で 提 供 し 、 又 は 盗 用 し た と き は 、 一 年 以 下 の 懲 役 又 は 五 十 万 円 以 下 の 罰 金 に 処 す

る 。

１
１

前 三 項 の 規 定 は 、 県 の 区 域 外 に お い て こ れ ら の 項 の 罪 を 犯 し た 者 に も 適 用 す る 。

１
２

附 則 第 二 項 の 規 定 に よ り 旧 条 例 の 規 定 が そ の 効 力 を 失 う 前 に し た 違 反 行 為 の 処 罰 に つ い て は 、

そ の 失 効 後 も 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

（ 石 川 県 情 報 公 開 条 例 の 一 部 改 正 ）

１
３

石 川 県 情 報 公 開 条 例 （ 平 成 十 二 年 石 川 県 条 例 第 四 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 七 条 第 二 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

二 の 二 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 五 年 法 律 第 五 十 七 号 ） 第 六 十 条 第 三 項 に 規 定 す

る 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 （ 同 条 第 四 項 に 規 定 す る 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 フ ァ イ ル を 構 成

す る も の に 限 る 。 以 下 こ の 号 に お い て 「 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 」 と い う 。 ） 又 は 行 政 機 関

等 匿 名 加 工 情 報 の 作 成 に 用 い た 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 保 有 個 人 情 報 か ら 削 除 し た 同 法 第 二 条
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第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 記 述 等 若 し く は 同 条 第 二 項 に 規 定 す る 個 人 識 別 符 号

（ 石 川 県 住 民 基 本 台 帳 法 施 行 条 例 の 一 部 改 正 ）

１
４

石 川 県 住 民 基 本 台 帳 法 施 行 条 例 （ 平 成 十 四 年 石 川 県 条 例 第 三 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。

第 六 条 中 「 石 川 県 個 人 情 報 保 護 条 例 （ 平 成 十 五 年 石 川 県 条 例 第 二 号 ） 第 四 十 一 条 」 を 「 石 川 県

個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 施 行 条 例 （ 令 和 四 年 石 川 県 条 例 第 号 ） 第 十 条 」 に 改 め る 。

（ 石 川 県 立 図 書 館 条 例 の 一 部 改 正 ）

１
５

石 川 県 立 図 書 館 条 例 （ 令 和 四 年 石 川 県 条 例 第 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 八 条 第 四 項 中 「 石 川 県 個 人 情 報 保 護 条 例 （ 平 成 十 五 年 石 川 県 条 例 第 二 号 ） 第 二 条 第 一 項 」 を

「 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 五 年 法 律 第 五 十 七 号 ） 第 二 条 第 一 項 」 に 改 め る 。

提 案 理 由

個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 が 改 正 さ れ 、 令 和 五 年 四 月 か ら 、 地 方 公 共 団 体 に お い て も 、 改 正 後

の 法 に 基 づ き 、 全 国 的 な 共 通 ル ー ル が 直 接 適 用 さ れ る こ と に な る 。 こ れ に 伴 い 、 現 行 の 個 人 情 報 保

護 条 例 を 廃 止 す る と と も に 、 法 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 を

提 案 す る 理 由 で あ る 。
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議
案
第
９
号

石
川
県
公
立
大
学
法
人
第
３
期
中
期
目
標
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て

地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
１
５
年
法
律
第
１
１
８
号
）
第
２
５
条
及
び
第
７
８
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
石
川
県
公
立
大
学
法
人
第
３
期
中
期
目
標
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

令
和
４
年
１
２
月
１
日
提
出

石
川
県
知
事

馳
浩

前
文

石
川
県
公
立
大
学
法
人
は
、
石
川
県
立
看
護
大
学
及
び
石
川
県
立
大
学
の
２
大
学
を
擁
す
る
公
立
大
学
法
人
と
し
て
、
平
成
２
３
年
４
月
に
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
１
５

年
法
律
第
１
１
８
号
）
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
、
両
大
学
の
設
置
及
び
管
理
を
し
、
開
か
れ
た
大
学
と
し
て
透
明
性
の
高
い
運
営
を
行
っ
て
い
る
。

両
大
学
は
、
地
域
に
お
け
る
知
の
拠
点
と
し
て
、
広
く
知
識
を
授
け
、
人
間
の
健
康
及
び
生
命
並
び
に
食
料
及
び
環
境
に
関
わ
る
専
門
の
各
分
野
に
お
い
て
学
術
を
深
く
教

授
研
究
し
、
高
度
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
教
養
と
創
造
性
に
あ
ふ
れ
る
人
間
性
豊
か
な
人
材
を
育
成
し
、
並
び
に
新
た
な
研
究
成
果
の
創
造
と
社
会
へ
の
還
元
に
よ
る
地

域
貢
献
活
動
を
積
極
的
に
展
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
県
民
生
活
の
向
上
に
寄
与
し
、
ひ
い
て
は
我
が
国
と
世
界
の
社
会
と
文
化
の
発
展
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
そ
の
実

現
に
取
り
組
ん
で
き
た
。

社
会
に
お
い
て
、
本
県
及
び
高
等
教
育
機
関
で
あ
る
大
学
を
取
り
巻
く
環
境
は
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
革
新
や
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
、
人
口
減
少
・
少
子
高
齢
化
に
加
え
、
近

年
に
お
け
る
、
コ
ロ
ナ
禍
、
国
家
間
の
分
断
、
人
類
の
持
続
的
な
発
展
へ
の
対
応
等
、
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
両
大
学
に
は
、
各
大
学
の
特
色
を
活
か
し
な
が
ら
、

こ
れ
ま
で
の
実
績
を
発
展
さ
せ
、
地
域
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
人
材
育
成
や
人
類
共
通
の
課
題
の
解
決
等
、
地
方
創
生
や
社
会
全
体
の
目
標
等
に
貢
献
す
る
教
育
研
究
活
動
を
実

施
し
、
そ
の
質
を
一
層
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

第
３
期
に
お
い
て
も
所
期
の
目
的
を
達
成
す
る
と
と
も
に
、
両
大
学
に
お
け
る
様
々
な
取
り
組
み
を
進
め
る
こ
と
に
よ
り
、
更
に
人
材
育
成
と
地
域
貢
献
を
推
進
し
、
地
域

か
ら
支
持
さ
れ
る
特
色
と
魅
力
あ
る
大
学
と
な
る
よ
う
、
第
３
期
中
期
目
標
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。



議

案

第

九

号

石

川

県

公

立

大

学

法

人

第

三

期

中

期

目

標

を

定

め

る

こ

と

に

つ

い

て

（３６）

第
１
中
期
目
標
の
期
間
及
び
教
育
研
究
上
の
基
本
組
織

�
中
期
目
標
の
期
間

令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
１
１
年
３
月
３
１
日

�
教
育
研
究
上
の
基
本
組
織

下
表
に
掲
げ
る
大
学
、
学
部
、
研
究
科
を
置
く
。

第
２
石
川
県
立
看
護
大
学
の
教
育
研
究
等
の
質
の
向
上
に
関
す
る
目
標

�
教
育
に
関
す
る
目
標

１
教
育
の
成
果
及
び
内
容
等

〈
学
士
課
程
〉

�
教
育
の
成
果

人
間
の
生
命
と
生
活
の
質
を
尊
重
で
き
る
豊
か
な
人
間
性
や
倫
理
観
を
備
え
る
と
と
も
に
、
看
護
職
者
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
高
度
な
知
識
・
技
術
を
有
し
、
看
護

に
求
め
ら
れ
る
社
会
的
使
命
を
遂
行
し
う
る
人
材
を
育
成
す
る
。

�
教
育
の
内
容

看
護
学
部

看
護
学
研
究
科

生
物
資
源
環
境
学
部

生
物
資
源
環
境
学
研
究
科

学
部

大
学
院

学
部

大
学
院

石
川
県
立
看
護
大
学

石
川

県
立

大
学



議

案

第

九

号

石

川

県

公

立

大

学

法

人

第

三

期

中

期

目

標

を

定

め

る

こ

と

に

つ

い

て

（３７）

社
会
ニ
ー
ズ
に
照
ら
し
て
、
学
部
教
育
課
程
の
課
題
を
把
握
し
、
大
学
の
特
色
を
活
か
し
た
改
善
を
図
る
。

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
ポ
リ
シ
ー
（
教
育
課
程
の
編
成
・
実
施
の
方
針
）
に
基
づ
き
、
多
様
な
学
生
に
対
応
す
る
た
め
、
教
育
内
容
・
学
修
支
援
体
制
を
検
討
・
改
善
す

る
と
と
も
に
、
他
機
関
と
の
交
流
・
連
携
を
強
化
し
、
専
門
職
連
携
教
育
を
充
実
さ
せ
る
。

デ
ィ
プ
ロ
マ
・
ポ
リ
シ
ー
（
卒
業
認
定
・
学
位
授
与
の
方
針
）
に
基
づ
き
、
学
生
の
学
修
成
果
を
把
握
し
、
適
正
な
成
績
評
価
に
よ
り
卒
業
を
認
定
し
、
学
位
を
授

与
す
る
。

�
学
生
の
受
入
れ

ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
ポ
リ
シ
ー
（
入
学
者
受
入
れ
の
方
針
）
に
基
づ
き
、
学
生
募
集
に
積
極
的
に
取
り
組
み
、
優
秀
な
学
生
を
確
保
す
る
。

〈
大
学
院
課
程
〉

�
教
育
の
成
果

看
護
を
取
り
巻
く
状
況
が
高
度
化
、
複
雑
化
、
専
門
化
す
る
中
に
あ
っ
て
、
よ
り
質
の
高
い
看
護
を
提
供
す
る
実
践
者
、
広
い
視
野
を
持
ち
、
現
場
の
状
況
を
踏
ま

え
た
教
育
者
・
研
究
者
を
育
成
す
る
。

�
教
育
の
内
容

社
会
ニ
ー
ズ
に
照
ら
し
て
、
大
学
院
教
育
課
程
の
課
題
を
把
握
し
、
大
学
の
特
色
を
活
か
し
た
改
善
を
図
る
。

ま
た
、
高
度
実
践
看
護
師
の
教
育
内
容
を
検
討
し
、
必
要
な
改
革
を
行
う
。

�
学
生
の
受
入
れ

ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
ポ
リ
シ
ー
（
入
学
者
受
入
れ
の
方
針
）
に
基
づ
き
、
保
健
、
医
療
及
び
福
祉
等
を
含
む
様
々
な
領
域
か
ら
、
広
く
職
業
経
験
を
有
す
る
社
会
人

や
留
学
生
な
ど
を
安
定
的
に
確
保
す
る
。



議

案

第

九

号

石

川

県

公

立

大

学

法

人

第

三

期

中

期

目

標

を

定

め

る

こ

と

に

つ

い

て

（３８）

学
部
生
に
対
し
て
、
大
学
院
で
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
つ
い
て
啓
発
を
行
う
。

２
教
育
の
実
施
体
制
等

�
教
育
の
実
施
体
制

教
育
目
標
を
効
果
的
に
達
成
す
る
た
め
、
学
士
課
程
に
お
い
て
は
、
教
育
研
究
指
導
力
の
優
れ
た
教
員
の
確
保
と
適
切
な
配
置
に
努
め
、
看
護
演
習
・
実
習
を
中
心

に
、
教
育
指
導
を
充
実
さ
せ
る
。

大
学
院
課
程
に
お
い
て
は
、
専
攻
分
野
の
専
門
性
を
高
め
る
な
ど
、
教
育
研
究
指
導
を
充
実
さ
せ
る
。

�
教
員
の
教
育
力
の
向
上

授
業
の
改
善
に
向
け
た
フ
ァ
カ
ル
テ
ィ
・
デ
ィ
ベ
ロ
ッ
プ
メ
ン
ト
（
教
員
が
授
業
内
容
・
方
法
を
改
善
し
向
上
さ
せ
る
た
め
の
組
織
的
な
取
り
組
み
）
を
充
実
さ
せ

る
と
と
も
に
、
教
育
活
動
を
点
検
評
価
し
、
評
価
結
果
に
基
づ
い
て
教
育
の
質
の
向
上
を
図
る
。

３
学
生
へ
の
支
援

�
学
修
支
援

学
生
が
自
主
的
、
能
動
的
に
学
ぶ
意
欲
を
高
め
る
方
策
を
導
入
す
る
と
と
も
に
、
学
修
・
生
活
・
就
職
・
進
学
に
関
す
る
疑
問
や
悩
み
等
を
相
談
・
解
決
で
き
る
支

援
体
制
を
強
化
す
る
。

�
進
路
支
援

県
内
就
職
の
促
進
に
向
け
、
学
年
を
問
わ
ず
、
就
職
、
キ
ャ
リ
ア
形
成
支
援
を
強
化
す
る
。

�
卒
業
生
・
修
了
生
支
援



議

案

第

九

号

石

川

県

公

立

大

学

法

人

第

三

期

中

期

目

標

を

定

め

る

こ

と

に

つ

い

て

（３９）

卒
業
生
・
修
了
生
及
び
県
内
医
療
機
関
と
大
学
と
の
関
係
を
強
化
し
、
大
学
院
進
学
や
リ
カ
レ
ン
ト
教
育
等
、
卒
業
・
修
了
後
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
や
活
動
領
域
の
拡

大
を
支
援
す
る
。

�
研
究
に
関
す
る
目
標

１
研
究
の
水
準
、
方
向
性
及
び
成
果

地
域
資
源
を
活
か
し
た
地
域
の
課
題
解
決
や
、
多
様
な
看
護
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
研
究
及
び
看
護
学
の
発
展
や
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
の
実
現
に
貢
献
す
る
研
究
に
取
り

組
み
、
そ
の
研
究
成
果
を
公
表
す
る
。

２
研
究
の
実
施
体
制

効
果
的
な
研
究
活
動
を
遂
行
す
る
体
制
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
更
な
る
研
究
意
欲
の
醸
成
を
図
る
。

�
地
域
貢
献
に
関
す
る
目
標

１
地
域
に
お
け
る
産
学
官
連
携
の
推
進

県
内
の
医
療
機
関
や
県
、
市
町
、
他
大
学
、
研
究
機
関
、
地
域
等
と
連
携
し
、
地
域
医
療
の
充
実
な
ど
、
地
域
が
抱
え
る
課
題
の
解
決
に
広
く
貢
献
す
る
。

２
地
域
人
材
の
育
成
と
定
着
の
促
進

地
域
の
保
健
、
医
療
及
び
福
祉
の
向
上
に
貢
献
す
る
た
め
、
地
域
に
対
す
る
学
生
の
関
心
を
高
め
、
医
療
現
場
、
自
治
体
、
地
域
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
、
地
域
の
保
健
、

医
療
及
び
福
祉
を
担
う
人
材
を
育
成
し
、
地
域
で
の
定
着
を
促
進
す
る
。

�
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
関
す
る
目
標

学
生
及
び
教
員
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
野
や
多
様
性
の
感
覚
等
を
育
て
る
た
め
、
国
際
交
流
や
国
際
協
力
を
推
進
し
、
国
際
社
会
で
活
躍
で
き
る
人
材
を
育
成
す
る
。



議

案

第

九

号

石

川

県

公

立

大

学

法

人

第

三

期

中

期

目

標

を

定

め

る

こ

と

に

つ

い

て

（４０）

第
３
石
川
県
立
大
学
の
教
育
研
究
等
の
質
の
向
上
に
関
す
る
目
標

�
教
育
に
関
す
る
目
標

１
教
育
の
成
果
及
び
内
容
等

〈
学
士
課
程
〉

�
教
育
の
成
果

生
物
資
源
環
境
学
に
関
わ
り
の
深
い
、
農
林
水
産
業
や
製
造
業
等
の
産
業
界
、
官
公
庁
、
大
学
等
研
究
機
関
に
お
い
て
自
立
し
た
職
業
人
、
研
究
者
と
し
て
活
躍
で

き
る
人
材
を
育
成
す
る
。

�
教
育
の
内
容

社
会
ニ
ー
ズ
に
照
ら
し
て
、
学
部
教
育
課
程
の
課
題
を
把
握
し
、
大
学
の
特
色
を
活
か
し
た
改
善
を
図
る
。

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
ポ
リ
シ
ー
（
教
育
課
程
の
編
成
・
実
施
の
方
針
）
に
基
づ
き
、
生
物
資
源
環
境
学
に
係
る
専
門
・
実
習
科
目
の
充
実
に
取
り
組
む
。

デ
ィ
プ
ロ
マ
・
ポ
リ
シ
ー
（
卒
業
認
定
・
学
位
授
与
の
方
針
）
に
基
づ
き
、
学
生
の
学
修
成
果
を
把
握
し
、
適
正
な
成
績
評
価
に
よ
り
卒
業
を
認
定
し
、
学
位
を
授

与
す
る
。

�
学
生
の
受
入
れ

ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
ポ
リ
シ
ー
（
入
学
者
受
入
れ
の
方
針
）
に
基
づ
き
、
学
生
募
集
に
積
極
的
に
取
り
組
み
、
優
秀
な
学
生
を
確
保
す
る
。

〈
大
学
院
課
程
〉

�
教
育
の
成
果

高
度
な
専
門
知
識
と
能
力
を
持
ち
、
自
ら
新
し
い
領
域
を
開
拓
し
、
農
林
水
産
業
や
製
造
業
等
の
産
業
界
、
官
公
庁
、
大
学
等
研
究
機
関
に
お
い
て
研
究
者
と
し
て



議

案

第

九

号

石

川

県

公

立

大

学

法

人

第

三

期

中

期

目

標

を

定

め

る

こ

と

に

つ

い

て

（４１）

活
躍
で
き
る
人
材
を
育
成
す
る
。

�
教
育
の
内
容

社
会
ニ
ー
ズ
に
照
ら
し
て
、
大
学
院
教
育
課
程
の
課
題
を
把
握
し
、
大
学
の
特
色
を
活
か
し
た
改
善
を
図
る
。

�
学
生
の
受
入
れ

ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
ポ
リ
シ
ー
（
入
学
者
受
入
れ
の
方
針
）
に
基
づ
き
、
社
会
人
や
留
学
生
な
ど
多
様
な
人
材
を
安
定
的
に
確
保
す
る
。

学
部
生
に
対
し
て
、
大
学
院
で
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
つ
い
て
啓
発
を
行
う
。

２
教
育
の
実
施
体
制
等

�
教
育
の
実
施
体
制

教
育
目
標
を
効
果
的
に
達
成
す
る
た
め
、
学
士
課
程
に
お
い
て
は
、
教
育
研
究
指
導
力
の
優
れ
た
教
員
の
確
保
と
適
切
な
配
置
に
努
め
、
少
人
数
教
育
を
活
か
し
た

教
育
指
導
を
充
実
さ
せ
る
。

大
学
院
課
程
に
お
い
て
は
、
専
攻
分
野
の
専
門
性
を
高
め
る
と
と
も
に
、
学
生
へ
の
き
め
細
や
か
な
教
育
研
究
指
導
を
充
実
さ
せ
る
。

�
教
員
の
教
育
力
の
向
上

授
業
の
改
善
に
向
け
た
フ
ァ
カ
ル
テ
ィ
・
デ
ィ
ベ
ロ
ッ
プ
メ
ン
ト
（
教
員
が
授
業
内
容
・
方
法
を
改
善
し
向
上
さ
せ
る
た
め
の
組
織
的
な
取
り
組
み
）
を
充
実
さ
せ

る
と
と
も
に
、
教
育
活
動
を
点
検
評
価
し
、
評
価
結
果
に
基
づ
い
て
教
育
の
質
の
向
上
を
図
る
。

３
学
生
へ
の
支
援

�
学
修
支
援



議

案

第

九

号

石

川

県

公

立

大

学

法

人

第

三

期

中

期

目

標

を

定

め

る

こ

と

に

つ

い

て

（４２）

学
生
が
自
主
的
、
能
動
的
に
学
ぶ
意
欲
を
高
め
る
方
策
を
導
入
す
る
と
と
も
に
、
学
修
・
生
活
・
就
職
・
進
学
に
関
す
る
疑
問
や
悩
み
等
を
相
談
・
解
決
で
き
る
支

援
体
制
を
強
化
す
る
。

�
進
路
支
援

県
内
就
職
の
促
進
に
向
け
、
学
年
を
問
わ
ず
、
就
職
、
キ
ャ
リ
ア
形
成
支
援
を
強
化
す
る
。

�
卒
業
生
・
修
了
生
支
援

石
川
県
立
大
学
の
前
身
で
あ
る
石
川
県
農
業
短
期
大
学
を
含
む
卒
業
生
・
修
了
生
と
大
学
と
の
関
係
を
強
化
す
る
。

�
研
究
に
関
す
る
目
標

１
研
究
の
水
準
、
方
向
性
及
び
成
果

先
進
的
・
独
創
的
な
基
礎
研
究
・
応
用
研
究
に
よ
り
、
将
来
を
見
越
し
て
、
S
D
G
s
の
達
成
や
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
の
実
現
等
、
人
類
共
通
の
課
題
解
決
、
知
的
財
産

の
創
造
に
貢
献
す
る
。

２
研
究
の
実
施
体
制

研
究
環
境
・
研
究
組
織
の
両
面
で
、
効
果
的
な
研
究
活
動
が
遂
行
で
き
る
体
制
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
学
内
及
び
他
大
学
と
の
共
同
研
究
や
産
学
官
連
携
等
の
充
実

を
図
る
た
め
の
体
制
を
強
化
す
る
。

�
地
域
貢
献
に
関
す
る
目
標

１
地
域
に
お
け
る
産
学
官
連
携
の
推
進

県
内
の
企
業
や
県
、
市
町
、
他
大
学
、
研
究
機
関
、
地
域
等
と
連
携
し
、
研
究
及
び
研
究
成
果
の
発
信
に
よ
り
、
地
域
の
課
題
解
決
、
産
業
の
発
展
、
活
性
化
に
貢
献
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す
る
。

２
地
域
人
材
の
育
成
と
定
着
の
促
進

農
林
水
産
業
、
製
造
業
な
ど
の
地
域
産
業
の
発
展
、
地
域
環
境
の
管
理
・
保
全
に
貢
献
す
る
た
め
、
高
度
な
専
門
的
知
識
を
修
得
し
た
有
為
な
地
域
人
材
を
育
成
す
る

と
と
も
に
、
地
域
住
民
や
卒
業
生
と
の
積
極
的
交
流
に
よ
り
地
域
産
業
支
援
拠
点
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
。

�
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
関
す
る
目
標

学
生
及
び
教
員
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
野
や
多
様
性
の
感
覚
等
を
育
て
る
た
め
、
国
際
交
流
や
国
際
協
力
を
推
進
し
、
積
極
的
な
海
外
留
学
の
促
進
や
外
国
人
留
学
生
の
受

入
れ
に
よ
り
、
国
際
社
会
で
活
躍
で
き
る
人
材
を
育
成
す
る
。

第
４
業
務
運
営
の
改
善
・
効
率
化
に
関
す
る
目
標

�
運
営
体
制
の
改
善
に
関
す
る
目
標

１
ガ
バ
ナ
ン
ス
機
能
の
強
化

理
事
長
が
中
心
と
な
っ
て
、
大
学
の
強
み
や
特
色
を
活
か
し
、
教
育
、
研
究
、
地
域
貢
献
等
の
機
能
を
最
大
化
で
き
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
体
制
を
強
化
す
る
。

ま
た
、
大
学
に
お
い
て
、
学
長
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
や
す
い
体
制
を
強
化
す
る
。

２
事
務
組
織
等
の
整
備
と
効
率
化

事
務
組
織
等
を
整
備
し
、
事
務
職
員
の
専
門
性
を
向
上
さ
せ
る
と
と
も
に
、
情
報
シ
ス
テ
ム
の
活
用
や
業
務
の
外
部
委
託
等
の
推
進
に
よ
り
、
効
率
的
な
事
務
処
理
を

図
る
。

３
両
大
学
間
の
連
携
強
化



議

案

第

九

号

石

川

県

公

立

大

学

法

人

第

三

期

中

期

目

標

を

定

め

る

こ

と

に

つ

い

て

（４４）

１
つ
の
法
人
が
２
つ
の
大
学
を
運
営
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
両
大
学
間
の
情
報
共
有
を
図
る
と
と
も
に
、
共
同
研
究
等
の
実
施
に
向
け
、
教
員
相
互
の
交
流
を
図
る
。

�
教
育
研
究
組
織
の
見
直
し
に
関
す
る
目
標

教
育
研
究
組
織
が
、
社
会
ニ
ー
ズ
を
適
切
に
反
映
し
、
か
つ
、
そ
の
目
的
・
目
標
に
即
し
て
機
能
し
、
運
営
さ
れ
て
い
る
か
、
常
に
点
検
・
検
証
し
、
柔
軟
か
つ
機
動
的

に
対
応
す
る
。

�
人
事
の
適
正
化
に
関
す
る
目
標

１
教
員
の
採
用

教
員
の
採
用
方
針
は
、
学
術
や
経
済
等
の
社
会
情
勢
を
踏
ま
え
、
大
学
の
将
来
を
見
据
え
た
戦
略
的
観
点
か
ら
決
定
す
る
。

２
教
員
評
価
制
度
の
活
用

教
員
評
価
制
度
（
教
育
、
研
究
、
地
域
貢
献
、
大
学
運
営
）
を
活
用
し
、
適
材
適
所
の
人
材
配
置
を
行
う
。
ま
た
、
教
員
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
向
上
を
図
る
。

第
５
財
務
内
容
の
改
善
に
関
す
る
目
標

�
外
部
資
金
等
の
自
己
収
入
の
増
加
に
関
す
る
目
標

授
業
料
や
入
学
金
、
受
験
料
に
つ
い
て
、
適
切
な
料
金
の
設
定
を
行
う
。

共
同
研
究
、
受
託
研
究
等
の
産
業
界
や
地
域
と
の
連
携
の
推
進
、
国
の
科
学
研
究
費
補
助
金
等
の
競
争
的
資
金
な
ど
、
積
極
的
に
外
部
研
究
資
金
の
獲
得
に
努
め
る
。

大
学
が
保
有
す
る
施
設
の
地
域
へ
の
開
放
な
ど
、
財
源
を
確
保
す
る
方
策
を
検
討
し
、
自
己
収
入
の
増
加
に
努
め
る
。

�
予
算
の
効
率
的
執
行
に
関
す
る
目
標

経
費
の
効
率
的
執
行
に
努
め
、
特
に
維
持
管
理
経
費
に
つ
い
て
は
、
業
務
運
営
の
合
理
化
、
契
約
方
法
の
改
善
等
に
よ
り
抑
制
を
図
る
。



議

案

第

九

号

石

川

県

公

立

大

学

法

人

第

三

期

中

期

目

標

を

定

め

る

こ

と

に

つ

い

て

（４５）

第
６
自
己
点
検
評
価
及
び
情
報
提
供
に
関
す
る
目
標

�
評
価
の
活
用
に
関
す
る
目
標

自
己
点
検
評
価
を
定
期
的
に
実
施
す
る
と
と
も
に
、
認
証
機
関
が
行
う
大
学
評
価
及
び
石
川
県
公
立
大
学
法
人
評
価
委
員
会
が
行
う
法
人
評
価
の
結
果
も
併
せ
て
、
教
育

研
究
活
動
や
業
務
運
営
の
改
善
に
活
用
す
る
。

�
情
報
提
供
の
推
進
に
関
す
る
目
標

１
情
報
公
開
の
推
進

公
立
大
学
法
人
と
し
て
、
社
会
に
対
す
る
説
明
責
任
を
果
た
し
、
大
学
運
営
の
透
明
性
を
確
保
す
る
た
め
、
情
報
公
開
を
推
進
す
る
。

２
情
報
発
信
の
推
進

大
学
の
認
知
度
向
上
を
図
る
た
め
、
教
育
、
研
究
、
地
域
貢
献
等
の
活
動
に
関
す
る
情
報
発
信
を
積
極
的
に
推
進
す
る
。

第
７
そ
の
他
業
務
運
営
に
関
す
る
目
標

�
教
育
研
究
環
境
の
整
備
に
関
す
る
目
標

良
好
な
教
育
研
究
環
境
の
整
備
・
向
上
に
よ
り
、
学
生
の
学
修
意
欲
や
教
育
効
果
、
教
員
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
高
め
る
た
め
、
施
設
、
設
備
、
教
育
研
究
用
備
品
の
整

備
や
改
修
を
計
画
的
に
進
め
る
。

�
安
全
に
関
す
る
目
標

１
安
全
管
理

防
災
対
応
や
安
全
管
理
の
た
め
の
体
制
を
整
備
し
、
学
生
や
教
職
員
の
安
全
を
確
保
す
る
。



議

案

第

九

号

石

川

県

公

立

大

学

法

人

第

三

期

中

期

目

標

を

定

め

る

こ

と

に

つ

い

て

（４６）

２
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策

個
人
情
報
の
保
護
な
ど
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
体
制
を
整
備
す
る
。

�
法
令
遵
守
等
に
関
す
る
目
標

１
法
令
等
の
遵
守

教
職
員
及
び
学
生
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
意
識
の
徹
底
を
図
り
、
不
正
行
為
の
防
止
や
、
倫
理
的
・
法
制
度
的
・
社
会
的
課
題
（
E
L
S
I
）
に
配
慮
し
た
教
育
研
究
活

動
及
び
大
学
運
営
を
行
う
。

２
人
権
の
尊
重

学
生
及
び
教
職
員
に
対
す
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
防
止
す
る
な
ど
、
人
権
の
尊
重
及
び
男
女
共
同
参
画
の
推
進
に
対
し
、
公
立
大
学
法
人
と
し
て
の
社
会
的
責
任
を
果
た

す
全
学
的
な
体
制
を
整
備
す
る
。

３
環
境
へ
の
配
慮

教
育
研
究
活
動
や
業
務
運
営
等
に
お
い
て
、
環
境
に
配
慮
し
、
全
学
的
に
環
境
負
荷
の
軽
減
及
び
環
境
保
全
に
関
す
る
取
り
組
み
を
推
進
す
る
。



議

案

第

十

号

一

般

職

の

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

等

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

に

つ

い

て

（４７）

（ 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 二 年 石 川 県 条 例 第 三 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。

第 二 十 条 第 二 項 第 一 号 中 「 百 分 の 九 十 五 」 を 「 百 分 の 百 五 」 に 、 「 百 分 の 百 十 五 」 を 「 百 分 の

百 二 十 五 」 に 改 め 、 同 項 第 二 号 中 「 百 分 の 四 十 五 」 を 「 百 分 の 五 十 」 に 、 「 百 分 の 五 十 五 」 を 「 百

分 の 六 十 」 に 改 め る 。

別 表 第 一 か ら 別 表 第 五 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。

議 案 第 十 号

一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 四 年 十 二 月 一 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例



議

案

第

十

号

一

般

職

の

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

等

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

に

つ

い

て

（４８）

別
表
第
１
（
第
３
条
関
係
）

行
政

職
給

料
表

職
員

の
区

分

職
務

の
級

１
級

２
級

３
級

４
級

５
級

６
級

７
級

８
級

９
級

号
給

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

円
円

円
円

円
円

円
円

円

１
１
５
０
，
５
０
０

１
９
９
，
０
０
０

２
３
５
，
０
０
０

２
６
６
，
６
０
０

２
９
１
，
４
０
０

３
２
０
，
０
０
０

３
６
３
，
８
０
０

４
０
９
，
１
０
０

４
５
９
，
５
０
０

２
１
５
１
，
６
０
０

２
０
０
，
８
０
０

２
３
６
，
６
０
０

２
６
８
，
３
０
０

２
９
３
，
６
０
０

３
２
２
，
２
０
０

３
６
６
，
４
０
０

４
１
１
，
５
０
０

４
６
２
，
６
０
０

３
１
５
２
，
８
０
０

２
０
２
，
６
０
０

２
３
８
，
１
０
０

２
６
９
，
８
０
０

２
９
５
，
７
０
０

３
２
４
，
５
０
０

３
６
８
，
８
０
０

４
１
４
，
０
０
０

４
６
５
，
６
０
０

４
１
５
３
，
９
０
０

２
０
４
，
４
０
０

２
３
９
，
６
０
０

２
７
１
，
７
０
０

２
９
７
，
７
０
０

３
２
６
，
７
０
０

３
７
１
，
４
０
０

４
１
６
，
４
０
０

４
６
８
，
６
０
０

５
１
５
５
，
０
０
０

２
０
５
，
９
０
０

２
４
０
，
９
０
０

２
７
３
，
４
０
０

２
９
９
，
５
０
０

３
２
８
，
９
０
０

３
７
３
，
３
０
０

４
１
８
，
３
０
０

４
７
１
，
６
０
０

６
１
５
６
，
１
０
０

２
０
７
，
７
０
０

２
４
２
，
５
０
０

２
７
５
，
２
０
０

３
０
１
，
５
０
０

３
３
０
，
９
０
０

３
７
５
，
８
０
０

４
２
０
，
６
０
０

４
７
４
，
６
０
０

７
１
５
７
，
２
０
０

２
０
９
，
５
０
０

２
４
４
，
０
０
０

２
７
７
，
０
０
０

３
０
３
，
３
０
０

３
３
３
，
１
０
０

３
７
８
，
１
０
０

４
２
２
，
７
０
０

４
７
７
，
６
０
０

８
１
５
８
，
３
０
０

２
１
１
，
３
０
０

２
４
５
，
５
０
０

２
７
９
，
０
０
０

３
０
４
，
９
０
０

３
３
５
，
３
０
０

３
８
０
，
６
０
０

４
２
４
，
９
０
０

４
８
０
，
８
０
０

９
１
５
９
，
３
０
０

２
１
２
，
９
０
０

２
４
６
，
６
０
０

２
８
０
，
９
０
０

３
０
６
，
８
０
０

３
３
７
，
２
０
０

３
８
３
，
０
０
０

４
２
６
，
９
０
０

４
８
３
，
５
０
０

１
０

１
６
０
，
７
０
０

２
１
４
，
７
０
０

２
４
８
，
１
０
０

２
８
２
，
９
０
０

３
０
９
，
１
０
０

３
３
９
，
４
０
０

３
８
５
，
７
０
０

４
２
９
，
０
０
０

４
８
６
，
６
０
０

１
１

１
６
２
，
０
０
０

２
１
６
，
５
０
０

２
４
９
，
６
０
０

２
８
４
，
８
０
０

３
１
１
，
３
０
０

３
４
１
，
４
０
０

３
８
８
，
３
０
０

４
３
１
，
１
０
０

４
８
９
，
６
０
０

１
２

１
６
３
，
３
０
０

２
１
８
，
３
０
０

２
５
０
，
９
０
０

２
８
６
，
７
０
０

３
１
３
，
７
０
０

３
４
３
，
６
０
０

３
９
１
，
０
０
０

４
３
３
，
２
０
０

４
９
２
，
７
０
０

１
３

１
６
４
，
５
０
０

２
１
９
，
７
０
０

２
５
２
，
４
０
０

２
８
８
，
６
０
０

３
１
５
，
８
０
０

３
４
５
，
４
０
０

３
９
３
，
４
０
０

４
３
４
，
９
０
０

４
９
５
，
４
０
０

１
４

１
６
６
，
０
０
０

２
２
１
，
５
０
０

２
５
３
，
６
０
０

２
９
０
，
４
０
０

３
１
７
，
９
０
０

３
４
７
，
４
０
０

３
９
５
，
７
０
０

４
３
６
，
７
０
０

４
９
７
，
７
０
０

１
５

１
６
７
，
５
０
０

２
２
３
，
２
０
０

２
５
４
，
９
０
０

２
９
１
，
９
０
０

３
２
０
，
１
０
０

３
４
９
，
４
０
０

３
９
８
，
０
０
０

４
３
８
，
８
０
０

５
０
０
，
０
０
０

１
６

１
６
９
，
１
０
０

２
２
５
，
０
０
０

２
５
６
，
１
０
０

２
９
３
，
３
０
０

３
２
２
，
２
０
０

３
５
１
，
４
０
０

４
０
０
，
４
０
０

４
４
０
，
８
０
０

５
０
２
，
３
０
０

１
７

１
７
０
，
２
０
０

２
２
６
，
６
０
０

２
５
７
，
４
０
０

２
９
５
，
１
０
０

３
２
４
，
１
０
０

３
５
３
，
１
０
０

４
０
２
，
２
０
０

４
４
２
，
７
０
０

５
０
４
，
４
０
０

１
８

１
７
１
，
６
０
０

２
２
８
，
３
０
０

２
５
８
，
８
０
０

２
９
７
，
１
０
０

３
２
６
，
１
０
０

３
５
５
，
２
０
０

４
０
４
，
２
０
０

４
４
４
，
５
０
０

５
０
５
，
８
０
０

１
９

１
７
３
，
０
０
０

２
３
０
，
０
０
０

２
６
０
，
２
０
０

２
９
９
，
２
０
０

３
２
８
，
１
０
０

３
５
７
，
０
０
０

４
０
６
，
１
０
０

４
４
６
，
３
０
０

５
０
７
，
３
０
０

２
０

１
７
４
，
４
０
０

２
３
１
，
５
０
０

２
６
１
，
７
０
０

３
０
１
，
２
０
０

３
３
０
，
１
０
０

３
５
８
，
９
０
０

４
０
７
，
９
０
０

４
４
８
，
０
０
０

５
０
８
，
７
０
０

２
１

１
７
５
，
７
０
０

２
３
２
，
８
０
０

２
６
３
，
３
０
０

３
０
３
，
１
０
０

３
３
１
，
８
０
０

３
６
０
，
８
０
０

４
０
９
，
８
０
０

４
４
９
，
８
０
０

５
０
９
，
９
０
０

２
２

１
７
８
，
２
０
０

２
３
４
，
４
０
０

２
６
５
，
０
０
０

３
０
５
，
２
０
０

３
３
３
，
９
０
０

３
６
２
，
７
０
０

４
１
１
，
６
０
０

４
５
１
，
３
０
０

５
１
１
，
３
０
０

２
３

１
８
０
，
７
０
０

２
３
６
，
０
０
０

２
６
６
，
６
０
０

３
０
７
，
２
０
０

３
３
５
，
９
０
０

３
６
４
，
７
０
０

４
１
３
，
４
０
０

４
５
２
，
７
０
０

５
１
２
，
８
０
０

２
４

１
８
３
，
２
０
０

２
３
７
，
５
０
０

２
６
８
，
２
０
０

３
０
９
，
３
０
０

３
３
８
，
０
０
０

３
６
６
，
６
０
０

４
１
５
，
３
０
０

４
５
４
，
２
０
０

５
１
４
，
３
０
０

２
５

１
８
５
，
６
０
０

２
３
８
，
５
０
０

２
７
０
，
０
０
０

３
１
１
，
０
０
０

３
３
９
，
４
０
０

３
６
８
，
６
０
０

４
１
７
，
１
０
０

４
５
５
，
６
０
０

５
１
５
，
４
０
０

２
６

１
８
７
，
３
０
０

２
４
０
，
０
０
０

２
７
１
，
９
０
０

３
１
３
，
１
０
０

３
４
１
，
３
０
０

３
７
０
，
５
０
０

４
１
８
，
６
０
０

４
５
６
，
９
０
０

５
１
６
，
５
０
０

２
７

１
８
９
，
０
０
０

２
４
１
，
３
０
０

２
７
３
，
６
０
０

３
１
５
，
２
０
０

３
４
３
，
２
０
０

３
７
２
，
５
０
０

４
２
０
，
１
０
０

４
５
８
，
２
０
０

５
１
７
，
７
０
０

２
８

１
９
０
，
７
０
０

２
４
２
，
５
０
０

２
７
５
，
３
０
０

３
１
７
，
２
０
０

３
４
５
，
１
０
０

３
７
４
，
５
０
０

４
２
１
，
７
０
０

４
５
９
，
４
０
０

５
１
８
，
９
０
０

２
９

１
９
２
，
２
０
０

２
４
３
，
７
０
０

２
７
６
，
９
０
０

３
１
８
，
９
０
０

３
４
６
，
７
０
０

３
７
６
，
０
０
０

４
２
３
，
３
０
０

４
６
０
，
４
０
０

５
１
９
，
９
０
０

３
０

１
９
３
，
９
０
０

２
４
４
，
７
０
０

２
７
８
，
６
０
０

３
２
０
，
９
０
０

３
４
８
，
６
０
０

３
７
７
，
８
０
０

４
２
４
，
６
０
０

４
６
１
，
１
０
０

５
２
０
，
８
０
０

３
１

１
９
５
，
７
０
０

２
４
５
，
７
０
０

２
８
０
，
４
０
０

３
２
３
，
０
０
０

３
５
０
，
５
０
０

３
７
９
，
６
０
０

４
２
５
，
９
０
０

４
６
１
，
９
０
０

５
２
１
，
７
０
０

３
２

１
９
７
，
４
０
０

２
４
６
，
７
０
０

２
８
１
，
９
０
０

３
２
５
，
１
０
０

３
５
２
，
３
０
０

３
８
１
，
２
０
０

４
２
７
，
１
０
０

４
６
２
，
６
０
０

５
２
２
，
７
０
０

３
３

１
９
９
，
０
０
０

２
４
７
，
８
０
０

２
８
３
，
１
０
０

３
２
６
，
３
０
０

３
５
４
，
２
０
０

３
８
３
，
０
０
０

４
２
８
，
３
０
０

４
６
３
，
３
０
０

５
２
３
，
５
０
０

３
４

２
０
０
，
４
０
０

２
４
８
，
７
０
０

２
８
４
，
８
０
０

３
２
８
，
３
０
０

３
５
６
，
１
０
０

３
８
４
，
４
０
０

４
２
９
，
６
０
０

４
６
４
，
１
０
０

５
２
４
，
４
０
０

３
５

２
０
１
，
９
０
０

２
４
９
，
６
０
０

２
８
６
，
４
０
０

３
３
０
，
２
０
０

３
５
７
，
９
０
０

３
８
５
，
９
０
０

４
３
０
，
９
０
０

４
６
４
，
８
０
０

５
２
５
，
１
０
０

３
６

２
０
３
，
４
０
０

２
５
０
，
６
０
０

２
８
８
，
１
０
０

３
３
２
，
３
０
０

３
５
９
，
６
０
０

３
８
７
，
５
０
０

４
３
２
，
１
０
０

４
６
５
，
４
０
０

５
２
５
，
６
０
０



議

案

第

十

号

一

般

職

の

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

等

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

に

つ

い

て

（４９）

３
７

２
０
４
，
７
０
０

２
５
１
，
５
０
０

２
８
９
，
７
０
０

３
３
４
，
２
０
０

３
６
１
，
０
０
０

３
８
８
，
９
０
０

４
３
３
，
３
０
０

４
６
５
，
９
０
０

５
２
６
，
３
０
０

３
８

２
０
６
，
０
０
０

２
５
２
，
８
０
０

２
９
１
，
４
０
０

３
３
６
，
１
０
０

３
６
２
，
３
０
０

３
９
０
，
１
０
０

４
３
４
，
１
０
０

４
６
６
，
５
０
０

５
２
６
，
９
０
０

３
９

２
０
７
，
２
０
０

２
５
４
，
０
０
０

２
９
３
，
２
０
０

３
３
８
，
１
０
０

３
６
３
，
７
０
０

３
９
１
，
３
０
０

４
３
４
，
９
０
０

４
６
７
，
１
０
０

５
２
７
，
７
０
０

４
０

２
０
８
，
５
０
０

２
５
５
，
３
０
０

２
９
５
，
０
０
０

３
４
０
，
０
０
０

３
６
５
，
１
０
０

３
９
２
，
４
０
０

４
３
５
，
７
０
０

４
６
７
，
７
０
０

５
２
８
，
３
０
０

４
１

２
０
９
，
８
０
０

２
５
６
，
６
０
０

２
９
６
，
５
０
０

３
４
１
，
９
０
０

３
６
６
，
４
０
０

３
９
３
，
５
０
０

４
３
６
，
３
０
０

４
６
８
，
２
０
０

５
２
８
，
８
０
０

４
２

２
１
１
，
１
０
０

２
５
８
，
０
０
０

２
９
８
，
２
０
０

３
４
３
，
８
０
０

３
６
７
，
３
０
０

３
９
４
，
７
０
０

４
３
７
，
０
０
０

４
６
８
，
７
０
０

４
３

２
１
２
，
４
０
０

２
５
９
，
２
０
０

２
９
９
，
７
０
０

３
４
５
，
６
０
０

３
６
８
，
４
０
０

３
９
５
，
９
０
０

４
３
７
，
７
０
０

４
６
９
，
１
０
０

４
４

２
１
３
，
７
０
０

２
６
０
，
４
０
０

３
０
１
，
３
０
０

３
４
７
，
５
０
０

３
６
９
，
５
０
０

３
９
７
，
１
０
０

４
３
８
，
４
０
０

４
６
９
，
４
０
０

４
５

２
１
４
，
８
０
０

２
６
１
，
５
０
０

３
０
２
，
９
０
０

３
４
９
，
０
０
０

３
７
０
，
３
０
０

３
９
７
，
８
０
０

４
３
９
，
３
０
０

４
６
９
，
７
０
０

４
６

２
１
６
，
１
０
０

２
６
２
，
７
０
０

３
０
４
，
６
０
０

３
５
０
，
４
０
０

３
７
１
，
２
０
０

３
９
８
，
５
０
０

４
４
０
，
１
０
０

４
７

２
１
７
，
４
０
０

２
６
４
，
０
０
０

３
０
６
，
２
０
０

３
５
１
，
９
０
０

３
７
２
，
１
０
０

３
９
９
，
２
０
０

４
４
０
，
５
０
０

４
８

２
１
８
，
７
０
０

２
６
５
，
１
０
０

３
０
７
，
９
０
０

３
５
３
，
４
０
０

３
７
３
，
０
０
０

３
９
９
，
９
０
０

４
４
１
，
２
０
０

４
９

２
１
９
，
７
０
０

２
６
６
，
２
０
０

３
０
８
，
８
０
０

３
５
５
，
１
０
０

３
７
３
，
９
０
０

４
０
０
，
５
０
０

４
４
１
，
７
０
０

５
０

２
２
０
，
８
０
０

２
６
７
，
２
０
０

３
１
０
，
３
０
０

３
５
５
，
９
０
０

３
７
４
，
７
０
０

４
０
１
，
１
０
０

４
４
２
，
１
０
０

５
１

２
２
１
，
８
０
０

２
６
８
，
４
０
０

３
１
１
，
８
０
０

３
５
７
，
１
０
０

３
７
５
，
５
０
０

４
０
１
，
６
０
０

４
４
２
，
５
０
０

５
２

２
２
２
，
８
０
０

２
６
９
，
５
０
０

３
１
３
，
５
０
０

３
５
８
，
１
０
０

３
７
６
，
３
０
０

４
０
２
，
０
０
０

４
４
２
，
９
０
０

５
３

２
２
３
，
８
０
０

２
７
０
，
５
０
０

３
１
５
，
１
０
０

３
５
９
，
０
０
０

３
７
７
，
０
０
０

４
０
２
，
４
０
０

４
４
３
，
３
０
０

５
４

２
２
４
，
７
０
０

２
７
１
，
６
０
０

３
１
６
，
７
０
０

３
６
０
，
１
０
０

３
７
７
，
７
０
０

４
０
２
，
７
０
０

４
４
３
，
７
０
０

５
５

２
２
５
，
６
０
０

２
７
２
，
７
０
０

３
１
８
，
３
０
０

３
６
１
，
０
０
０

３
７
８
，
４
０
０

４
０
３
，
０
０
０

４
４
４
，
１
０
０

５
６

２
２
６
，
５
０
０

２
７
３
，
８
０
０

３
１
９
，
８
０
０

３
６
２
，
１
０
０

３
７
９
，
１
０
０

４
０
３
，
３
０
０

４
４
４
，
４
０
０

５
７

２
２
６
，
８
０
０

２
７
４
，
７
０
０

３
２
１
，
３
０
０

３
６
３
，
０
０
０

３
７
９
，
６
０
０

４
０
３
，
６
０
０

４
４
４
，
７
０
０

５
８

２
２
７
，
６
０
０

２
７
５
，
７
０
０

３
２
２
，
５
０
０

３
６
３
，
７
０
０

３
８
０
，
２
０
０

４
０
３
，
９
０
０

４
４
５
，
１
０
０

５
９

２
２
８
，
３
０
０

２
７
６
，
６
０
０

３
２
３
，
７
０
０

３
６
４
，
４
０
０

３
８
０
，
８
０
０

４
０
４
，
２
０
０

４
４
５
，
４
０
０

６
０

２
２
９
，
０
０
０

２
７
７
，
７
０
０

３
２
４
，
９
０
０

３
６
５
，
１
０
０

３
８
１
，
５
０
０

４
０
４
，
５
０
０

４
４
５
，
７
０
０

再
任

用
職

員
以

外
の

職
員

６
１

２
２
９
，
８
０
０

２
７
８
，
８
０
０

３
２
５
，
６
０
０

３
６
５
，
５
０
０

３
８
１
，
９
０
０

４
０
４
，
８
０
０

４
４
６
，
０
０
０

６
２

２
３
０
，
６
０
０

２
７
９
，
８
０
０

３
２
６
，
５
０
０

３
６
６
，
１
０
０

３
８
２
，
６
０
０

４
０
５
，
１
０
０

６
３

２
３
１
，
３
０
０

２
８
０
，
７
０
０

３
２
７
，
３
０
０

３
６
６
，
８
０
０

３
８
３
，
２
０
０

４
０
５
，
４
０
０

６
４

２
３
１
，
９
０
０

２
８
１
，
７
０
０

３
２
８
，
１
０
０

３
６
７
，
５
０
０

３
８
３
，
８
０
０

４
０
５
，
７
０
０

６
５

２
３
２
，
５
０
０

２
８
２
，
２
０
０

３
２
９
，
０
０
０

３
６
７
，
８
０
０

３
８
４
，
２
０
０

４
０
６
，
０
０
０

６
６

２
３
３
，
１
０
０

２
８
３
，
１
０
０

３
２
９
，
４
０
０

３
６
８
，
５
０
０

３
８
４
，
８
０
０

４
０
６
，
３
０
０

６
７

２
３
３
，
７
０
０

２
８
３
，
８
０
０

３
３
０
，
１
０
０

３
６
９
，
２
０
０

３
８
５
，
４
０
０

４
０
６
，
６
０
０

６
８

２
３
４
，
４
０
０

２
８
４
，
７
０
０

３
３
０
，
９
０
０

３
６
９
，
９
０
０

３
８
６
，
０
０
０

４
０
６
，
９
０
０

６
９

２
３
５
，
１
０
０

２
８
５
，
７
０
０

３
３
１
，
７
０
０

３
７
０
，
２
０
０

３
８
６
，
４
０
０

４
０
７
，
１
０
０

７
０

２
３
５
，
７
０
０

２
８
６
，
５
０
０

３
３
２
，
４
０
０

３
７
０
，
８
０
０

３
８
６
，
９
０
０

４
０
７
，
４
０
０

７
１

２
３
６
，
２
０
０

２
８
７
，
３
０
０

３
３
３
，
１
０
０

３
７
１
，
５
０
０

３
８
７
，
４
０
０

４
０
７
，
７
０
０

７
２

２
３
６
，
９
０
０

２
８
８
，
１
０
０

３
３
３
，
８
０
０

３
７
２
，
１
０
０

３
８
８
，
０
０
０

４
０
８
，
０
０
０

７
３

２
３
７
，
６
０
０

２
８
８
，
９
０
０

３
３
４
，
３
０
０

３
７
２
，
４
０
０

３
８
８
，
３
０
０

４
０
８
，
２
０
０

７
４

２
３
８
，
２
０
０

２
８
９
，
４
０
０

３
３
４
，
９
０
０

３
７
３
，
０
０
０

３
８
８
，
７
０
０

４
０
８
，
５
０
０

７
５

２
３
８
，
８
０
０

２
８
９
，
８
０
０

３
３
５
，
４
０
０

３
７
３
，
７
０
０

３
８
９
，
１
０
０

４
０
８
，
８
０
０

７
６

２
３
９
，
３
０
０

２
９
０
，
３
０
０

３
３
６
，
０
０
０

３
７
４
，
３
０
０

３
８
９
，
５
０
０

４
０
９
，
０
０
０

７
７

２
３
９
，
９
０
０

２
９
０
，
５
０
０

３
３
６
，
３
０
０

３
７
４
，
７
０
０

３
８
９
，
８
０
０

４
０
９
，
２
０
０

７
８

２
４
０
，
６
０
０

２
９
０
，
８
０
０

３
３
６
，
８
０
０

３
７
５
，
２
０
０

３
９
０
，
１
０
０

４
０
９
，
５
０
０

７
９

２
４
１
，
３
０
０

２
９
１
，
０
０
０

３
３
７
，
２
０
０

３
７
５
，
８
０
０

３
９
０
，
４
０
０

４
０
９
，
８
０
０

８
０

２
４
１
，
８
０
０

２
９
１
，
４
０
０

３
３
７
，
７
０
０

３
７
６
，
３
０
０

３
９
０
，
７
０
０

４
１
０
，
０
０
０
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８
１

２
４
２
，
３
０
０

２
９
１
，
６
０
０

３
３
８
，
１
０
０

３
７
６
，
８
０
０

３
９
０
，
９
０
０

４
１
０
，
２
０
０

８
２

２
４
２
，
９
０
０

２
９
１
，
８
０
０

３
３
８
，
６
０
０

３
７
７
，
４
０
０

３
９
１
，
２
０
０

４
１
０
，
５
０
０

８
３

２
４
３
，
５
０
０

２
９
２
，
２
０
０

３
３
９
，
１
０
０

３
７
７
，
９
０
０

３
９
１
，
５
０
０

４
１
０
，
８
０
０

８
４

２
４
４
，
０
０
０

２
９
２
，
５
０
０

３
３
９
，
６
０
０

３
７
８
，
２
０
０

３
９
１
，
７
０
０

４
１
１
，
０
０
０

８
５

２
４
４
，
５
０
０

２
９
２
，
８
０
０

３
３
９
，
９
０
０

３
７
８
，
６
０
０

３
９
１
，
９
０
０

４
１
１
，
２
０
０

８
６

２
４
５
，
１
０
０

２
９
３
，
１
０
０

３
４
０
，
３
０
０

３
７
９
，
１
０
０

３
９
２
，
２
０
０

８
７

２
４
５
，
７
０
０

２
９
３
，
４
０
０

３
４
０
，
８
０
０

３
７
９
，
５
０
０

３
９
２
，
５
０
０

８
８

２
４
６
，
２
０
０

２
９
３
，
８
０
０

３
４
１
，
２
０
０

３
７
９
，
９
０
０

３
９
２
，
７
０
０

８
９

２
４
６
，
７
０
０

２
９
４
，
１
０
０

３
４
１
，
５
０
０

３
８
０
，
３
０
０

３
９
２
，
９
０
０

９
０

２
４
７
，
２
０
０

２
９
４
，
５
０
０

３
４
１
，
９
０
０

３
８
０
，
８
０
０

３
９
３
，
２
０
０

９
１

２
４
７
，
５
０
０

２
９
４
，
８
０
０

３
４
２
，
４
０
０

３
８
１
，
２
０
０

３
９
３
，
５
０
０

９
２

２
４
７
，
９
０
０

２
９
５
，
２
０
０

３
４
２
，
８
０
０

３
８
１
，
６
０
０

３
９
３
，
７
０
０

９
３

２
４
８
，
２
０
０

２
９
５
，
４
０
０

３
４
３
，
０
０
０

３
８
１
，
９
０
０

３
９
３
，
９
０
０

９
４

２
９
５
，
６
０
０

３
４
３
，
４
０
０

９
５

２
９
５
，
９
０
０

３
４
３
，
９
０
０

９
６

２
９
６
，
３
０
０

３
４
４
，
３
０
０

９
７

２
９
６
，
５
０
０

３
４
４
，
５
０
０

９
８

２
９
６
，
８
０
０

３
４
４
，
９
０
０

９
９

２
９
７
，
２
０
０

３
４
５
，
３
０
０

１
０
０

２
９
７
，
６
０
０

３
４
５
，
６
０
０

１
０
１

２
９
７
，
８
０
０

３
４
５
，
９
０
０

１
０
２

２
９
８
，
１
０
０

３
４
６
，
３
０
０

１
０
３

２
９
８
，
５
０
０

３
４
６
，
７
０
０

１
０
４

２
９
８
，
８
０
０

３
４
７
，
１
０
０

１
０
５

２
９
９
，
０
０
０

３
４
７
，
６
０
０

１
０
６

２
９
９
，
３
０
０

３
４
８
，
０
０
０

１
０
７

２
９
９
，
７
０
０

３
４
８
，
４
０
０

１
０
８

３
０
０
，
０
０
０

３
４
８
，
８
０
０

１
０
９

３
０
０
，
２
０
０

３
４
９
，
３
０
０

１
１
０

３
０
０
，
６
０
０

３
４
９
，
７
０
０

１
１
１

３
０
１
，
０
０
０

３
５
０
，
０
０
０

１
１
２

３
０
１
，
３
０
０

３
５
０
，
３
０
０

１
１
３

３
０
１
，
５
０
０

３
５
０
，
８
０
０

１
１
４

３
０
１
，
７
０
０

１
１
５

３
０
２
，
０
０
０

１
１
６

３
０
２
，
４
０
０

１
１
７

３
０
２
，
６
０
０

１
１
８

３
０
２
，
８
０
０

１
１
９

３
０
３
，
１
０
０

１
２
０

３
０
３
，
４
０
０

１
２
１

３
０
３
，
８
０
０

１
２
２

３
０
４
，
０
０
０

１
２
３

３
０
４
，
３
０
０

１
２
４

３
０
４
，
６
０
０
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１
２
５

３
０
４
，
９
０
０

再
任

用
職

員

１
８
８
，
２
０
０

２
１
５
，
７
０
０

２
５
５
，
８
０
０

２
７
５
，
３
０
０

２
９
０
，
４
０
０

３
１
５
，
９
０
０

３
５
７
，
７
０
０

３
９
０
，
８
０
０

４
４
２
，
１
０
０

備
考

こ
の
表
は
、
他
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
な
い
全
て
の
職
員
に
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
第
２
５
条
、
第
２
５
条
の
２
及
び
附
則
第
１
８
項
に
規
定
す
る
職
員
を
除
く
。
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別
表
第
２
（
第
３
条
関
係
）

公
安

職
給

料
表

職
員

の
区

分

職
務

の
級

１
級

２
級

３
級

４
級

５
級

６
級

７
級

８
級

９
級

号
給

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

円
円

円
円

円
円

円
円

円

１
１
７
４
，
９
０
０

１
９
０
，
７
０
０

２
１
５
，
６
０
０

２
５
５
，
５
０
０

２
９
７
，
０
０
０

３
２
２
，
１
０
０

３
４
８
，
４
０
０

３
８
２
，
８
０
０

４
２
３
，
８
０
０

２
１
７
６
，
６
０
０

１
９
２
，
４
０
０

２
１
７
，
６
０
０

２
５
７
，
３
０
０

２
９
８
，
８
０
０

３
２
４
，
３
０
０

３
５
０
，
６
０
０

３
８
５
，
０
０
０

４
２
５
，
６
０
０

３
１
７
８
，
４
０
０

１
９
４
，
２
０
０

２
１
９
，
６
０
０

２
５
９
，
１
０
０

３
０
０
，
６
０
０

３
２
６
，
４
０
０

３
５
２
，
９
０
０

３
８
６
，
９
０
０

４
２
７
，
５
０
０

４
１
８
０
，
１
０
０

１
９
６
，
０
０
０

２
２
１
，
６
０
０

２
６
０
，
９
０
０

３
０
２
，
６
０
０

３
２
８
，
４
０
０

３
５
５
，
２
０
０

３
８
９
，
０
０
０

４
２
９
，
４
０
０

５
１
８
１
，
５
０
０

１
９
７
，
８
０
０

２
２
３
，
６
０
０

２
６
２
，
６
０
０

３
０
４
，
３
０
０

３
３
０
，
５
０
０

３
５
７
，
２
０
０

３
９
０
，
７
０
０

４
３
０
，
８
０
０

６
１
８
３
，
４
０
０

１
９
９
，
９
０
０

２
２
５
，
４
０
０

２
６
４
，
４
０
０

３
０
６
，
２
０
０

３
３
２
，
３
０
０

３
５
９
，
３
０
０

３
９
２
，
７
０
０

４
３
２
，
５
０
０

７
１
８
５
，
２
０
０

２
０
２
，
１
０
０

２
２
７
，
４
０
０

２
６
６
，
０
０
０

３
０
８
，
２
０
０

３
３
４
，
０
０
０

３
６
１
，
５
０
０

３
９
４
，
５
０
０

４
３
４
，
１
０
０

８
１
８
７
，
１
０
０

２
０
４
，
３
０
０

２
２
９
，
３
０
０

２
６
７
，
７
０
０

３
１
０
，
３
０
０

３
３
５
，
６
０
０

３
６
３
，
７
０
０

３
９
６
，
３
０
０

４
３
５
，
６
０
０

９
１
８
８
，
８
０
０

２
０
６
，
３
０
０

２
３
１
，
５
０
０

２
６
８
，
８
０
０

３
１
２
，
１
０
０

３
３
７
，
３
０
０

３
６
５
，
４
０
０

３
９
８
，
１
０
０

４
３
７
，
２
０
０

１
０

１
９
０
，
５
０
０

２
０
８
，
６
０
０

２
３
３
，
３
０
０

２
７
０
，
３
０
０

３
１
４
，
４
０
０

３
３
９
，
６
０
０

３
６
７
，
６
０
０

４
０
０
，
１
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０
０

３
４
２
，
９
０
０

３
６
７
，
３
０
０

３
９
１
，
９
０
０

１
１
０

３
１
６
，
５
０
０

３
４
３
，
９
０
０

３
６
７
，
８
０
０

３
９
２
，
４
０
０

１
１
１

３
１
７
，
０
０
０

３
４
４
，
９
０
０

３
６
８
，
３
０
０

３
９
２
，
９
０
０

１
１
２

３
１
７
，
６
０
０

３
４
５
，
８
０
０

３
６
８
，
８
０
０

３
９
３
，
４
０
０

１
１
３

３
１
８
，
４
０
０

３
４
６
，
７
０
０

３
６
９
，
２
０
０

３
９
３
，
７
０
０

１
１
４

３
１
９
，
１
０
０

３
４
７
，
６
０
０

３
６
９
，
６
０
０

３
９
４
，
２
０
０

１
１
５

３
１
９
，
８
０
０

３
４
８
，
６
０
０

３
７
０
，
２
０
０

３
９
４
，
７
０
０

１
１
６

３
２
０
，
５
０
０

３
４
９
，
６
０
０

３
７
０
，
７
０
０

３
９
５
，
２
０
０

１
１
７

３
２
１
，
１
０
０

３
５
０
，
６
０
０

３
７
１
，
１
０
０

３
９
５
，
５
０
０

１
１
８

３
２
１
，
９
０
０

３
５
１
，
１
０
０

３
７
１
，
６
０
０

３
９
６
，
０
０
０

１
１
９

３
２
２
，
６
０
０

３
５
１
，
７
０
０

３
７
２
，
２
０
０

３
９
６
，
５
０
０

１
２
０

３
２
３
，
４
０
０

３
５
２
，
３
０
０

３
７
２
，
７
０
０

３
９
７
，
１
０
０

１
２
１

３
２
４
，
０
０
０

３
５
２
，
６
０
０

３
７
２
，
９
０
０

３
９
７
，
５
０
０

１
２
２

３
２
４
，
３
０
０

３
５
３
，
０
０
０

３
７
３
，
４
０
０

３
９
８
，
０
０
０

１
２
３

３
２
４
，
８
０
０

３
５
３
，
５
０
０

３
７
３
，
９
０
０

３
９
８
，
４
０
０

１
２
４

３
２
５
，
３
０
０

３
５
３
，
９
０
０

３
７
４
，
３
０
０

３
９
８
，
９
０
０
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１
２
５

３
２
５
，
６
０
０

３
５
４
，
３
０
０

３
７
４
，
８
０
０

３
９
９
，
３
０
０

１
２
６

３
５
４
，
７
０
０

３
７
５
，
３
０
０

１
２
７

３
５
５
，
３
０
０

３
７
５
，
８
０
０

１
２
８

３
５
５
，
７
０
０

３
７
６
，
３
０
０

１
２
９

３
５
６
，
１
０
０

３
７
６
，
６
０
０

１
３
０

３
５
６
，
５
０
０

３
７
７
，
１
０
０

１
３
１

３
５
６
，
９
０
０

３
７
７
，
６
０
０

１
３
２

３
５
７
，
３
０
０

３
７
８
，
１
０
０

１
３
３

３
５
７
，
５
０
０

３
７
８
，
４
０
０

１
３
４

３
５
８
，
０
０
０

３
７
８
，
９
０
０

１
３
５

３
５
８
，
４
０
０

３
７
９
，
３
０
０

１
３
６

３
５
８
，
７
０
０

３
７
９
，
７
０
０

１
３
７

３
５
９
，
０
０
０

３
８
０
，
０
０
０

１
３
８

３
５
９
，
４
０
０

３
８
０
，
５
０
０

１
３
９

３
５
９
，
９
０
０

３
８
１
，
０
０
０

１
４
０

３
６
０
，
４
０
０

３
８
１
，
５
０
０

１
４
１

３
６
０
，
７
０
０

３
８
１
，
８
０
０

１
４
２

３
６
１
，
２
０
０

１
４
３

３
６
１
，
７
０
０

１
４
４

３
６
２
，
２
０
０

１
４
５

３
６
２
，
５
０
０

再
任

用
職

員

２
４
２
，
１
０
０

２
５
３
，
８
０
０

２
５
７
，
９
０
０

２
８
９
，
３
０
０

３
０
５
，
８
０
０

３
２
０
，
０
０
０

３
４
３
，
６
０
０

３
７
８
，
８
０
０

４
１
０
，
５
０
０

備
考

こ
の
表
は
、
警
察
官
に
適
用
す
る
。
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別
表
第
３
（
第
３
条
関
係
）

教
育

職
給

料
表

イ
教
育
職
給
料
表
（
一
）

職
員

の
区

分

職
務

の
級

１
級

２
級

３
級

４
級

５
級

号
給

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

円
円

円
円

円

１
１
６
４
，
８
０
０

２
０
７
，
９
０
０

２
６
８
，
１
０
０

３
３
３
，
０
０
０

４
１
７
，
９
０
０

２
１
６
６
，
３
０
０

２
０
９
，
６
０
０

２
７
０
，
５
０
０

３
３
５
，
２
０
０

４
１
９
，
７
０
０

３
１
６
７
，
８
０
０

２
１
１
，
２
０
０

２
７
２
，
９
０
０

３
３
７
，
３
０
０

４
２
１
，
５
０
０

４
１
６
９
，
３
０
０

２
１
２
，
９
０
０

２
７
５
，
１
０
０

３
３
９
，
３
０
０

４
２
３
，
２
０
０

５
１
７
０
，
９
０
０

２
１
４
，
７
０
０

２
７
７
，
５
０
０

３
４
１
，
４
０
０

４
２
４
，
７
０
０

６
１
７
２
，
８
０
０

２
１
６
，
３
０
０

２
７
９
，
８
０
０

３
４
３
，
２
０
０

４
２
６
，
２
０
０

７
１
７
４
，
６
０
０

２
１
８
，
０
０
０

２
８
２
，
０
０
０

３
４
５
，
０
０
０

４
２
８
，
１
０
０

８
１
７
６
，
４
０
０

２
１
９
，
６
０
０

２
８
４
，
１
０
０

３
４
６
，
６
０
０

４
３
０
，
０
０
０

９
１
７
８
，
１
０
０

２
２
１
，
４
０
０

２
８
６
，
２
０
０

３
４
８
，
３
０
０

４
３
１
，
８
０
０

１
０

１
８
０
，
２
０
０

２
２
３
，
３
０
０

２
８
８
，
５
０
０

３
５
０
，
４
０
０

４
３
３
，
６
０
０

１
１

１
８
２
，
２
０
０

２
２
５
，
２
０
０

２
９
０
，
８
０
０

３
５
２
，
５
０
０

４
３
５
，
５
０
０

１
２

１
８
４
，
１
０
０

２
２
７
，
１
０
０

２
９
２
，
９
０
０

３
５
４
，
６
０
０

４
３
７
，
３
０
０

１
３

１
８
６
，
０
０
０

２
２
８
，
６
０
０

２
９
５
，
３
０
０

３
５
６
，
８
０
０

４
３
９
，
１
０
０

１
４

１
８
８
，
２
０
０

２
３
０
，
７
０
０

２
９
７
，
１
０
０

３
５
８
，
８
０
０

４
４
１
，
０
０
０

１
５

１
９
０
，
３
０
０

２
３
２
，
７
０
０

２
９
９
，
０
０
０

３
６
０
，
８
０
０

４
４
２
，
８
０
０

１
６

１
９
２
，
４
０
０

２
３
４
，
７
０
０

３
０
０
，
７
０
０

３
６
２
，
８
０
０

４
４
４
，
７
０
０

１
７

１
９
４
，
６
０
０

２
３
６
，
５
０
０

３
０
２
，
５
０
０

３
６
４
，
４
０
０

４
４
６
，
４
０
０

１
８

１
９
６
，
９
０
０

２
３
９
，
２
０
０

３
０
４
，
８
０
０

３
６
６
，
３
０
０

４
４
８
，
２
０
０

１
９

１
９
９
，
４
０
０

２
４
１
，
９
０
０

３
０
７
，
０
０
０

３
６
８
，
１
０
０

４
５
０
，
０
０
０

２
０

２
０
１
，
７
０
０

２
４
４
，
６
０
０

３
０
９
，
４
０
０

３
７
０
，
１
０
０

４
５
１
，
８
０
０

２
１

２
０
４
，
１
０
０

２
４
７
，
２
０
０

３
１
１
，
６
０
０

３
７
１
，
７
０
０

４
５
３
，
４
０
０

２
２

２
０
５
，
７
０
０

２
５
０
，
０
０
０

３
１
４
，
１
０
０

３
７
３
，
６
０
０

４
５
５
，
１
０
０

２
３

２
０
７
，
４
０
０

２
５
２
，
６
０
０

３
１
６
，
３
０
０

３
７
５
，
４
０
０

４
５
７
，
０
０
０

２
４

２
０
９
，
１
０
０

２
５
５
，
３
０
０

３
１
８
，
９
０
０

３
７
７
，
３
０
０

４
５
８
，
７
０
０

２
５

２
１
０
，
６
０
０

２
５
７
，
６
０
０

３
２
１
，
３
０
０

３
７
８
，
６
０
０

４
６
０
，
４
０
０

２
６

２
１
２
，
１
０
０

２
６
０
，
０
０
０

３
２
３
，
６
０
０

３
８
０
，
４
０
０

４
６
２
，
０
０
０

２
７

２
１
３
，
８
０
０

２
６
２
，
５
０
０

３
２
５
，
８
０
０

３
８
２
，
２
０
０

４
６
３
，
６
０
０

２
８

２
１
５
，
４
０
０

２
６
４
，
７
０
０

３
２
７
，
９
０
０

３
８
４
，
１
０
０

４
６
５
，
１
０
０

２
９

２
１
６
，
９
０
０

２
６
７
，
２
０
０

３
３
０
，
０
０
０

３
８
５
，
９
０
０

４
６
６
，
６
０
０

３
０

２
１
８
，
６
０
０

２
６
９
，
５
０
０

３
３
１
，
６
０
０

３
８
７
，
８
０
０

４
６
７
，
９
０
０

３
１

２
２
０
，
３
０
０

２
７
１
，
８
０
０

３
３
３
，
２
０
０

３
８
９
，
７
０
０

４
６
９
，
２
０
０

３
２

２
２
２
，
０
０
０

２
７
３
，
９
０
０

３
３
４
，
８
０
０

３
９
１
，
７
０
０

４
７
０
，
５
０
０

３
３

２
２
３
，
４
０
０

２
７
６
，
０
０
０

３
３
６
，
６
０
０

３
９
３
，
４
０
０

４
７
１
，
７
０
０

３
４

２
２
５
，
２
０
０

２
７
８
，
２
０
０

３
３
８
，
７
０
０

３
９
５
，
１
０
０

４
７
２
，
４
０
０

３
５

２
２
７
，
０
０
０

２
８
０
，
３
０
０

３
４
０
，
８
０
０

３
９
６
，
７
０
０

４
７
３
，
１
０
０

３
６

２
２
８
，
７
０
０

２
８
２
，
２
０
０

３
４
２
，
８
０
０

３
９
８
，
６
０
０

４
７
３
，
８
０
０

３
７

２
３
０
，
３
０
０

２
８
４
，
５
０
０

３
４
４
，
９
０
０

３
９
９
，
８
０
０

４
７
４
，
４
０
０

３
８

２
３
２
，
１
０
０

２
８
６
，
２
０
０

３
４
７
，
０
０
０

４
０
１
，
３
０
０

３
９

２
３
３
，
９
０
０

２
８
８
，
１
０
０

３
４
９
，
２
０
０

４
０
２
，
７
０
０

４
０

２
３
５
，
７
０
０

２
８
９
，
９
０
０

３
５
１
，
３
０
０

４
０
４
，
１
０
０

４
１

２
３
７
，
４
０
０

２
９
１
，
３
０
０

３
５
３
，
２
０
０

４
０
５
，
８
０
０

４
２

２
３
９
，
１
０
０

２
９
３
，
４
０
０

３
５
５
，
４
０
０

４
０
７
，
２
０
０

４
３

２
４
０
，
７
０
０

２
９
５
，
４
０
０

３
５
７
，
３
０
０

４
０
８
，
５
０
０

４
４

２
４
２
，
３
０
０

２
９
７
，
６
０
０

３
５
９
，
４
０
０

４
１
０
，
０
０
０

４
５

２
４
３
，
５
０
０

２
９
９
，
６
０
０

３
６
１
，
２
０
０

４
１
１
，
６
０
０

４
６

２
４
４
，
８
０
０

３
０
２
，
０
０
０

３
６
３
，
２
０
０

４
１
２
，
９
０
０

４
７

２
４
６
，
１
０
０

３
０
４
，
２
０
０

３
６
５
，
１
０
０

４
１
４
，
４
０
０

４
８

２
４
７
，
２
０
０

３
０
６
，
８
０
０

３
６
７
，
１
０
０

４
１
６
，
０
０
０

４
９

２
４
８
，
５
０
０

３
０
９
，
０
０
０

３
６
８
，
７
０
０

４
１
７
，
７
０
０

５
０

２
４
９
，
９
０
０

３
１
１
，
４
０
０

３
７
０
，
５
０
０

４
１
９
，
１
０
０

５
１

２
５
１
，
１
０
０

３
１
３
，
８
０
０

３
７
２
，
４
０
０

４
２
０
，
７
０
０

５
２

２
５
２
，
５
０
０

３
１
６
，
０
０
０

３
７
４
，
４
０
０

４
２
２
，
２
０
０

５
３

２
５
３
，
６
０
０

３
１
８
，
１
０
０

３
７
６
，
２
０
０

４
２
３
，
９
０
０

５
４

２
５
４
，
８
０
０

３
１
９
，
９
０
０

３
７
８
，
０
０
０

４
２
５
，
４
０
０

５
５

２
５
６
，
１
０
０

３
２
１
，
５
０
０

３
７
９
，
８
０
０

４
２
７
，
０
０
０

５
６

２
５
７
，
１
０
０

３
２
３
，
１
０
０

３
８
１
，
５
０
０

４
２
８
，
６
０
０

５
７

２
５
８
，
４
０
０

３
２
５
，
０
０
０

３
８
３
，
０
０
０

４
３
０
，
１
０
０

５
８

２
５
９
，
１
０
０

３
２
７
，
１
０
０

３
８
４
，
６
０
０

４
３
１
，
６
０
０

５
９

２
６
０
，
２
０
０

３
２
９
，
２
０
０

３
８
６
，
３
０
０

４
３
２
，
８
０
０

６
０

２
６
１
，
２
０
０

３
３
１
，
２
０
０

３
８
８
，
０
０
０

４
３
４
，
０
０
０

６
１

２
６
２
，
３
０
０

３
３
３
，
３
０
０

３
８
９
，
２
０
０

４
３
５
，
２
０
０

６
２

２
６
３
，
２
０
０

３
３
５
，
４
０
０

３
９
０
，
６
０
０

４
３
６
，
５
０
０

６
３

２
６
４
，
３
０
０

３
３
７
，
６
０
０

３
９
２
，
０
０
０

４
３
７
，
８
０
０

６
４

２
６
５
，
１
０
０

３
３
９
，
８
０
０

３
９
３
，
３
０
０

４
３
９
，
１
０
０

６
５

２
６
６
，
４
０
０

３
４
１
，
５
０
０

３
９
４
，
７
０
０

４
４
０
，
３
０
０

６
６

２
６
７
，
８
０
０

３
４
３
，
７
０
０

３
９
５
，
９
０
０

４
４
１
，
５
０
０

６
７

２
６
９
，
２
０
０

３
４
５
，
７
０
０

３
９
７
，
４
０
０

４
４
２
，
７
０
０

６
８

２
７
０
，
８
０
０

３
４
７
，
９
０
０

３
９
８
，
８
０
０

４
４
３
，
９
０
０

６
９

２
７
２
，
２
０
０

３
４
９
，
７
０
０

４
０
０
，
１
０
０

４
４
５
，
１
０
０

７
０

２
７
３
，
５
０
０

３
５
１
，
６
０
０

４
０
１
，
４
０
０

４
４
６
，
３
０
０

７
１

２
７
４
，
８
０
０

３
５
３
，
６
０
０

４
０
２
，
８
０
０

４
４
７
，
５
０
０

７
２

２
７
６
，
１
０
０

３
５
５
，
７
０
０

４
０
４
，
１
０
０

４
４
８
，
７
０
０

７
３

２
７
７
，
１
０
０

３
５
７
，
３
０
０

４
０
５
，
４
０
０

４
４
９
，
８
０
０

再
任

用
職

員
以

外
の

職
員

７
４

２
７
８
，
３
０
０

３
５
９
，
２
０
０

４
０
６
，
８
０
０

４
５
０
，
４
０
０

７
５

２
７
９
，
６
０
０

３
６
１
，
０
０
０

４
０
８
，
２
０
０

４
５
０
，
９
０
０

７
６

２
８
０
，
６
０
０

３
６
２
，
９
０
０

４
０
９
，
５
０
０

４
５
１
，
４
０
０

７
７

２
８
１
，
５
０
０

３
６
４
，
７
０
０

４
１
０
，
７
０
０

４
５
１
，
９
０
０

７
８

２
８
２
，
５
０
０

３
６
６
，
４
０
０

４
１
１
，
９
０
０

７
９

２
８
３
，
５
０
０

３
６
８
，
１
０
０

４
１
３
，
２
０
０

８
０

２
８
４
，
５
０
０

３
６
９
，
７
０
０

４
１
４
，
６
０
０

８
１

２
８
５
，
６
０
０

３
７
１
，
２
０
０

４
１
５
，
９
０
０

８
２

２
８
６
，
８
０
０

３
７
２
，
７
０
０

４
１
７
，
１
０
０

８
３

２
８
８
，
０
０
０

３
７
４
，
２
０
０

４
１
８
，
１
０
０
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１
２
９

３
２
３
，
２
０
０

４
１
３
，
２
０
０

１
３
０

３
２
３
，
５
０
０

４
１
３
，
５
０
０

１
３
１

３
２
３
，
８
０
０

４
１
３
，
８
０
０

１
３
２

３
２
４
，
１
０
０

４
１
４
，
０
０
０

１
３
３

３
２
４
，
３
０
０

４
１
４
，
２
０
０

１
３
４

３
２
４
，
５
０
０

４
１
４
，
５
０
０

１
３
５

３
２
４
，
７
０
０

４
１
４
，
８
０
０

１
３
６

３
２
５
，
０
０
０

４
１
５
，
０
０
０

１
３
７

３
２
５
，
３
０
０

４
１
５
，
２
０
０

１
３
８

３
２
５
，
５
０
０

４
１
５
，
５
０
０

１
３
９

３
２
５
，
８
０
０

４
１
５
，
８
０
０

１
４
０

３
２
６
，
１
０
０

４
１
６
，
０
０
０

１
４
１

３
２
６
，
３
０
０

４
１
６
，
２
０
０

１
４
２

３
２
６
，
５
０
０

４
１
６
，
５
０
０

１
４
３

３
２
６
，
８
０
０

４
１
６
，
８
０
０

１
４
４

３
２
７
，
０
０
０

４
１
７
，
０
０
０

１
４
５

３
２
７
，
３
０
０

４
１
７
，
２
０
０

１
４
６

３
２
７
，
５
０
０

１
４
７

３
２
７
，
８
０
０

１
４
８

３
２
８
，
１
０
０

１
４
９

３
２
８
，
３
０
０

１
５
０

３
２
８
，
５
０
０

１
５
１

３
２
８
，
８
０
０

１
５
２

３
２
９
，
１
０
０

１
５
３

３
２
９
，
３
０
０

再
任

用
職

員

２
３
４
，
６
０
０

２
７
５
，
０
０
０

３
０
３
，
７
０
０

３
３
１
，
９
０
０

４
１
６
，
２
０
０

備
考
１

こ
の
表
は
、
高
等
学
校
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
で
人
事
委
員
会
の
指
定
す
る
も
の
に

勤
務
す
る
校
長
、
副
校
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
教
諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養

教
諭
、
助
教
諭
、
実
習
助
手
そ
の
他
の
職
員
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
適
用

す
る
。

２
こ
の
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
そ
の
職
務
の
級
が
４
級
で
あ
る
職
員
で
人
事

委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
の
給
料
月
額
は
、
こ
の
表
の
額
に
７
，
７
０
０
円
を
そ
れ
ぞ
れ
加

算
し
た
額
と
す
る
。

８
４

２
８
９
，
２
０
０

３
７
５
，
６
０
０

４
１
９
，
３
０
０

８
５

２
９
０
，
２
０
０

３
７
６
，
７
０
０

４
２
０
，
５
０
０

８
６

２
９
１
，
３
０
０

３
７
８
，
１
０
０

４
２
１
，
７
０
０

８
７

２
９
２
，
３
０
０

３
７
９
，
５
０
０

４
２
２
，
９
０
０

８
８

２
９
３
，
５
０
０

３
８
０
，
８
０
０

４
２
３
，
９
０
０

８
９

２
９
４
，
６
０
０

３
８
２
，
１
０
０

４
２
５
，
０
０
０

９
０

２
９
５
，
７
０
０

３
８
３
，
４
０
０

４
２
６
，
０
０
０

９
１

２
９
６
，
９
０
０

３
８
４
，
６
０
０

４
２
７
，
０
０
０

９
２

２
９
８
，
１
０
０

３
８
５
，
９
０
０

４
２
８
，
０
０
０

９
３

２
９
８
，
６
０
０

３
８
７
，
２
０
０

４
２
８
，
９
０
０

９
４

２
９
９
，
６
０
０

３
８
８
，
３
０
０

４
２
９
，
７
０
０

９
５

３
０
０
，
７
０
０

３
８
９
，
６
０
０

４
３
０
，
５
０
０

９
６

３
０
１
，
９
０
０

３
９
０
，
８
０
０

４
３
１
，
３
０
０

９
７

３
０
２
，
９
０
０

３
９
２
，
２
０
０

４
３
２
，
１
０
０

９
８

３
０
４
，
０
０
０

３
９
３
，
２
０
０

４
３
２
，
５
０
０

９
９

３
０
５
，
０
０
０

３
９
４
，
３
０
０

４
３
２
，
９
０
０

１
０
０

３
０
６
，
１
０
０

３
９
５
，
３
０
０

４
３
３
，
３
０
０

１
０
１

３
０
７
，
０
０
０

３
９
６
，
２
０
０

４
３
３
，
７
０
０

１
０
２

３
０
８
，
１
０
０

３
９
７
，
３
０
０

４
３
４
，
０
０
０

１
０
３

３
０
９
，
２
０
０

３
９
８
，
４
０
０

４
３
４
，
３
０
０

１
０
４

３
１
０
，
２
０
０

３
９
９
，
５
０
０

４
３
４
，
６
０
０

１
０
５

３
１
０
，
８
０
０

４
０
０
，
２
０
０

４
３
４
，
９
０
０

１
０
６

３
１
１
，
７
０
０

４
０
１
，
１
０
０

４
３
５
，
２
０
０

１
０
７

３
１
２
，
５
０
０

４
０
２
，
０
０
０

４
３
５
，
５
０
０

１
０
８

３
１
３
，
４
０
０

４
０
２
，
９
０
０

４
３
５
，
７
０
０

１
０
９

３
１
４
，
３
０
０

４
０
３
，
７
０
０

４
３
５
，
９
０
０

１
１
０

３
１
４
，
７
０
０

４
０
４
，
６
０
０

４
３
６
，
２
０
０

１
１
１

３
１
５
，
１
０
０

４
０
５
，
４
０
０

４
３
６
，
５
０
０

１
１
２

３
１
５
，
６
０
０

４
０
６
，
２
０
０

４
３
６
，
７
０
０

１
１
３

３
１
６
，
２
０
０

４
０
６
，
８
０
０

４
３
６
，
９
０
０

１
１
４

３
１
６
，
６
０
０

４
０
７
，
５
０
０

４
３
７
，
２
０
０

１
１
５

３
１
７
，
１
０
０

４
０
８
，
２
０
０

４
３
７
，
５
０
０

１
１
６

３
１
７
，
６
０
０

４
０
８
，
９
０
０

４
３
７
，
７
０
０

１
１
７

３
１
８
，
２
０
０

４
０
９
，
５
０
０

４
３
７
，
９
０
０

１
１
８

３
１
８
，
７
０
０

４
１
０
，
０
０
０

１
１
９

３
１
９
，
１
０
０

４
１
０
，
４
０
０

１
２
０

３
１
９
，
６
０
０

４
１
０
，
８
０
０

１
２
１

３
２
０
，
１
０
０

４
１
１
，
２
０
０

１
２
２

３
２
０
，
５
０
０

４
１
１
，
５
０
０

１
２
３

３
２
１
，
０
０
０

４
１
１
，
８
０
０

１
２
４

３
２
１
，
５
０
０

４
１
２
，
０
０
０

１
２
５

３
２
２
，
１
０
０

４
１
２
，
２
０
０

１
２
６

３
２
２
，
４
０
０

４
１
２
，
５
０
０

１
２
７

３
２
２
，
７
０
０

４
１
２
，
８
０
０

１
２
８

３
２
３
，
０
０
０

４
１
３
，
０
０
０



議

案

第

十

号

一

般

職

の

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

等

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

に

つ

い

て

（５８）

ロ
教
育
職
給
料
表
（
二
）

職
員

の
区

分

職
務

の
級

１
級

２
級

３
級

４
級

５
級

号
給

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

円
円

円
円

円

１
１
６
４
，
８
０
０

１
８
０
，
６
０
０

２
６
８
，
１
０
０

２
９
６
，
７
０
０

４
０
７
，
７
０
０

２
１
６
６
，
３
０
０

１
８
２
，
７
０
０

２
７
０
，
５
０
０

２
９
９
，
３
０
０

４
０
９
，
２
０
０

３
１
６
７
，
８
０
０

１
８
４
，
８
０
０

２
７
２
，
９
０
０

３
０
２
，
１
０
０

４
１
０
，
７
０
０

４
１
６
９
，
３
０
０

１
８
７
，
０
０
０

２
７
５
，
１
０
０

３
０
４
，
５
０
０

４
１
２
，
２
０
０

５
１
７
０
，
９
０
０

１
８
９
，
１
０
０

２
７
７
，
５
０
０

３
０
７
，
０
０
０

４
１
３
，
６
０
０

６
１
７
２
，
８
０
０

１
９
１
，
１
０
０

２
７
９
，
８
０
０

３
０
９
，
１
０
０

４
１
５
，
０
０
０

７
１
７
４
，
６
０
０

１
９
３
，
２
０
０

２
８
２
，
０
０
０

３
１
１
，
４
０
０

４
１
６
，
５
０
０

８
１
７
６
，
４
０
０

１
９
５
，
３
０
０

２
８
４
，
１
０
０

３
１
３
，
６
０
０

４
１
８
，
１
０
０

９
１
７
８
，
１
０
０

１
９
７
，
５
０
０

２
８
６
，
２
０
０

３
１
５
，
７
０
０

４
１
９
，
５
０
０

１
０

１
８
０
，
２
０
０

２
０
０
，
１
０
０

２
８
８
，
５
０
０

３
１
８
，
０
０
０

４
２
０
，
９
０
０

１
１

１
８
２
，
２
０
０

２
０
２
，
７
０
０

２
９
０
，
８
０
０

３
２
０
，
４
０
０

４
２
２
，
３
０
０

１
２

１
８
４
，
１
０
０

２
０
５
，
３
０
０

２
９
２
，
９
０
０

３
２
２
，
９
０
０

４
２
３
，
６
０
０

１
３

１
８
６
，
０
０
０

２
０
７
，
９
０
０

２
９
５
，
３
０
０

３
２
５
，
３
０
０

４
２
４
，
９
０
０

１
４

１
８
８
，
２
０
０

２
０
９
，
６
０
０

２
９
７
，
１
０
０

３
２
７
，
２
０
０

４
２
６
，
３
０
０

１
５

１
９
０
，
３
０
０

２
１
１
，
２
０
０

２
９
９
，
０
０
０

３
２
９
，
１
０
０

４
２
７
，
７
０
０

１
６

１
９
２
，
４
０
０

２
１
２
，
９
０
０

３
０
０
，
７
０
０

３
３
１
，
２
０
０

４
２
９
，
１
０
０

１
７

１
９
４
，
６
０
０

２
１
４
，
７
０
０

３
０
２
，
５
０
０

３
３
３
，
０
０
０

４
３
０
，
３
０
０

１
８

１
９
６
，
９
０
０

２
１
６
，
３
０
０

３
０
４
，
８
０
０

３
３
５
，
２
０
０

４
３
１
，
６
０
０

１
９

１
９
９
，
４
０
０

２
１
８
，
０
０
０

３
０
７
，
０
０
０

３
３
７
，
３
０
０

４
３
２
，
８
０
０

２
０

２
０
１
，
７
０
０

２
１
９
，
６
０
０

３
０
９
，
４
０
０

３
３
９
，
３
０
０

４
３
４
，
１
０
０

２
１

２
０
４
，
１
０
０

２
２
１
，
４
０
０

３
１
１
，
６
０
０

３
４
１
，
４
０
０

４
３
５
，
２
０
０

２
２

２
０
５
，
７
０
０

２
２
３
，
３
０
０

３
１
４
，
１
０
０

３
４
３
，
２
０
０

４
３
６
，
４
０
０

２
３

２
０
７
，
４
０
０

２
２
５
，
２
０
０

３
１
６
，
３
０
０

３
４
５
，
０
０
０

４
３
７
，
７
０
０

２
４

２
０
９
，
１
０
０

２
２
７
，
１
０
０

３
１
８
，
９
０
０

３
４
６
，
６
０
０

４
３
９
，
１
０
０

２
５

２
１
０
，
６
０
０

２
２
８
，
６
０
０

３
２
１
，
３
０
０

３
４
８
，
３
０
０

４
４
０
，
４
０
０

２
６

２
１
２
，
０
０
０

２
３
０
，
７
０
０

３
２
３
，
６
０
０

３
５
０
，
１
０
０

４
４
１
，
６
０
０

２
７

２
１
３
，
６
０
０

２
３
２
，
７
０
０

３
２
５
，
８
０
０

３
５
２
，
０
０
０

４
４
２
，
６
０
０

２
８

２
１
５
，
１
０
０

２
３
４
，
７
０
０

３
２
７
，
９
０
０

３
５
３
，
９
０
０

４
４
３
，
７
０
０

２
９

２
１
６
，
８
０
０

２
３
６
，
５
０
０

３
３
０
，
０
０
０

３
５
５
，
８
０
０

４
４
４
，
９
０
０

３
０

２
１
８
，
５
０
０

２
３
９
，
２
０
０

３
３
１
，
６
０
０

３
５
７
，
６
０
０

４
４
５
，
７
０
０

３
１

２
２
０
，
２
０
０

２
４
１
，
９
０
０

３
３
３
，
２
０
０

３
５
９
，
３
０
０

４
４
６
，
５
０
０

３
２

２
２
１
，
９
０
０

２
４
４
，
６
０
０

３
３
４
，
８
０
０

３
６
１
，
２
０
０

４
４
７
，
４
０
０

３
３

２
２
３
，
２
０
０

２
４
７
，
２
０
０

３
３
６
，
６
０
０

３
６
２
，
５
０
０

４
４
８
，
３
０
０

３
４

２
２
４
，
９
０
０

２
５
０
，
０
０
０

３
３
８
，
７
０
０

３
６
４
，
２
０
０

４
４
８
，
８
０
０

３
５

２
２
６
，
６
０
０

２
５
２
，
６
０
０

３
４
０
，
８
０
０

３
６
５
，
７
０
０

４
４
９
，
３
０
０

３
６

２
２
８
，
２
０
０

２
５
５
，
３
０
０

３
４
２
，
８
０
０

３
６
７
，
５
０
０

４
４
９
，
８
０
０

３
７

２
２
９
，
６
０
０

２
５
７
，
６
０
０

３
４
４
，
８
０
０

３
６
９
，
４
０
０

４
５
０
，
３
０
０

３
８

２
３
１
，
４
０
０

２
６
０
，
０
０
０

３
４
６
，
７
０
０

３
７
０
，
９
０
０

３
９

２
３
３
，
１
０
０

２
６
２
，
５
０
０

３
４
８
，
７
０
０

３
７
２
，
２
０
０

４
０

２
３
４
，
８
０
０

２
６
４
，
７
０
０

３
５
０
，
６
０
０

３
７
３
，
８
０
０

４
１

２
３
６
，
４
０
０

２
６
７
，
２
０
０

３
５
２
，
１
０
０

３
７
４
，
９
０
０

４
２

２
３
８
，
１
０
０

２
６
９
，
５
０
０

３
５
３
，
９
０
０

３
７
６
，
３
０
０

４
３

２
３
９
，
７
０
０

２
７
１
，
８
０
０

３
５
５
，
６
０
０

３
７
７
，
７
０
０

４
４

２
４
１
，
３
０
０

２
７
３
，
９
０
０

３
５
７
，
３
０
０

３
７
９
，
２
０
０

４
５

２
４
２
，
９
０
０

２
７
６
，
０
０
０

３
５
９
，
１
０
０

３
８
０
，
６
０
０

４
６

２
４
４
，
４
０
０

２
７
８
，
２
０
０

３
６
０
，
８
０
０

３
８
２
，
２
０
０

４
７

２
４
５
，
７
０
０

２
８
０
，
３
０
０

３
６
２
，
１
０
０

３
８
３
，
８
０
０

４
８

２
４
７
，
０
０
０

２
８
２
，
２
０
０

３
６
３
，
７
０
０

３
８
５
，
３
０
０

４
９

２
４
８
，
１
０
０

２
８
４
，
５
０
０

３
６
４
，
９
０
０

３
８
６
，
７
０
０

５
０

２
４
９
，
４
０
０

２
８
６
，
２
０
０

３
６
６
，
４
０
０

３
８
８
，
２
０
０

５
１

２
５
０
，
８
０
０

２
８
８
，
１
０
０

３
６
８
，
０
０
０

３
８
９
，
７
０
０

５
２

２
５
１
，
９
０
０

２
８
９
，
９
０
０

３
６
９
，
６
０
０

３
９
１
，
１
０
０

５
３

２
５
３
，
０
０
０

２
９
１
，
３
０
０

３
７
１
，
０
０
０

３
９
２
，
３
０
０

５
４

２
５
４
，
４
０
０

２
９
３
，
４
０
０

３
７
２
，
５
０
０

３
９
３
，
６
０
０

５
５

２
５
５
，
４
０
０

２
９
５
，
４
０
０

３
７
４
，
０
０
０

３
９
４
，
７
０
０

５
６

２
５
６
，
４
０
０

２
９
７
，
６
０
０

３
７
５
，
５
０
０

３
９
５
，
８
０
０

５
７

２
５
７
，
６
０
０

２
９
９
，
６
０
０

３
７
７
，
０
０
０

３
９
７
，
３
０
０

５
８

２
５
８
，
６
０
０

３
０
２
，
０
０
０

３
７
８
，
４
０
０

３
９
８
，
５
０
０

５
９

２
５
９
，
７
０
０

３
０
４
，
２
０
０

３
７
９
，
８
０
０

３
９
９
，
７
０
０

６
０

２
６
０
，
７
０
０

３
０
６
，
８
０
０

３
８
１
，
１
０
０

４
０
１
，
０
０
０

６
１

２
６
１
，
９
０
０

３
０
９
，
０
０
０

３
８
２
，
０
０
０

４
０
２
，
２
０
０

６
２

２
６
２
，
６
０
０

３
１
１
，
４
０
０

３
８
３
，
２
０
０

４
０
３
，
２
０
０

６
３

２
６
３
，
５
０
０

３
１
３
，
８
０
０

３
８
４
，
４
０
０

４
０
４
，
６
０
０

６
４

２
６
４
，
１
０
０

３
１
６
，
０
０
０

３
８
５
，
５
０
０

４
０
５
，
９
０
０

６
５

２
６
５
，
１
０
０

３
１
８
，
１
０
０

３
８
６
，
４
０
０

４
０
７
，
１
０
０

６
６

２
６
６
，
５
０
０

３
１
９
，
９
０
０

３
８
７
，
６
０
０

４
０
８
，
２
０
０

６
７

２
６
７
，
６
０
０

３
２
１
，
５
０
０

３
８
８
，
６
０
０

４
０
９
，
４
０
０

６
８

２
６
８
，
９
０
０

３
２
３
，
１
０
０

３
８
９
，
７
０
０

４
１
０
，
５
０
０

６
９

２
７
０
，
４
０
０

３
２
５
，
０
０
０

３
９
０
，
９
０
０

４
１
１
，
５
０
０

７
０

２
７
２
，
０
０
０

３
２
７
，
１
０
０

３
９
１
，
９
０
０

４
１
２
，
７
０
０

７
１

２
７
３
，
３
０
０

３
２
９
，
２
０
０

３
９
３
，
０
０
０

４
１
３
，
９
０
０

７
２

２
７
４
，
７
０
０

３
３
１
，
２
０
０

３
９
４
，
２
０
０

４
１
５
，
１
０
０

７
３

２
７
５
，
５
０
０

３
３
３
，
３
０
０

３
９
５
，
２
０
０

４
１
５
，
７
０
０

７
４

２
７
６
，
５
０
０

３
３
５
，
４
０
０

３
９
６
，
３
０
０

４
１
６
，
５
０
０

７
５

２
７
７
，
７
０
０

３
３
７
，
６
０
０

３
９
７
，
５
０
０

４
１
７
，
２
０
０

７
６

２
７
８
，
７
０
０

３
３
９
，
８
０
０

３
９
８
，
６
０
０

４
１
７
，
７
０
０

再
任

用
職

員
以

外
の

職
員

７
７

２
７
９
，
９
０
０

３
４
１
，
５
０
０

３
９
９
，
５
０
０

４
１
８
，
０
０
０

７
８

２
８
０
，
９
０
０

３
４
３
，
４
０
０

４
０
０
，
４
０
０

４
１
８
，
４
０
０

７
９

２
８
２
，
１
０
０

３
４
５
，
１
０
０

４
０
１
，
４
０
０

４
１
８
，
８
０
０

８
０

２
８
３
，
０
０
０

３
４
６
，
９
０
０

４
０
２
，
４
０
０

４
１
９
，
２
０
０

８
１

２
８
４
，
２
０
０

３
４
８
，
７
０
０

４
０
３
，
２
０
０

４
１
９
，
５
０
０

８
２

２
８
５
，
０
０
０

３
５
０
，
５
０
０

４
０
４
，
０
０
０

４
１
９
，
９
０
０

８
３

２
８
６
，
０
０
０

３
５
１
，
９
０
０

４
０
４
，
７
０
０

４
２
０
，
３
０
０

８
４

２
８
７
，
０
０
０

３
５
３
，
７
０
０

４
０
５
，
５
０
０

４
２
０
，
６
０
０

８
５

２
８
７
，
９
０
０

３
５
４
，
９
０
０

４
０
６
，
２
０
０

４
２
０
，
９
０
０
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１
３
１

３
９
９
，
１
０
０

１
３
２

３
９
９
，
６
０
０

１
３
３

３
９
９
，
９
０
０

１
３
４

４
０
０
，
２
０
０

１
３
５

４
０
０
，
５
０
０

１
３
６

４
０
０
，
８
０
０

１
３
７

４
０
１
，
１
０
０

１
３
８

４
０
１
，
４
０
０

１
３
９

４
０
１
，
７
０
０

１
４
０

４
０
２
，
０
０
０

１
４
１

４
０
２
，
３
０
０

１
４
２

４
０
２
，
６
０
０

１
４
３

４
０
２
，
９
０
０

１
４
４

４
０
３
，
２
０
０

１
４
５

４
０
３
，
４
０
０

１
４
６

４
０
３
，
７
０
０

１
４
７

４
０
４
，
０
０
０

１
４
８

４
０
４
，
２
０
０

１
４
９

４
０
４
，
４
０
０

１
５
０

４
０
４
，
７
０
０

１
５
１

４
０
５
，
０
０
０

１
５
２

４
０
５
，
２
０
０

１
５
３

４
０
５
，
４
０
０

１
５
４

４
０
５
，
７
０
０

１
５
５

４
０
６
，
０
０
０

１
５
６

４
０
６
，
２
０
０

１
５
７

４
０
６
，
４
０
０

再
任

用
職

員

２
２
５
，
７
０
０

２
７
１
，
８
０
０

２
９
８
，
８
０
０

３
２
５
，
２
０
０

４
０
６
，
２
０
０

備
考
１

こ
の
表
は
、
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
で
人
事

委
員
会
の
指
定
す
る
も
の
に
勤
務
す
る
校
長
、
副
校
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、

教
諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
助
教
諭
そ
の
他
の
職
員
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る

も
の
に
適
用
す
る
。

２
こ
の
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
そ
の
職
務
の
級
が
４
級
で
あ
る
職
員
で
人
事

委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
の
給
料
月
額
は
、
こ
の
表
の
額
に
７
，
５
０
０
円
を
そ
れ
ぞ
れ
加

算
し
た
額
と
す
る
。

８
６

２
８
８
，
８
０
０

３
５
６
，
６
０
０

４
０
７
，
０
０
０

４
２
１
，
３
０
０

８
７

２
８
９
，
５
０
０

３
５
８
，
１
０
０

４
０
７
，
７
０
０

４
２
１
，
７
０
０

８
８

２
９
０
，
５
０
０

３
５
９
，
６
０
０

４
０
８
，
４
０
０

４
２
２
，
０
０
０

８
９

２
９
１
，
５
０
０

３
６
０
，
９
０
０

４
０
９
，
０
０
０

４
２
２
，
３
０
０

９
０

２
９
２
，
４
０
０

３
６
２
，
２
０
０

４
０
９
，
７
０
０

４
２
２
，
６
０
０

９
１

２
９
３
，
３
０
０

３
６
３
，
６
０
０

４
１
０
，
２
０
０

４
２
２
，
９
０
０

９
２

２
９
４
，
１
０
０

３
６
５
，
０
０
０

４
１
０
，
９
０
０

４
２
３
，
１
０
０

９
３

２
９
４
，
４
０
０

３
６
６
，
５
０
０

４
１
１
，
３
０
０

４
２
３
，
３
０
０

９
４

２
９
５
，
１
０
０

３
６
７
，
８
０
０

４
１
１
，
７
０
０

９
５

２
９
５
，
８
０
０

３
６
９
，
１
０
０

４
１
２
，
０
０
０

９
６

２
９
６
，
６
０
０

３
７
０
，
３
０
０

４
１
２
，
３
０
０

９
７

２
９
７
，
４
０
０

３
７
１
，
３
０
０

４
１
２
，
６
０
０

９
８

２
９
８
，
２
０
０

３
７
２
，
３
０
０

４
１
２
，
９
０
０

９
９

２
９
９
，
０
０
０

３
７
３
，
３
０
０

４
１
３
，
２
０
０

１
０
０

２
９
９
，
７
０
０

３
７
４
，
３
０
０

４
１
３
，
４
０
０

１
０
１

３
０
０
，
６
０
０

３
７
５
，
２
０
０

４
１
３
，
６
０
０

１
０
２

３
０
１
，
１
０
０

３
７
６
，
２
０
０

４
１
３
，
９
０
０

１
０
３

３
０
１
，
６
０
０

３
７
７
，
２
０
０

４
１
４
，
２
０
０

１
０
４

３
０
２
，
１
０
０

３
７
８
，
２
０
０

４
１
４
，
４
０
０

１
０
５

３
０
２
，
３
０
０

３
７
９
，
０
０
０

４
１
４
，
６
０
０

１
０
６

３
０
２
，
７
０
０

３
７
９
，
９
０
０

４
１
４
，
９
０
０

１
０
７

３
０
３
，
０
０
０

３
８
０
，
８
０
０

４
１
５
，
２
０
０

１
０
８

３
０
３
，
２
０
０

３
８
１
，
８
０
０

４
１
５
，
４
０
０

１
０
９

３
０
３
，
４
０
０

３
８
２
，
６
０
０

４
１
５
，
６
０
０

１
１
０

３
０
３
，
６
０
０

３
８
３
，
６
０
０

４
１
５
，
９
０
０

１
１
１

３
０
３
，
９
０
０

３
８
４
，
６
０
０

４
１
６
，
２
０
０

１
１
２

３
０
４
，
２
０
０

３
８
５
，
６
０
０

４
１
６
，
４
０
０

１
１
３

３
０
４
，
４
０
０

３
８
６
，
２
０
０

４
１
６
，
６
０
０

１
１
４

３
０
４
，
６
０
０

３
８
７
，
１
０
０

４
１
６
，
９
０
０

１
１
５

３
０
４
，
８
０
０

３
８
８
，
０
０
０

４
１
７
，
２
０
０

１
１
６

３
０
５
，
１
０
０

３
８
８
，
９
０
０

４
１
７
，
４
０
０

１
１
７

３
０
５
，
４
０
０

３
８
９
，
７
０
０

４
１
７
，
６
０
０

１
１
８

３
０
５
，
７
０
０

３
９
０
，
４
０
０

１
１
９

３
０
６
，
０
０
０

３
９
１
，
２
０
０

１
２
０

３
０
６
，
３
０
０

３
９
２
，
０
０
０

１
２
１

３
０
６
，
５
０
０

３
９
２
，
６
０
０

１
２
２

３
０
６
，
７
０
０

３
９
３
，
４
０
０

１
２
３

３
０
６
，
９
０
０

３
９
４
，
１
０
０

１
２
４

３
０
７
，
２
０
０

３
９
４
，
８
０
０

１
２
５

３
０
７
，
５
０
０

３
９
５
，
４
０
０

１
２
６

３
９
６
，
１
０
０

１
２
７

３
９
６
，
６
０
０

１
２
８

３
９
７
，
３
０
０

１
２
９

３
９
８
，
０
０
０

１
３
０

３
９
８
，
６
０
０



議

案

第

十

号

一

般

職

の

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

等

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

に

つ

い

て

（６０）

別
表
第
４
（
第
３
条
関
係
）

研
究

職
給

料
表

職
員

の
区

分

職
務

の
級

１
級

２
級

３
級

４
級

５
級

号
給

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

円
円

円
円

円

１
１
５
０
，
８
０
０

１
９
９
，
３
０
０

２
８
５
，
４
０
０

３
３
４
，
３
０
０

３
８
９
，
７
０
０

２
１
５
１
，
９
０
０

２
０
１
，
９
０
０

２
８
７
，
８
０
０

３
３
６
，
５
０
０

３
９
２
，
６
０
０

３
１
５
３
，
１
０
０

２
０
４
，
３
０
０

２
９
０
，
１
０
０

３
３
８
，
５
０
０

３
９
５
，
２
０
０

４
１
５
４
，
２
０
０

２
０
６
，
８
０
０

２
９
２
，
４
０
０

３
４
０
，
４
０
０

３
９
８
，
１
０
０

５
１
５
５
，
３
０
０

２
０
９
，
３
０
０

２
９
４
，
７
０
０

３
４
２
，
１
０
０

４
０
０
，
２
０
０

６
１
５
６
，
６
０
０

２
１
１
，
６
０
０

２
９
６
，
６
０
０

３
４
３
，
８
０
０

４
０
２
，
９
０
０

７
１
５
７
，
９
０
０

２
１
３
，
９
０
０

２
９
８
，
６
０
０

３
４
５
，
４
０
０

４
０
５
，
６
０
０

８
１
５
９
，
２
０
０

２
１
６
，
１
０
０

３
０
０
，
３
０
０

３
４
６
，
７
０
０

４
０
８
，
３
０
０

９
１
６
０
，
２
０
０

２
１
８
，
２
０
０

３
０
２
，
１
０
０

３
４
８
，
４
０
０

４
１
０
，
８
０
０

１
０

１
６
１
，
９
０
０

２
２
０
，
５
０
０

３
０
４
，
５
０
０

３
５
０
，
４
０
０

４
１
３
，
４
０
０

１
１

１
６
３
，
５
０
０

２
２
３
，
０
０
０

３
０
６
，
８
０
０

３
５
２
，
５
０
０

４
１
６
，
１
０
０

１
２

１
６
５
，
１
０
０

２
２
５
，
３
０
０

３
０
９
，
３
０
０

３
５
４
，
４
０
０

４
１
８
，
９
０
０

１
３

１
６
６
，
５
０
０

２
２
７
，
３
０
０

３
１
１
，
４
０
０

３
５
６
，
５
０
０

４
２
１
，
５
０
０

１
４

１
６
８
，
４
０
０

２
２
９
，
８
０
０

３
１
３
，
９
０
０

３
５
８
，
４
０
０

４
２
４
，
２
０
０

１
５

１
７
０
，
３
０
０

２
３
２
，
３
０
０

３
１
６
，
３
０
０

３
６
０
，
２
０
０

４
２
７
，
０
０
０

１
６

１
７
２
，
３
０
０

２
３
４
，
７
０
０

３
１
９
，
０
０
０

３
６
２
，
１
０
０

４
２
９
，
７
０
０

１
７

１
７
３
，
９
０
０

２
３
６
，
９
０
０

３
２
１
，
４
０
０

３
６
３
，
８
０
０

４
３
２
，
２
０
０

１
８

１
７
６
，
０
０
０

２
３
９
，
７
０
０

３
２
３
，
６
０
０

３
６
５
，
７
０
０

４
３
４
，
８
０
０

１
９

１
７
８
，
１
０
０

２
４
２
，
６
０
０

３
２
５
，
６
０
０

３
６
７
，
４
０
０

４
３
７
，
３
０
０

２
０

１
８
０
，
１
０
０

２
４
５
，
５
０
０

３
２
７
，
６
０
０

３
６
９
，
４
０
０

４
４
０
，
０
０
０

２
１

１
８
２
，
２
０
０

２
４
８
，
０
０
０

３
２
９
，
７
０
０

３
７
０
，
９
０
０

４
４
２
，
５
０
０

２
２

１
８
４
，
４
０
０

２
５
０
，
７
０
０

３
３
１
，
３
０
０

３
７
２
，
９
０
０

４
４
５
，
１
０
０

２
３

１
８
６
，
６
０
０

２
５
３
，
２
０
０

３
３
２
，
７
０
０

３
７
４
，
６
０
０

４
４
７
，
７
０
０

２
４

１
８
８
，
９
０
０
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１
１
４

２
９
８
，
３
０
０

３
４
２
，
９
０
０

１
１
５

２
９
８
，
６
０
０

３
４
３
，
４
０
０

１
１
６

２
９
８
，
９
０
０

３
４
３
，
８
０
０

１
１
７

２
９
９
，
２
０
０

３
４
４
，
３
０
０

１
１
８

２
９
９
，
６
０
０

３
４
４
，
７
０
０

１
１
９

２
９
９
，
９
０
０

３
４
５
，
１
０
０

１
２
０

３
０
０
，
３
０
０

３
４
５
，
５
０
０

１
２
１

３
０
０
，
６
０
０

３
４
５
，
９
０
０

再
任

用
職

員

２
１
８
，
０
０
０

２
５
９
，
３
０
０

２
８
４
，
２
０
０

３
２
６
，
７
０
０

３
８
５
，
３
０
０

備
考
こ
の
表
は
、
試
験
場
、
研
究
所
等
で
人
事
委
員
会
の
指
定
す
る
も
の
に
勤
務
し
、
試
験
研

究
又
は
調
査
研
究
業
務
に
従
事
す
る
職
員
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
適
用
す
る
。

別
表
第
５
（
第
３
条
関
係
）

医
療

職
給

料
表

イ
医
療
職
給
料
表
（
一
）

職
員

の
区

分

職
務

の
級

１
級

２
級

３
級

４
級

号
給

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

円
円

円
円

１
２
５
４
，
２
０
０

３
３
９
，
２
０
０

４
０
１
，
４
０
０

４
７
２
，
８
０
０

２
２
５
６
，
７
０
０

３
４
２
，
２
０
０

４
０
４
，
３
０
０

４
７
５
，
１
０
０

３
２
５
９
，
２
０
０

３
４
５
，
０
０
０

４
０
６
，
９
０
０

４
７
７
，
３
０
０

４
２
６
１
，
７
０
０

３
４
７
，
９
０
０

４
０
９
，
６
０
０

４
７
９
，
６
０
０

５
２
６
３
，
９
０
０

３
５
０
，
６
０
０

４
１
２
，
０
０
０

４
８
１
，
９
０
０

６
２
６
７
，
７
０
０

３
５
３
，
６
０
０

４
１
４
，
３
０
０

４
８
４
，
１
０
０

７
２
７
１
，
６
０
０

３
５
６
，
８
０
０

４
１
６
，
４
０
０

４
８
６
，
３
０
０

８
２
７
５
，
４
０
０

３
５
９
，
６
０
０

４
１
８
，
３
０
０

４
８
８
，
５
０
０

９
２
７
９
，
０
０
０

３
６
２
，
０
０
０

４
２
０
，
５
０
０

４
９
０
，
５
０
０

１
０

２
８
３
，
０
０
０

３
６
４
，
６
０
０

４
２
３
，
２
０
０

４
９
２
，
６
０
０

１
１

２
８
７
，
０
０
０

３
６
７
，
３
０
０

４
２
５
，
８
０
０

４
９
４
，
７
０
０

１
２

２
９
１
，
０
０
０

３
７
０
，
１
０
０

４
２
８
，
５
０
０

４
９
６
，
８
０
０

１
３

２
９
４
，
７
０
０

３
７
３
，
０
０
０

４
３
０
，
９
０
０

４
９
８
，
９
０
０

１
４

２
９
８
，
７
０
０

３
７
６
，
５
０
０

４
３
３
，
４
０
０

５
０
１
，
０
０
０

１
５

３
０
２
，
６
０
０

３
７
９
，
５
０
０

４
３
５
，
８
０
０

５
０
３
，
１
０
０

１
６

３
０
６
，
４
０
０

３
８
３
，
１
０
０

４
３
８
，
３
０
０

５
０
５
，
２
０
０

１
７

３
１
０
，
０
０
０

３
８
６
，
５
０
０

４
４
０
，
４
０
０

５
０
７
，
３
０
０

１
８

３
１
３
，
６
０
０

３
８
９
，
２
０
０

４
４
２
，
８
０
０

５
０
９
，
３
０
０

１
９

３
１
７
，
１
０
０

３
９
１
，
７
０
０

４
４
５
，
１
０
０

５
１
１
，
３
０
０

２
０

３
２
０
，
６
０
０

３
９
４
，
３
０
０

４
４
７
，
５
０
０

５
１
３
，
３
０
０

２
１

３
２
４
，
２
０
０

３
９
７
，
１
０
０

４
４
９
，
０
０
０

５
１
５
，
１
０
０

２
２

３
２
７
，
９
０
０

３
９
９
，
３
０
０

４
５
１
，
４
０
０

５
１
６
，
９
０
０

２
３

３
３
１
，
３
０
０

４
０
１
，
２
０
０

４
５
３
，
７
０
０

５
１
８
，
８
０
０

２
４

３
３
４
，
６
０
０

４
０
２
，
８
０
０

４
５
６
，
０
０
０

５
２
０
，
７
０
０

２
５

３
３
８
，
１
０
０

４
０
４
，
８
０
０

４
５
８
，
０
０
０

５
２
２
，
５
０
０

２
６

３
４
０
，
６
０
０

４
０
７
，
１
０
０

４
６
０
，
３
０
０

５
２
４
，
３
０
０

２
７

３
４
３
，
２
０
０

４
０
９
，
３
０
０

４
６
２
，
５
０
０

５
２
６
，
１
０
０

２
８

３
４
５
，
５
０
０

４
１
１
，
６
０
０

４
６
４
，
８
０
０

５
２
７
，
９
０
０

２
９

３
４
７
，
９
０
０

４
１
３
，
９
０
０

４
６
６
，
９
０
０

５
２
９
，
５
０
０

３
０

３
４
９
，
７
０
０

４
１
６
，
０
０
０

４
６
９
，
２
０
０

５
３
１
，
３
０
０

３
１

３
５
１
，
５
０
０

４
１
８
，
０
０
０

４
７
１
，
５
０
０

５
３
３
，
１
０
０

３
２

３
５
３
，
５
０
０

４
２
０
，
１
０
０

４
７
３
，
７
０
０

５
３
４
，
９
０
０

３
３

３
５
５
，
８
０
０

４
２
２
，
０
０
０

４
７
５
，
７
０
０

５
３
６
，
５
０
０

３
４

３
５
８
，
１
０
０

４
２
３
，
８
０
０

４
７
７
，
８
０
０

５
３
８
，
３
０
０

３
５

３
６
０
，
２
０
０

４
２
５
，
６
０
０

４
７
９
，
９
０
０

５
４
０
，
０
０
０

３
６

３
６
２
，
５
０
０

４
２
７
，
６
０
０

４
８
２
，
１
０
０

５
４
１
，
８
０
０

３
７

３
６
４
，
６
０
０

４
２
９
，
５
０
０

４
８
４
，
２
０
０

５
４
３
，
４
０
０

３
８

３
６
７
，
０
０
０

４
３
１
，
５
０
０

４
８
６
，
０
０
０

５
４
５
，
０
０
０



議

案

第

十

号

一

般

職

の

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

等

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

に

つ

い

て

（６２）

８
４

４
８
１
，
２
０
０

５
３
８
，
１
０
０

８
５

４
８
１
，
６
０
０

５
３
８
，
９
０
０

８
６

４
８
２
，
２
０
０

５
３
９
，
８
０
０

８
７

４
８
２
，
６
０
０

５
４
０
，
７
０
０

８
８

４
８
３
，
１
０
０

５
４
１
，
６
０
０

８
９

４
８
３
，
６
０
０

５
４
２
，
４
０
０

９
０

４
８
４
，
２
０
０

９
１

４
８
４
，
８
０
０

９
２

４
８
５
，
２
０
０

９
３

４
８
５
，
７
０
０

９
４

４
８
６
，
３
０
０

９
５

４
８
６
，
９
０
０

９
６

４
８
７
，
５
０
０

９
７

４
８
８
，
０
０
０

再
任

用
職

員

２
９
６
，
９
０
０

３
３
９
，
４
０
０

３
９
３
，
９
０
０

４
６
７
，
１
０
０

備
考

こ
の
表
は
、
病
院
、
保
健
所
等
に
勤
務
す
る
医
師
及
び
歯
科
医
師
で
人
事
委
員
会
規
則
で

定
め
る
も
の
に
適
用
す
る
。

３
９

３
６
９
，
２
０
０

４
３
３
，
４
０
０

４
８
７
，
８
０
０

５
４
６
，
５
０
０

４
０

３
７
１
，
２
０
０

４
３
５
，
４
０
０

４
８
９
，
６
０
０

５
４
８
，
１
０
０

４
１

３
７
３
，
４
０
０

４
３
７
，
２
０
０

４
９
１
，
３
０
０

５
４
９
，
６
０
０

４
２

３
７
４
，
４
０
０

４
３
９
，
１
０
０

４
９
３
，
１
０
０

５
５
１
，
０
０
０

４
３

３
７
５
，
２
０
０

４
４
０
，
８
０
０

４
９
４
，
９
０
０

５
５
２
，
４
０
０

４
４

３
７
５
，
９
０
０

４
４
２
，
６
０
０

４
９
６
，
７
０
０

５
５
３
，
７
０
０

４
５

３
７
７
，
１
０
０

４
４
４
，
４
０
０

４
９
８
，
３
０
０

５
５
４
，
９
０
０

４
６

３
７
８
，
５
０
０

４
４
６
，
２
０
０

５
０
０
，
０
０
０

５
５
５
，
９
０
０

４
７

３
８
０
，
０
０
０

４
４
８
，
０
０
０

５
０
１
，
８
０
０

５
５
６
，
９
０
０

４
８

３
８
１
，
５
０
０

４
４
９
，
７
０
０

５
０
３
，
６
０
０

５
５
７
，
９
０
０

再
任

用
職

員
以

外
の

職
員

４
９

３
８
２
，
６
０
０

４
５
１
，
５
０
０

５
０
５
，
２
０
０

５
５
８
，
９
０
０

５
０

３
８
３
，
６
０
０

４
５
３
，
２
０
０

５
０
６
，
５
０
０

５
５
９
，
８
０
０

５
１

３
８
４
，
６
０
０

４
５
５
，
０
０
０

５
０
７
，
８
０
０

５
６
０
，
７
０
０

５
２

３
８
５
，
４
０
０

４
５
６
，
８
０
０

５
０
９
，
１
０
０

５
６
１
，
６
０
０

５
３

３
８
６
，
３
０
０

４
５
８
，
７
０
０

５
１
０
，
１
０
０

５
６
２
，
４
０
０

５
４

３
８
７
，
２
０
０

４
５
９
，
９
０
０

５
１
１
，
４
０
０

５
６
３
，
３
０
０

５
５

３
８
７
，
９
０
０

４
６
１
，
１
０
０

５
１
２
，
７
０
０

５
６
４
，
２
０
０

５
６

３
８
８
，
８
０
０

４
６
２
，
３
０
０

５
１
４
，
０
０
０

５
６
５
，
１
０
０

５
７

３
８
９
，
５
０
０

４
６
３
，
５
０
０

５
１
５
，
０
０
０

５
６
６
，
０
０
０

５
８

３
９
０
，
４
０
０

４
６
４
，
５
０
０

５
１
５
，
８
０
０

５
６
７
，
０
０
０

５
９

３
９
１
，
２
０
０

４
６
５
，
５
０
０

５
１
６
，
６
０
０

５
６
７
，
９
０
０

６
０

３
９
２
，
０
０
０

４
６
６
，
５
０
０

５
１
７
，
４
０
０

５
６
８
，
６
０
０

６
１

３
９
２
，
５
０
０

４
６
７
，
３
０
０

５
１
８
，
３
０
０

５
６
９
，
５
０
０

６
２

３
９
３
，
０
０
０

４
６
８
，
０
０
０

５
１
９
，
１
０
０

５
７
０
，
４
０
０

６
３

３
９
３
，
４
０
０

４
６
８
，
７
０
０

５
２
０
，
０
０
０

５
７
１
，
３
０
０

６
４

３
９
３
，
９
０
０

４
６
９
，
４
０
０

５
２
０
，
８
０
０

５
７
２
，
２
０
０

６
５

３
９
４
，
２
０
０

４
７
０
，
１
０
０

５
２
１
，
７
０
０

５
７
３
，
１
０
０

６
６

４
７
０
，
８
０
０

５
２
２
，
７
０
０

６
７

４
７
１
，
５
０
０

５
２
３
，
４
０
０

６
８

４
７
２
，
１
０
０

５
２
４
，
３
０
０

６
９

４
７
２
，
４
０
０

５
２
５
，
２
０
０

７
０

４
７
３
，
１
０
０

５
２
６
，
０
０
０

７
１

４
７
３
，
８
０
０

５
２
６
，
９
０
０

７
２

４
７
４
，
５
０
０

５
２
７
，
８
０
０

７
３

４
７
４
，
９
０
０

５
２
８
，
６
０
０

７
４

４
７
５
，
５
０
０

５
２
９
，
５
０
０

７
５

４
７
６
，
２
０
０

５
３
０
，
４
０
０

７
６

４
７
６
，
９
０
０

５
３
１
，
１
０
０

７
７

４
７
７
，
３
０
０

５
３
１
，
９
０
０

７
８

４
７
７
，
９
０
０

５
３
２
，
８
０
０

７
９

４
７
８
，
５
０
０

５
３
３
，
７
０
０

８
０

４
７
９
，
０
０
０

５
３
４
，
６
０
０

８
１

４
７
９
，
６
０
０

５
３
５
，
４
０
０

８
２

４
８
０
，
１
０
０

５
３
６
，
３
０
０

８
３

４
８
０
，
７
０
０

５
３
７
，
２
０
０
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ロ
医
療
職
給
料
表
（
二
）

職
員

の
区

分

職
務

の
級

１
級

２
級

３
級

４
級

５
級

６
級

７
級

号
給

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

円
円

円
円

円
円

円

１
１
５
５
，
５
０
０

１
９
２
，
０
０
０

２
２
７
，
３
０
０

２
５
３
，
０
０
０

２
８
２
，
８
０
０

３
２
７
，
８
０
０

３
７
２
，
０
０
０

２
１
５
６
，
９
０
０

１
９
３
，
６
０
０

２
２
８
，
９
０
０

２
５
４
，
１
０
０

２
８
４
，
７
０
０

３
２
９
，
８
０
０

３
７
４
，
７
０
０

３
１
５
８
，
３
０
０

１
９
５
，
２
０
０

２
３
０
，
６
０
０

２
５
５
，
３
０
０

２
８
６
，
８
０
０

３
３
２
，
０
０
０

３
７
７
，
３
０
０

４
１
５
９
，
７
０
０

１
９
６
，
８
０
０

２
３
２
，
２
０
０

２
５
６
，
６
０
０

２
８
８
，
８
０
０

３
３
４
，
２
０
０

３
８
０
，
０
０
０

５
１
６
０
，
９
０
０

１
９
８
，
３
０
０

２
３
３
，
６
０
０

２
５
７
，
８
０
０

２
９
０
，
９
０
０

３
３
６
，
０
０
０

３
８
２
，
４
０
０

６
１
６
２
，
７
０
０

１
９
９
，
８
０
０

２
３
５
，
２
０
０

２
５
９
，
０
０
０

２
９
３
，
０
０
０

３
３
８
，
２
０
０

３
８
５
，
１
０
０

７
１
６
４
，
４
０
０

２
０
１
，
４
０
０

２
３
６
，
７
０
０

２
６
０
，
１
０
０

２
９
４
，
９
０
０

３
４
０
，
２
０
０

３
８
７
，
７
０
０

８
１
６
６
，
０
０
０

２
０
２
，
９
０
０

２
３
８
，
３
０
０

２
６
１
，
１
０
０

２
９
６
，
９
０
０

３
４
２
，
４
０
０

３
９
０
，
４
０
０

９
１
６
７
，
６
０
０

２
０
４
，
５
０
０

２
３
９
，
２
０
０

２
６
２
，
４
０
０

２
９
８
，
７
０
０

３
４
４
，
２
０
０

３
９
２
，
５
０
０

１
０

１
６
９
，
３
０
０

２
０
６
，
２
０
０

２
４
０
，
６
０
０

２
６
３
，
１
０
０

３
０
０
，
６
０
０

３
４
６
，
３
０
０

３
９
４
，
８
０
０

１
１

１
７
０
，
９
０
０

２
０
７
，
８
０
０

２
４
２
，
０
０
０

２
６
４
，
０
０
０

３
０
２
，
２
０
０

３
４
８
，
４
０
０

３
９
７
，
１
０
０

１
２

１
７
２
，
７
０
０

２
０
９
，
５
０
０

２
４
３
，
１
０
０

２
６
４
，
８
０
０

３
０
３
，
８
０
０

３
５
０
，
５
０
０

３
９
９
，
３
０
０

１
３

１
７
４
，
１
０
０

２
１
０
，
９
０
０

２
４
４
，
６
０
０

２
６
５
，
９
０
０

３
０
５
，
８
０
０

３
５
２
，
０
０
０

４
０
１
，
４
０
０

１
４

１
７
５
，
９
０
０

２
１
２
，
５
０
０

２
４
５
，
９
０
０

２
６
７
，
０
０
０

３
０
７
，
７
０
０

３
５
４
，
０
０
０

４
０
３
，
４
０
０

１
５

１
７
７
，
８
０
０

２
１
４
，
１
０
０

２
４
７
，
１
０
０

２
６
８
，
２
０
０

３
０
９
，
８
０
０

３
５
６
，
０
０
０

４
０
５
，
４
０
０

１
６

１
７
９
，
６
０
０

２
１
５
，
７
０
０

２
４
８
，
４
０
０

２
６
９
，
３
０
０

３
１
１
，
８
０
０

３
５
８
，
０
０
０

４
０
７
，
５
０
０

１
７

１
８
１
，
５
０
０

２
１
７
，
１
０
０

２
４
９
，
２
０
０

２
７
０
，
８
０
０

３
１
３
，
９
０
０

３
５
９
，
８
０
０

４
０
９
，
３
０
０

１
８

１
８
３
，
０
０
０

２
１
８
，
７
０
０

２
５
０
，
４
０
０

２
７
２
，
６
０
０

３
１
５
，
９
０
０

３
６
１
，
８
０
０

４
１
１
，
３
０
０

１
９

１
８
４
，
８
０
０

２
２
０
，
４
０
０

２
５
１
，
５
０
０

２
７
４
，
３
０
０

３
１
８
，
０
０
０

３
６
３
，
８
０
０

４
１
３
，
２
０
０

２
０

１
８
６
，
６
０
０

２
２
２
，
１
０
０

２
５
２
，
６
０
０

２
７
６
，
０
０
０

３
２
０
，
１
０
０

３
６
５
，
８
０
０

４
１
５
，
３
０
０

２
１

１
８
８
，
２
０
０

２
２
３
，
４
０
０

２
５
４
，
０
０
０

２
７
７
，
７
０
０

３
２
１
，
９
０
０

３
６
７
，
６
０
０

４
１
７
，
１
０
０

２
２

１
８
９
，
７
０
０

２
２
４
，
９
０
０

２
５
４
，
８
０
０

２
７
９
，
４
０
０

３
２
３
，
９
０
０

３
６
９
，
６
０
０

４
１
８
，
７
０
０

２
３

１
９
１
，
２
０
０

２
２
６
，
３
０
０

２
５
５
，
７
０
０

２
８
１
，
１
０
０

３
２
５
，
７
０
０

３
７
１
，
７
０
０

４
２
０
，
３
０
０

２
４

１
９
２
，
７
０
０

２
２
７
，
８
０
０

２
５
６
，
６
０
０

２
８
２
，
７
０
０

３
２
７
，
７
０
０

３
７
３
，
８
０
０

４
２
１
，
８
０
０

２
５

１
９
４
，
３
０
０

２
２
９
，
０
０
０

２
５
７
，
６
０
０

２
８
４
，
４
０
０

３
２
９
，
４
０
０

３
７
５
，
２
０
０

４
２
３
，
３
０
０

２
６

１
９
５
，
６
０
０

２
３
０
，
５
０
０

２
５
８
，
７
０
０

２
８
６
，
１
０
０

３
３
１
，
３
０
０

３
７
７
，
０
０
０

４
２
４
，
６
０
０

２
７

１
９
７
，
１
０
０

２
３
１
，
８
０
０

２
５
９
，
８
０
０

２
８
７
，
９
０
０

３
３
３
，
３
０
０

３
７
８
，
８
０
０

４
２
５
，
９
０
０

２
８

１
９
８
，
５
０
０

２
３
３
，
０
０
０

２
６
１
，
０
０
０

２
８
９
，
５
０
０

３
３
５
，
３
０
０

３
８
０
，
５
０
０

４
２
７
，
２
０
０

２
９

２
０
０
，
０
０
０

２
３
４
，
２
０
０

２
６
２
，
４
０
０

２
９
０
，
９
０
０

３
３
６
，
６
０
０

３
８
２
，
３
０
０

４
２
８
，
５
０
０

３
０

２
０
１
，
２
０
０

２
３
５
，
５
０
０

２
６
４
，
０
０
０

２
９
２
，
５
０
０

３
３
８
，
４
０
０

３
８
３
，
８
０
０

４
２
９
，
７
０
０

３
１

２
０
２
，
５
０
０

２
３
７
，
０
０
０

２
６
５
，
６
０
０

２
９
４
，
１
０
０

３
４
０
，
１
０
０

３
８
５
，
４
０
０

４
３
０
，
９
０
０

３
２

２
０
３
，
８
０
０

２
３
８
，
３
０
０

２
６
７
，
１
０
０

２
９
５
，
８
０
０

３
４
１
，
９
０
０

３
８
７
，
１
０
０

４
３
２
，
０
０
０

３
３

２
０
５
，
２
０
０

２
３
９
，
３
０
０

２
６
８
，
４
０
０

２
９
７
，
５
０
０

３
４
３
，
６
０
０

３
８
８
，
４
０
０

４
３
３
，
２
０
０

３
４

２
０
６
，
６
０
０

２
４
０
，
６
０
０

２
７
０
，
１
０
０

２
９
９
，
２
０
０

３
４
５
，
４
０
０

３
８
９
，
７
０
０

４
３
４
，
４
０
０

３
５

２
０
７
，
９
０
０

２
４
１
，
５
０
０

２
７
１
，
８
０
０

３
０
１
，
０
０
０

３
４
７
，
３
０
０

３
９
１
，
０
０
０

４
３
５
，
６
０
０

３
６

２
０
９
，
３
０
０

２
４
２
，
７
０
０

２
７
３
，
４
０
０

３
０
２
，
８
０
０

３
４
９
，
１
０
０

３
９
２
，
２
０
０

４
３
６
，
８
０
０

３
７

２
１
０
，
４
０
０

２
４
４
，
０
０
０

２
７
４
，
８
０
０

３
０
４
，
１
０
０

３
５
０
，
９
０
０

３
９
３
，
３
０
０

４
３
８
，
１
０
０

３
８

２
１
１
，
７
０
０

２
４
５
，
１
０
０

２
７
６
，
３
０
０

３
０
５
，
８
０
０

３
５
２
，
６
０
０

３
９
４
，
５
０
０

４
３
９
，
０
０
０

３
９

２
１
３
，
０
０
０

２
４
６
，
２
０
０

２
７
７
，
９
０
０

３
０
７
，
３
０
０

３
５
４
，
２
０
０

３
９
５
，
６
０
０

４
３
９
，
４
０
０
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４
０

２
１
４
，
３
０
０

２
４
７
，
３
０
０

２
７
９
，
３
０
０

３
０
８
，
９
０
０

３
５
６
，
０
０
０

３
９
６
，
７
０
０

４
４
０
，
１
０
０

４
１

２
１
５
，
４
０
０

２
４
８
，
４
０
０

２
８
０
，
５
０
０

３
１
０
，
６
０
０

３
５
７
，
２
０
０

３
９
７
，
６
０
０

４
４
０
，
６
０
０

４
２

２
１
６
，
６
０
０

２
４
９
，
３
０
０

２
８
１
，
９
０
０

３
１
２
，
３
０
０

３
５
８
，
３
０
０

３
９
８
，
４
０
０

４
４
１
，
０
０
０

４
３

２
１
７
，
８
０
０

２
５
０
，
２
０
０

２
８
３
，
４
０
０

３
１
４
，
０
０
０

３
５
９
，
５
０
０

３
９
９
，
２
０
０

４
４
１
，
４
０
０

４
４

２
１
９
，
０
０
０

２
５
１
，
０
０
０

２
８
４
，
９
０
０

３
１
５
，
７
０
０

３
６
０
，
７
０
０

４
０
０
，
０
０
０

４
４
１
，
８
０
０

４
５

２
２
０
，
１
０
０

２
５
２
，
１
０
０

２
８
６
，
４
０
０

３
１
６
，
６
０
０

３
６
１
，
９
０
０

４
０
０
，
４
０
０

４
４
２
，
２
０
０

４
６

２
２
１
，
２
０
０

２
５
３
，
４
０
０

２
８
８
，
１
０
０

３
１
８
，
０
０
０

３
６
２
，
７
０
０

４
０
１
，
０
０
０

４
４
２
，
６
０
０

４
７

２
２
２
，
２
０
０

２
５
４
，
７
０
０

２
８
９
，
８
０
０

３
１
９
，
５
０
０

３
６
３
，
９
０
０

４
０
１
，
５
０
０

４
４
３
，
０
０
０

４
８

２
２
３
，
２
０
０

２
５
５
，
９
０
０

２
９
１
，
４
０
０

３
２
１
，
１
０
０

３
６
５
，
０
０
０

４
０
１
，
９
０
０

４
４
３
，
３
０
０

４
９

２
２
４
，
１
０
０

２
５
７
，
４
０
０

２
９
２
，
６
０
０

３
２
２
，
５
０
０

３
６
６
，
０
０
０

４
０
２
，
３
０
０

４
４
３
，
６
０
０

５
０

２
２
５
，
０
０
０

２
５
８
，
８
０
０

２
９
４
，
２
０
０

３
２
３
，
８
０
０

３
６
７
，
０
０
０

４
０
２
，
６
０
０

４
４
４
，
０
０
０

５
１

２
２
５
，
９
０
０

２
６
０
，
０
０
０

２
９
５
，
５
０
０

３
２
５
，
０
０
０

３
６
８
，
０
０
０

４
０
２
，
９
０
０

４
４
４
，
３
０
０

５
２

２
２
６
，
８
０
０

２
６
１
，
２
０
０

２
９
７
，
１
０
０

３
２
６
，
３
０
０

３
６
９
，
０
０
０

４
０
３
，
２
０
０

４
４
４
，
６
０
０

５
３

２
２
７
，
１
０
０

２
６
２
，
２
０
０

２
９
８
，
４
０
０

３
２
７
，
４
０
０

３
６
９
，
８
０
０

４
０
３
，
５
０
０

４
４
４
，
９
０
０

５
４

２
２
７
，
９
０
０

２
６
３
，
５
０
０

２
９
９
，
９
０
０

３
２
８
，
４
０
０

３
７
０
，
６
０
０

４
０
３
，
８
０
０

５
５

２
２
８
，
５
０
０

２
６
４
，
８
０
０

３
０
１
，
３
０
０

３
２
９
，
５
０
０

３
７
１
，
５
０
０

４
０
４
，
１
０
０

５
６

２
２
９
，
３
０
０

２
６
５
，
９
０
０

３
０
２
，
８
０
０

３
３
０
，
５
０
０

３
７
２
，
４
０
０

４
０
４
，
４
０
０

再
任

用
職

員
以

外
の

職
員

５
７

２
３
０
，
１
０
０

２
６
６
，
７
０
０

３
０
３
，
８
０
０

３
３
１
，
０
０
０

３
７
２
，
９
０
０

４
０
４
，
７
０
０

５
８

２
３
０
，
８
０
０

２
６
７
，
９
０
０

３
０
５
，
０
０
０

３
３
１
，
９
０
０

３
７
３
，
７
０
０

４
０
５
，
０
０
０

５
９

２
３
１
，
４
０
０

２
６
９
，
１
０
０

３
０
６
，
２
０
０

３
３
２
，
７
０
０

３
７
４
，
５
０
０

４
０
５
，
３
０
０

６
０

２
３
２
，
０
０
０

２
７
０
，
２
０
０

３
０
７
，
６
０
０

３
３
３
，
６
０
０

３
７
５
，
３
０
０

４
０
５
，
７
０
０

６
１

２
３
２
，
７
０
０

２
７
１
，
１
０
０

３
０
８
，
９
０
０

３
３
４
，
４
０
０

３
７
５
，
７
０
０

４
０
５
，
９
０
０

６
２

２
３
３
，
３
０
０

２
７
２
，
３
０
０

３
１
０
，
１
０
０

３
３
４
，
７
０
０

３
７
６
，
４
０
０

４
０
６
，
２
０
０

６
３

２
３
３
，
９
０
０

２
７
３
，
４
０
０

３
１
１
，
４
０
０

３
３
５
，
３
０
０

３
７
７
，
１
０
０

４
０
６
，
５
０
０

６
４

２
３
４
，
６
０
０

２
７
４
，
５
０
０

３
１
２
，
６
０
０

３
３
６
，
０
０
０

３
７
７
，
８
０
０

４
０
６
，
８
０
０

６
５

２
３
５
，
２
０
０

２
７
５
，
３
０
０

３
１
４
，
１
０
０

３
３
６
，
６
０
０

３
７
８
，
２
０
０

４
０
７
，
０
０
０

６
６

２
３
５
，
９
０
０

２
７
６
，
４
０
０

３
１
４
，
９
０
０

３
３
７
，
３
０
０

３
７
８
，
８
０
０

６
７

２
３
６
，
６
０
０

２
７
７
，
３
０
０

３
１
５
，
７
０
０

３
３
８
，
０
０
０

３
７
９
，
５
０
０

６
８

２
３
７
，
３
０
０

２
７
８
，
４
０
０

３
１
６
，
５
０
０

３
３
８
，
７
０
０

３
８
０
，
１
０
０

６
９

２
３
７
，
９
０
０

２
７
９
，
４
０
０

３
１
７
，
１
０
０

３
３
９
，
４
０
０

３
８
０
，
５
０
０

７
０

２
３
８
，
５
０
０

２
８
０
，
４
０
０

３
１
７
，
８
０
０

３
３
９
，
９
０
０

３
８
１
，
０
０
０

７
１

２
３
９
，
１
０
０

２
８
１
，
５
０
０

３
１
８
，
５
０
０

３
４
０
，
５
０
０

３
８
１
，
５
０
０

７
２

２
３
９
，
６
０
０

２
８
２
，
６
０
０

３
１
９
，
１
０
０

３
４
１
，
１
０
０

３
８
２
，
０
０
０

７
３

２
４
０
，
２
０
０

２
８
３
，
２
０
０

３
１
９
，
８
０
０

３
４
１
，
４
０
０

３
８
２
，
６
０
０

７
４

２
４
０
，
９
０
０

２
８
３
，
９
０
０

３
２
０
，
０
０
０

３
４
２
，
０
０
０

３
８
３
，
１
０
０

７
５

２
４
１
，
６
０
０

２
８
４
，
４
０
０

３
２
０
，
６
０
０

３
４
２
，
５
０
０

３
８
３
，
７
０
０

７
６

２
４
２
，
１
０
０

２
８
５
，
２
０
０

３
２
１
，
２
０
０

３
４
３
，
１
０
０

３
８
４
，
３
０
０

７
７

２
４
２
，
５
０
０

２
８
６
，
０
０
０

３
２
１
，
８
０
０

３
４
３
，
６
０
０

３
８
４
，
８
０
０

７
８

２
４
３
，
０
０
０

２
８
６
，
６
０
０

３
２
２
，
３
０
０

３
４
４
，
１
０
０

３
８
５
，
３
０
０

７
９

２
４
３
，
５
０
０

２
８
７
，
２
０
０

３
２
２
，
８
０
０

３
４
４
，
６
０
０

３
８
５
，
８
０
０

８
０

２
４
３
，
８
０
０

２
８
７
，
８
０
０

３
２
３
，
３
０
０

３
４
５
，
０
０
０

３
８
６
，
３
０
０

８
１

２
４
４
，
１
０
０

２
８
８
，
５
０
０

３
２
３
，
９
０
０

３
４
５
，
３
０
０

３
８
６
，
６
０
０

８
２

２
４
４
，
４
０
０

２
８
９
，
０
０
０

３
２
４
，
４
０
０

３
４
５
，
６
０
０

３
８
７
，
１
０
０
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８
３

２
４
４
，
７
０
０

２
８
９
，
４
０
０

３
２
４
，
８
０
０

３
４
６
，
０
０
０

３
８
７
，
５
０
０

８
４

２
４
５
，
０
０
０

２
８
９
，
８
０
０

３
２
５
，
３
０
０

３
４
６
，
３
０
０

３
８
７
，
９
０
０

８
５

２
４
５
，
３
０
０

２
９
０
，
０
０
０

３
２
５
，
８
０
０

３
４
６
，
８
０
０

３
８
８
，
３
０
０

８
６

２
９
０
，
２
０
０

３
２
６
，
２
０
０

３
４
７
，
１
０
０

８
７

２
９
０
，
４
０
０

３
２
６
，
４
０
０

３
４
７
，
４
０
０

８
８

２
９
０
，
６
０
０

３
２
６
，
８
０
０

３
４
７
，
７
０
０

８
９

２
９
１
，
０
０
０

３
２
７
，
２
０
０

３
４
８
，
１
０
０

９
０

２
９
１
，
２
０
０

３
２
７
，
６
０
０

３
４
８
，
４
０
０

９
１

２
９
１
，
４
０
０

３
２
８
，
０
０
０

３
４
８
，
８
０
０

９
２

２
９
１
，
６
０
０

３
２
８
，
４
０
０

３
４
９
，
１
０
０

９
３

２
９
２
，
０
０
０

３
２
８
，
７
０
０

３
４
９
，
５
０
０

９
４

２
９
２
，
２
０
０

３
２
８
，
９
０
０

３
４
９
，
８
０
０

９
５

２
９
２
，
４
０
０

３
２
９
，
３
０
０

３
５
０
，
１
０
０

９
６

２
９
２
，
７
０
０

３
２
９
，
６
０
０

３
５
０
，
４
０
０

９
７

２
９
３
，
１
０
０

３
２
９
，
８
０
０

３
５
０
，
７
０
０

９
８

２
９
３
，
４
０
０

３
３
０
，
１
０
０

３
５
１
，
１
０
０

９
９

２
９
３
，
６
０
０

３
３
０
，
４
０
０

３
５
１
，
５
０
０

１
０
０

２
９
３
，
９
０
０

３
３
０
，
７
０
０

３
５
１
，
９
０
０

１
０
１

２
９
４
，
２
０
０

３
３
０
，
９
０
０

３
５
２
，
４
０
０

１
０
２

２
９
４
，
４
０
０

３
３
１
，
２
０
０

３
５
２
，
８
０
０

１
０
３

２
９
４
，
６
０
０

３
３
１
，
６
０
０

３
５
３
，
２
０
０

１
０
４

２
９
４
，
９
０
０

３
３
１
，
８
０
０

３
５
３
，
６
０
０

１
０
５

２
９
５
，
２
０
０

３
３
２
，
０
０
０

３
５
４
，
１
０
０

１
０
６

３
３
２
，
２
０
０

１
０
７

３
３
２
，
６
０
０

１
０
８

３
３
２
，
８
０
０

１
０
９

３
３
３
，
０
０
０

１
１
０

３
３
３
，
４
０
０

１
１
１

３
３
３
，
８
０
０

１
１
２

３
３
４
，
２
０
０

１
１
３

３
３
４
，
４
０
０

再
任

用
職

員

１
８
９
，
２
０
０

２
１
５
，
８
０
０

２
４
４
，
１
０
０

２
５
７
，
５
０
０

２
８
２
，
８
０
０

３
２
３
，
６
０
０

３
６
５
，
９
０
０

備
考

こ
の
表
は
、
病
院
、
保
健
所
、
家
畜
保
健
衛
生
所
等
に
勤
務
す
る
薬
剤
師
、
栄
養
士
そ
の
他
の
職
員
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
適
用
す

る
。
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ハ
医
療
職
給
料
表
（
三
）

職
員

の
区

分

職
務

の
級

１
級

２
級

３
級

４
級

５
級

６
級

７
級

号
給

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

円
円

円
円

円
円

円

１
１
７
０
，
３
０
０

１
９
７
，
５
０
０

２
４
４
，
２
０
０

２
６
６
，
３
０
０

２
８
９
，
１
０
０

３
３
０
，
９
０
０

３
７
５
，
０
０
０

２
１
７
１
，
７
０
０

１
９
９
，
４
０
０

２
４
６
，
０
０
０

２
６
７
，
２
０
０

２
９
０
，
７
０
０

３
３
３
，
０
０
０

３
７
７
，
６
０
０

３
１
７
３
，
２
０
０

２
０
１
，
４
０
０

２
４
７
，
８
０
０

２
６
８
，
１
０
０

２
９
２
，
３
０
０

３
３
５
，
０
０
０

３
８
０
，
３
０
０

４
１
７
４
，
６
０
０

２
０
３
，
３
０
０

２
４
９
，
６
０
０

２
６
９
，
０
０
０

２
９
４
，
１
０
０

３
３
７
，
２
０
０

３
８
２
，
９
０
０

５
１
７
６
，
０
０
０

２
０
５
，
４
０
０

２
５
１
，
０
０
０

２
６
９
，
５
０
０

２
９
５
，
７
０
０

３
３
９
，
２
０
０

３
８
５
，
１
０
０

６
１
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０

４
６
１
，
７
０
０

５
８

２
５
０
，
１
０
０

２
７
２
，
２
０
０

３
１
１
，
０
０
０

３
３
７
，
２
０
０

３
７
３
，
８
０
０

４
２
６
，
７
０
０

５
９

２
５
０
，
７
０
０

２
７
３
，
６
０
０

３
１
２
，
２
０
０

３
３
８
，
４
０
０

３
７
４
，
８
０
０

４
２
７
，
３
０
０

６
０

２
５
１
，
５
０
０

２
７
５
，
０
０
０

３
１
３
，
７
０
０

３
３
９
，
７
０
０

３
７
５
，
８
０
０

４
２
７
，
７
０
０

６
１

２
５
２
，
３
０
０

２
７
６
，
３
０
０

３
１
４
，
８
０
０

３
４
０
，
８
０
０

３
７
６
，
４
０
０

４
２
８
，
３
０
０

６
２

２
５
３
，
１
０
０

２
７
７
，
６
０
０

３
１
６
，
１
０
０

３
４
１
，
７
０
０

３
７
７
，
２
０
０

４
２
８
，
８
０
０

６
３

２
５
３
，
９
０
０

２
７
９
，
０
０
０

３
１
７
，
４
０
０

３
４
２
，
９
０
０

３
７
８
，
０
０
０

４
２
９
，
２
０
０

６
４

２
５
４
，
７
０
０

２
８
０
，
１
０
０

３
１
８
，
６
０
０

３
４
４
，
２
０
０

３
７
８
，
８
０
０

４
２
９
，
７
０
０

６
５

２
５
５
，
４
０
０

２
８
１
，
２
０
０

３
１
９
，
９
０
０

３
４
５
，
３
０
０

３
７
９
，
５
０
０

４
３
０
，
３
０
０

６
６

２
５
６
，
１
０
０

２
８
２
，
５
０
０

３
２
１
，
２
０
０

３
４
６
，
５
０
０

３
８
０
，
２
０
０

４
３
０
，
７
０
０

６
７

２
５
６
，
９
０
０

２
８
３
，
８
０
０

３
２
２
，
５
０
０

３
４
７
，
７
０
０

３
８
１
，
０
０
０

４
３
１
，
０
０
０

６
８

２
５
７
，
６
０
０

２
８
５
，
１
０
０

３
２
３
，
８
０
０

３
４
８
，
８
０
０

３
８
１
，
７
０
０

４
３
１
，
３
０
０

６
９

２
５
８
，
４
０
０

２
８
６
，
２
０
０

３
２
４
，
５
０
０

３
４
９
，
８
０
０

３
８
２
，
３
０
０

４
３
１
，
７
０
０

７
０

２
５
９
，
２
０
０

２
８
７
，
７
０
０

３
２
５
，
６
０
０

３
５
０
，
８
０
０

３
８
２
，
９
０
０

７
１

２
６
０
，
１
０
０

２
８
９
，
２
０
０

３
２
６
，
７
０
０

３
５
１
，
９
０
０

３
８
３
，
６
０
０

７
２

２
６
１
，
１
０
０

２
９
０
，
６
０
０

３
２
７
，
６
０
０

３
５
３
，
０
０
０

３
８
４
，
２
０
０

７
３

２
６
２
，
４
０
０

２
９
１
，
６
０
０

３
２
８
，
９
０
０

３
５
３
，
８
０
０

３
８
４
，
９
０
０

７
４

２
６
３
，
７
０
０

２
９
３
，
０
０
０

３
２
９
，
６
０
０

３
５
４
，
９
０
０

３
８
５
，
４
０
０

７
５

２
６
４
，
８
０
０

２
９
４
，
２
０
０

３
３
０
，
７
０
０

３
５
６
，
１
０
０

３
８
６
，
０
０
０

７
６

２
６
５
，
９
０
０

２
９
５
，
５
０
０

３
３
１
，
９
０
０

３
５
７
，
２
０
０

３
８
６
，
５
０
０

７
７

２
６
６
，
８
０
０

２
９
６
，
９
０
０

３
３
３
，
０
０
０

３
５
７
，
９
０
０

３
８
６
，
９
０
０

７
８

２
６
７
，
８
０
０

２
９
８
，
２
０
０

３
３
４
，
２
０
０

３
５
８
，
７
０
０

３
８
７
，
５
０
０

７
９

２
６
９
，
０
０
０

２
９
９
，
４
０
０

３
３
５
，
３
０
０

３
５
９
，
５
０
０

３
８
８
，
０
０
０

８
０

２
７
０
，
０
０
０

３
０
０
，
７
０
０

３
３
６
，
５
０
０

３
６
０
，
２
０
０

３
８
８
，
３
０
０

８
１

２
７
０
，
９
０
０

３
０
１
，
２
０
０

３
３
７
，
６
０
０

３
６
０
，
８
０
０

３
８
８
，
６
０
０

８
２

２
７
１
，
９
０
０

３
０
２
，
４
０
０

３
３
８
，
７
０
０

３
６
１
，
３
０
０

３
８
９
，
１
０
０
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８
３

２
７
２
，
９
０
０

３
０
３
，
５
０
０

３
３
９
，
７
０
０

３
６
１
，
９
０
０

３
８
９
，
５
０
０

８
４

２
７
３
，
８
０
０

３
０
４
，
７
０
０

３
４
０
，
８
０
０

３
６
２
，
４
０
０

３
８
９
，
８
０
０

再
任

用
職

員
以

外
の

職
員

８
５

２
７
４
，
６
０
０

３
０
５
，
８
０
０

３
４
１
，
７
０
０

３
６
３
，
０
０
０

３
９
０
，
１
０
０

８
６

２
７
５
，
４
０
０

３
０
７
，
０
０
０

３
４
２
，
７
０
０

３
６
３
，
５
０
０

３
９
０
，
６
０
０

８
７

２
７
６
，
３
０
０

３
０
８
，
２
０
０

３
４
３
，
６
０
０

３
６
４
，
１
０
０

３
９
１
，
１
０
０

８
８

２
７
７
，
２
０
０

３
０
９
，
３
０
０

３
４
４
，
６
０
０

３
６
４
，
６
０
０

３
９
１
，
５
０
０

８
９

２
７
８
，
０
０
０

３
１
０
，
６
０
０

３
４
５
，
６
０
０

３
６
５
，
０
０
０

３
９
１
，
８
０
０

９
０

２
７
８
，
９
０
０

３
１
１
，
８
０
０

３
４
６
，
４
０
０

３
６
５
，
４
０
０

３
９
２
，
２
０
０

９
１

２
７
９
，
７
０
０

３
１
３
，
０
０
０

３
４
７
，
２
０
０

３
６
６
，
０
０
０

３
９
２
，
７
０
０

９
２

２
８
０
，
７
０
０

３
１
４
，
３
０
０

３
４
８
，
０
０
０

３
６
６
，
５
０
０

３
９
３
，
１
０
０

９
３

２
８
１
，
６
０
０

３
１
５
，
１
０
０

３
４
８
，
６
０
０

３
６
６
，
８
０
０

３
９
３
，
５
０
０

９
４

２
８
２
，
６
０
０

３
１
５
，
８
０
０

３
４
９
，
２
０
０

３
６
７
，
３
０
０

９
５

２
８
３
，
５
０
０

３
１
６
，
５
０
０

３
４
９
，
９
０
０

３
６
７
，
７
０
０

９
６

２
８
４
，
５
０
０

３
１
７
，
１
０
０

３
５
０
，
５
０
０

３
６
８
，
０
０
０

９
７

２
８
５
，
１
０
０

３
１
７
，
８
０
０

３
５
０
，
９
０
０

３
６
８
，
６
０
０

９
８

２
８
５
，
９
０
０

３
１
８
，
１
０
０

３
５
１
，
３
０
０

３
６
９
，
１
０
０

９
９

２
８
６
，
５
０
０

３
１
８
，
７
０
０

３
５
１
，
８
０
０

３
６
９
，
６
０
０

１
０
０

２
８
７
，
４
０
０

３
１
９
，
４
０
０

３
５
２
，
２
０
０

３
７
０
，
１
０
０

１
０
１

２
８
８
，
２
０
０

３
１
９
，
８
０
０

３
５
２
，
７
０
０

３
７
０
，
７
０
０

１
０
２

２
８
９
，
０
０
０

３
２
０
，
４
０
０

３
５
３
，
１
０
０

３
７
１
，
２
０
０

１
０
３

２
８
９
，
８
０
０

３
２
１
，
０
０
０

３
５
３
，
６
０
０

３
７
１
，
７
０
０

１
０
４

２
９
０
，
６
０
０

３
２
１
，
６
０
０

３
５
４
，
０
０
０

３
７
２
，
１
０
０

１
０
５

２
９
１
，
３
０
０

３
２
２
，
０
０
０

３
５
４
，
３
０
０

３
７
２
，
７
０
０

１
０
６

２
９
１
，
８
０
０

３
２
２
，
５
０
０

３
５
４
，
８
０
０

３
７
３
，
２
０
０

１
０
７

２
９
２
，
３
０
０

３
２
３
，
０
０
０

３
５
５
，
３
０
０

３
７
３
，
７
０
０

１
０
８

２
９
２
，
８
０
０

３
２
３
，
５
０
０

３
５
５
，
６
０
０

３
７
４
，
２
０
０

１
０
９

２
９
３
，
０
０
０

３
２
３
，
９
０
０

３
５
６
，
１
０
０

３
７
４
，
８
０
０

１
１
０

２
９
３
，
３
０
０

３
２
４
，
３
０
０

３
５
６
，
６
０
０

３
７
５
，
２
０
０

１
１
１

２
９
３
，
５
０
０

３
２
４
，
６
０
０

３
５
７
，
１
０
０

３
７
５
，
７
０
０

１
１
２

２
９
３
，
９
０
０

３
２
４
，
９
０
０

３
５
７
，
６
０
０

３
７
６
，
２
０
０

１
１
３

２
９
４
，
２
０
０

３
２
５
，
３
０
０

３
５
８
，
１
０
０

３
７
６
，
８
０
０

１
１
４

２
９
４
，
４
０
０

３
２
５
，
７
０
０

３
５
８
，
６
０
０

１
１
５

２
９
４
，
８
０
０

３
２
６
，
１
０
０

３
５
９
，
１
０
０

１
１
６

２
９
５
，
１
０
０

３
２
６
，
４
０
０

３
５
９
，
５
０
０

１
１
７

２
９
５
，
４
０
０

３
２
６
，
６
０
０

３
５
９
，
９
０
０

１
１
８

２
９
５
，
７
０
０

３
２
６
，
９
０
０

３
６
０
，
３
０
０

１
１
９

２
９
６
，
０
０
０

３
２
７
，
３
０
０

３
６
０
，
８
０
０

１
２
０

２
９
６
，
４
０
０

３
２
７
，
５
０
０

３
６
１
，
３
０
０

１
２
１

２
９
６
，
７
０
０

３
２
７
，
７
０
０

３
６
１
，
７
０
０

１
２
２

２
９
７
，
１
０
０

３
２
８
，
０
０
０

３
６
２
，
２
０
０

１
２
３

２
９
７
，
４
０
０

３
２
８
，
３
０
０

３
６
２
，
７
０
０

１
２
４

２
９
７
，
８
０
０

３
２
８
，
６
０
０

３
６
３
，
２
０
０

１
２
５

２
９
８
，
０
０
０

３
２
８
，
８
０
０

３
６
３
，
５
０
０
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１
２
６

２
９
８
，
２
０
０

３
２
９
，
１
０
０

１
２
７

２
９
８
，
５
０
０

３
２
９
，
５
０
０

１
２
８

２
９
８
，
９
０
０

３
２
９
，
７
０
０

１
２
９

２
９
９
，
１
０
０

３
２
９
，
９
０
０

１
３
０

２
９
９
，
４
０
０

３
３
０
，
１
０
０

１
３
１

２
９
９
，
８
０
０

３
３
０
，
５
０
０

１
３
２

３
０
０
，
２
０
０

３
３
０
，
７
０
０

１
３
３

３
０
０
，
４
０
０

３
３
１
，
０
０
０

１
３
４

３
０
０
，
７
０
０

３
３
１
，
４
０
０

１
３
５

３
０
１
，
１
０
０

３
３
１
，
８
０
０

１
３
６

３
０
１
，
４
０
０

３
３
２
，
２
０
０

１
３
７

３
０
１
，
６
０
０

３
３
２
，
５
０
０

１
３
８

３
０
１
，
９
０
０

３
３
２
，
９
０
０

１
３
９

３
０
２
，
３
０
０

３
３
３
，
３
０
０

１
４
０

３
０
２
，
６
０
０

３
３
３
，
７
０
０

１
４
１

３
０
２
，
８
０
０

３
３
４
，
０
０
０

１
４
２

３
０
３
，
２
０
０

３
３
４
，
４
０
０

１
４
３

３
０
３
，
６
０
０

３
３
４
，
７
０
０

１
４
４

３
０
３
，
９
０
０

３
３
５
，
１
０
０

１
４
５

３
０
４
，
１
０
０

３
３
５
，
４
０
０

１
４
６

３
０
４
，
３
０
０

３
３
５
，
８
０
０

１
４
７

３
０
４
，
６
０
０

３
３
６
，
２
０
０

１
４
８

３
０
５
，
０
０
０

３
３
６
，
６
０
０

１
４
９

３
０
５
，
２
０
０

３
３
６
，
９
０
０

１
５
０

３
０
５
，
４
０
０

３
３
７
，
３
０
０

１
５
１

３
０
５
，
７
０
０

３
３
７
，
７
０
０

１
５
２

３
０
６
，
０
０
０

３
３
８
，
１
０
０

１
５
３

３
０
６
，
４
０
０

３
３
８
，
４
０
０

１
５
４

３
０
６
，
６
０
０

１
５
５

３
０
６
，
８
０
０

１
５
６

３
０
７
，
１
０
０

１
５
７

３
０
７
，
４
０
０

１
５
８

３
０
７
，
７
０
０

１
５
９

３
０
８
，
０
０
０

１
６
０

３
０
８
，
３
０
０

１
６
１

３
０
８
，
７
０
０

１
６
２

３
０
９
，
０
０
０

１
６
３

３
０
９
，
３
０
０

１
６
４

３
０
９
，
６
０
０

１
６
５

３
１
０
，
０
０
０

１
６
６

３
１
０
，
３
０
０

１
６
７

３
１
０
，
６
０
０

１
６
８

３
１
０
，
９
０
０
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１
６
９

３
１
１
，
３
０
０

再
任

用
職

員

２
３
５
，
７
０
０

２
５
６
，
０
０
０

２
６
３
，
２
０
０

２
７
３
，
５
０
０

２
８
９
，
８
０
０

３
２
７
，
０
０
０

３
７
１
，
５
０
０

備
考

こ
の
表
は
、
病
院
、
保
健
所
等
に
勤
務
す
る
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
、
准
看
護
師
そ
の
他
の
職
員
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
適
用

す
る
。
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第 二 条 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 十 条 第 二 項 第 一 号 中 「 百 分 の 百 五 」 を 「 百 分 の 百 」 に 、 「 百 分 の 百 二 十 五 」 を 「 百 分 の 百

二 十 」 に 改 め 、 同 項 第 二 号 中 「 百 分 の 四 十 五 」 を 「 百 分 の 四 十 七 ・ 五 」 に 、 「 百 分 の 五 十 五 」 を

「 百 分 の 五 十 七 ・ 五 」 に 改 め る 。

（ 一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 及 び 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 三 条 一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 及 び 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 七 年 石 川 県 条 例 第 九

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 八 条 第 三 項 か ら 第 五 項 ま で の 規 定 中 「 百 分 の 百 六 十 二 ・ 五 」 を 「 百 分 の 百 六 十 七 ・ 五 」 に 改

め る 。

別 表 第 一 か ら 別 表 第 三 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。

別
表
第
１
（
第
６
条
関
係
）

第
１
号
任
期
付
研
究
員
給
料
表

号
給

給
料

月
額

円

１
３
９
９
，
０
０
０

２
４
５
７
，
０
０
０

３
５
１
７
，
０
０
０

４
５
９
８
，
０
０
０

５
６
９
５
，
０
０
０

６
７
９
４
，
０
０
０

別
表
第
２
（
第
６
条
関
係
）

第
２
号
任
期
付
研
究
員
給
料
表

号
給

給
料

月
額

円

１
３
３
３
，
０
０
０

２
３
６
８
，
０
０
０

３
３
９
５
，
０
０
０

別
表
第
３
（
第
６
条
関
係
）

特
定
任
期
付
職
員
給
料
表

号
給

給
料

月
額

円

１
３
７
７
，
０
０
０

２
４
２
３
，
０
０
０

３
４
７
３
，
０
０
０

４
５
３
５
，
０
０
０

５
６
１
０
，
０
０
０

６
７
１
２
，
０
０
０

７
８
３
３
，
０
０
０



議

案

第

十

号

一

般

職

の

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

等

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

に

つ

い

て

（７２）

第 四 条 一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 及 び 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 八 条 第 三 項 か ら 第 五 項 ま で の 規 定 中 「 百 分 の 百 六 十 七 ・ 五 」 を 「 百 分 の 百 六 十 五 」 に 改 め る 。

（ 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 五 条 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 一 年 石 川 県 条 例 第 二 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。

第 二 条 中 第 三 十 五 号 を 第 三 十 六 号 と し 、 第 十 三 号 か ら 第 三 十 四 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第

十 二 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

十 三 看 護 職 員 等 処 遇 改 善 手 当

第 四 条 第 一 項 第 一 号 中 「 （ 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職 員 を 除 く 。 ） 」 を 削 る 。

第 六 条 の 三 の 二 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

（ 看 護 職 員 等 処 遇 改 善 手 当 ）

第 六 条 の 三 の 三 看 護 職 員 等 処 遇 改 善 手 当 は 、 次 に 掲 げ る 職 員 に 支 給 す る 。

一 中 央 病 院 に 勤 務 す る 保 健 師 、 助 産 師 、 看 護 師 及 び 准 看 護 師

二 中 央 病 院 に 勤 務 す る 職 員 （ 前 号 に 掲 げ る 職 員 を 除 く 。 ） の う ち 、 知 事 が 指 定 す る 職 員

三 泉 こ ど も 園 に 勤 務 す る 職 員

２ 前 項 の 手 当 の 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。

一 前 項 第 一 号 に 掲 げ る 職 員 月 額 一 万 千 二 百 円

二 前 項 第 二 号 に 掲 げ る 職 員 月 額 三 千 二 百 円

三 前 項 第 三 号 に 掲 げ る 職 員 月 額 九 千 円

（ 石 川 県 会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 等 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 六 条 石 川 県 会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 等 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 （ 令 和 元 年 石 川 県 条 例 第 十 三

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 条 第 二 項 及 び 第 五 条 第 五 項 中 「 百 分 の 百 二 十 五 」 を 「 百 分 の 百 三 十 」 に 改 め る 。

第 七 条 石 川 県 会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 等 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 条 第 二 項 及 び 第 五 条 第 五 項 中 「 百 分 の 百 三 十 」 を 「 百 分 の 百 二 十 七 ・ 五 」 に 改 め る 。

（ 知 事 、 副 知 事 給 与 条 例 等 の 一 部 改 正 ）

第 八 条 次 に 掲 げ る 条 例 の 規 定 中 「 百 分 の 百 六 十 二 ・ 五 」 を 「 百 分 の 百 六 十 七 ・ 五 」 に 改 め る 。

一 知 事 、 副 知 事 給 与 条 例 （ 昭 和 二 十 二 年 石 川 県 条 例 第 三 号 ） 第 三 条 第 二 項

二 教 育 長 の 給 与 、 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 二 年 石 川 県 条 例 第 五 十

二 号 ） 第 四 条 第 二 項 た だ し 書

三 識 見 を 有 す る 者 の う ち か ら 選 任 さ れ た 監 査 委 員 給 与 等 支 給 条 例 （ 昭 和 三 十 五 年 石 川 県 条 例 第

十 一 号 ） 第 六 条 第 二 項 た だ し 書

第 九 条 次 に 掲 げ る 条 例 の 規 定 中 「 百 分 の 百 六 十 七 ・ 五 」 を 「 百 分 の 百 六 十 五 」 に 改 め る 。

一 知 事 、 副 知 事 給 与 条 例 第 三 条 第 二 項
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二 教 育 長 の 給 与 、 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 等 に 関 す る 条 例 第 四 条 第 二 項 た だ し 書

三 識 見 を 有 す る 者 の う ち か ら 選 任 さ れ た 監 査 委 員 給 与 等 支 給 条 例 第 六 条 第 二 項 た だ し 書

（ 石 川 県 議 会 議 員 の 議 員 報 酬 等 及 び 費 用 弁 償 支 給 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 十 条 石 川 県 議 会 議 員 の 議 員 報 酬 等 及 び 費 用 弁 償 支 給 条 例 （ 昭 和 三 十 一 年 石 川 県 条 例 第 三 十 九

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 条 第 二 項 た だ し 書 中 「 百 分 の 百 六 十 二 ・ 五 」 を 「 百 分 の 百 六 十 七 ・ 五 」 に 改 め る 。

第 十 一 条 石 川 県 議 会 議 員 の 議 員 報 酬 等 及 び 費 用 弁 償 支 給 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 条 第 二 項 た だ し 書 中 「 百 分 の 百 六 十 七 ・ 五 」 を 「 百 分 の 百 六 十 五 」 に 改 め る 。

附 則

（ 施 行 期 日 等 ）

１ こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 二 条 、 第 四 条 、 第 五 条 、 第 七 条 、 第 九 条 及 び

第 十 一 条 の 規 定 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

２ 第 一 条 の 規 定 （ 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 以 下 「 給 与 条 例 」 と い う 。 ） 別 表 第 一 か ら

別 表 第 五 ま で の 改 正 規 定 に 限 る 。 ） に よ る 改 正 後 の 給 与 条 例 の 規 定 及 び 第 三 条 の 規 定 （ 一 般 職 の

任 期 付 研 究 員 及 び 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 （ 以 下 「 任 期 付 研 究 員 等 条 例 」 と い う 。 ） 別

表 第 一 か ら 別 表 第 三 ま で の 改 正 規 定 に 限 る 。 ） に よ る 改 正 後 の 任 期 付 研 究 員 等 条 例 の 規 定 は 、 令

和 四 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す る 。

３ 第 一 条 の 規 定 （ 給 与 条 例 第 二 十 条 第 二 項 の 改 正 規 定 に 限 る 。 ） に よ る 改 正 後 の 給 与 条 例 の 規 定 、

第 三 条 の 規 定 （ 任 期 付 研 究 員 等 条 例 第 八 条 第 三 項 か ら 第 五 項 ま で の 改 正 規 定 に 限 る 。 ） に よ る 改

正 後 の 任 期 付 研 究 員 等 条 例 の 規 定 、 第 六 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 石 川 県 会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬

等 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 （ 次 項 に お い て 「 改 正 後 の 会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬 等 条 例 」 と い う 。 ）

の 規 定 、 第 八 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 知 事 、 副 知 事 給 与 条 例 （ 附 則 第 五 項 に お い て 「 改 正 後 の 知

事 、 副 知 事 給 与 条 例 」 と い う 。 ） 、 教 育 長 の 給 与 、 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 等 に 関 す る 条 例 （ 同

項 に お い て 「 改 正 後 の 教 育 長 給 与 等 条 例 」 と い う 。 ） 及 び 識 見 を 有 す る 者 の う ち か ら 選 任 さ れ た

監 査 委 員 給 与 等 支 給 条 例 （ 同 項 に お い て 「 改 正 後 の 監 査 委 員 給 与 等 条 例 」 と い う 。 ） の 規 定 並 び

に 第 十 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 石 川 県 議 会 議 員 の 議 員 報 酬 等 及 び 費 用 弁 償 支 給 条 例 （ 附 則 第 六 項

に お い て 「 改 正 後 の 議 員 報 酬 等 条 例 」 と い う 。 ） の 規 定 は 、 令 和 四 年 十 二 月 一 日 か ら 適 用 す る 。

（ 給 与 の 内 払 ）

４ 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 給 与 条 例 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 改 正 後 の 給 与 条 例 」 と い う 。 ） 、

第 三 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 任 期 付 研 究 員 等 条 例 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 改 正 後 の 任 期 付 研 究 員

等 条 例 」 と い う 。 ） 又 は 改 正 後 の 会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬 等 条 例 の 規 定 を 適 用 す る 場 合 に は 、 第 一

条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 給 与 条 例 、 第 三 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 任 期 付 研 究 員 等 条 例 又 は 第 六 条

の 規 定 に よ る 改 正 前 の 石 川 県 会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 等 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 の 規 定 に 基 づ

い て 支 給 さ れ た 給 与 は 、 そ れ ぞ れ 改 正 後 の 給 与 条 例 、 改 正 後 の 任 期 付 研 究 員 等 条 例 又 は 改 正 後 の



議

案

第

十

号

一

般

職

の

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

等

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

に

つ

い

て

（７４）

会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬 等 条 例 の 規 定 に よ る 給 与 の 内 払 と み な す 。

５ 改 正 後 の 知 事 、 副 知 事 給 与 条 例 、 改 正 後 の 教 育 長 給 与 等 条 例 又 は 改 正 後 の 監 査 委 員 給 与 等 条 例

の 規 定 を 適 用 す る 場 合 に は 、 第 八 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 知 事 、 副 知 事 給 与 条 例 、 教 育 長 の 給 与 、

勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 等 に 関 す る 条 例 又 は 識 見 を 有 す る 者 の う ち か ら 選 任 さ れ た 監 査 委 員 給

与 等 支 給 条 例 の 規 定 に 基 づ い て 支 給 さ れ た 給 与 は 、 そ れ ぞ れ 改 正 後 の 知 事 、 副 知 事 給 与 条 例 、 改

正 後 の 教 育 長 給 与 等 条 例 又 は 改 正 後 の 監 査 委 員 給 与 等 条 例 の 規 定 に よ る 給 与 の 内 払 と み な す 。

６ 改 正 後 の 議 員 報 酬 等 条 例 の 規 定 を 適 用 す る 場 合 に は 、 第 十 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 石 川 県 議 会

議 員 の 議 員 報 酬 等 及 び 費 用 弁 償 支 給 条 例 の 規 定 に 基 づ い て 支 給 さ れ た 給 与 は 、 改 正 後 の 議 員 報 酬

等 条 例 の 規 定 に よ る 給 与 の 内 払 と み な す 。

（ 人 事 委 員 会 規 則 へ の 委 任 ）

７ 附 則 第 四 項 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め

る 。

提 案 理 由

石 川 県 人 事 委 員 会 の 令 和 四 年 十 月 十 七 日 付 け 勧 告 等 に 鑑 み 、 一 般 職 の 職 員 の 給 料 及 び 勤 勉 手 当 の

額 の 改 定 を 行 う 等 の 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。



議

案

第

十

一

号

公

の

施

設

の

指

定

管

理

者

の

指

定

に

つ

い

て

（７５）

議
案
第
１
１
号

公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
６
７
号
）
第
２
４
４
条
の
２
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
４
年
１
２
月
１
日
提
出

石
川
県
知
事

馳
浩

施
設
の
名
称

指
定
管
理
者

指
定
期
間

石
川
県
立
音
楽
堂

金
沢
市
昭
和
町
２
０
番
１
号

公
益
財
団
法
人
石
川
県
音
楽
文
化
振
興
事
業
団

理
事
長
西
垣
淳
子

令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
１
０
年
３
月
３
１
日
ま
で

石
川
県
サ
ッ
カ
ー
・
ラ
グ
ビ
ー
競
技

場

能
美
市
来
丸
町
１
１
１
０
番
地

能
美
市

能
美
市
長
井
出
敏
朗

令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
１
０
年
３
月
３
１
日
ま
で

石
川
県
立
野
球
場

金
沢
市
袋
畠
町
南
１
９
３
番
地

一
般
財
団
法
人
石
川
県
県
民
ふ
れ
あ
い
公
社

理
事
長
上
出
孝
之

令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
１
０
年
３
月
３
１
日
ま
で

石
川
県
立
自
転
車
競
技
場

河
北
郡
内
灘
町
字
宮
坂
に
１
番
地
３

一
般
財
団
法
人
内
灘
町
公
共
施
設
管
理
公
社

理
事
長
桐
山
一
人

令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
１
０
年
３
月
３
１
日
ま
で

石
川
県
西
部
緑
地
公
園
陸
上
競
技
場
金
沢
市
袋
畠
町
南
１
９
３
番
地

一
般
財
団
法
人
石
川
県
県
民
ふ
れ
あ
い
公
社

理
事
長
上
出
孝
之

令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
１
０
年
３
月
３
１
日
ま
で

石
川
県
西
部
緑
地
公
園
テ
ニ
ス
コ
ー

ト

東
京
都
千
代
田
区
神
田
駿
河
台
三
丁
目
３
番
地
４

三
幸
株
式
会
社

代
表
取
締
役
橋
本
有
史

令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
１
０
年
３
月
３
１
日
ま
で



議

案

第

十

一

号

公

の

施

設

の

指

定

管

理

者

の

指

定

に

つ

い

て

（７６）

施
設
の
名
称

指
定
管
理
者

指
定
期
間

石
川
県
女
性
セ
ン
タ
ー

金
沢
市
三
社
町
１
番
４
４
号

一
般
財
団
法
人
石
川
県
女
性
セ
ン
タ
ー

理
事
長
能
木
場
由
紀
子

令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
１
０
年
３
月
３
１
日
ま
で

石
川
県
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン

タ
ー

金
沢
市
赤
土
町
ニ
１
３
番
地
６

社
会
福
祉
法
人
恩
賜
財
団
済
生
会
支
部
石
川
県
済
生
会

支
部
長
西
口
寿
一

令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
１
０
年
３
月
３
１
日
ま
で

石
川
県
精
育
園

七
尾
市
青
山
町
ろ
部
２
２
番

社
会
福
祉
法
人
徳
充
会

理
事
長
神
野
正
博

令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
１
０
年
３
月
３
１
日
ま
で

石
川
県
立
錦
城
学
園

金
沢
市
上
中
町
イ
６
７
番
２

社
会
福
祉
法
人
松
原
愛
育
会

理
事
長
柳
下
道
子

令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
１
０
年
３
月
３
１
日
ま
で

石
川
県
母
子
・
父
子
福
祉
セ
ン
タ
ー
金
沢
市
三
社
町
１
番
４
４
号

公
益
財
団
法
人
石
川
県
母
子
寡
婦
福
祉
連
合
会

会
長
米
田
浅
子

令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
１
０
年
３
月
３
１
日
ま
で

石
川
県
青
少
年
総
合
研
修
セ
ン
タ
ー
金
沢
市
小
将
町
８
番
３
３
号

株
式
会
社
ア
イ
・
イ
ー
・
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ

代
表
取
締
役
板
坂

忠

令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
１
０
年
３
月
３
１
日
ま
で

石
川
県
夕
日
寺
健
民
自
然
園

金
沢
市
鞍
月
二
丁
目
１
番
地

公
益
社
団
法
人
い
し
か
わ
環
境
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
県
民
会
議

会
長
蔵
本
和
夫

令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
１
０
年
３
月
３
１
日
ま
で

の
と
海
洋
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

金
沢
市
袋
畠
町
南
１
９
３
番
地

一
般
財
団
法
人
石
川
県
県
民
ふ
れ
あ
い
公
社

理
事
長
上
出
孝
之

令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
１
０
年
３
月
３
１
日
ま
で

室
堂
セ
ン
タ
ー
、
室
堂
く
ろ
ゆ
り

荘
、
室
堂
こ
ざ
く
ら
荘
、
室
堂
御
前

荘
、
室
堂
白
山
荘

白
山
市
三
宮
町
ニ
１
０
５
番
地
１

一
般
財
団
法
人
白
山
観
光
協
会

理
事
長
安
達

明

令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
１
０
年
３
月
３
１
日
ま
で

南
竜
ヶ
馬
場
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
、

南
竜
ヶ
馬
場
ケ
ビ
ン
、
南
竜
ヶ
馬
場

野
営
場
、
南
竜
山
荘

白
山
市
七
原
町
７
７
番
地

一
般
財
団
法
人
白
山
市
地
域
振
興
公
社

理
事
長
北
村

潔

令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
１
０
年
３
月
３
１
日
ま
で



議

案

第

十

一

号

公

の

施

設

の

指

定

管

理

者

の

指

定

に

つ

い

て

（７７）

市
ノ
瀬
野
営
場

白
山
市
七
原
町
７
７
番
地

一
般
財
団
法
人
白
山
市
地
域
振
興
公
社

理
事
長
北
村

潔

令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
１
０
年
３
月
３
１
日
ま
で

中
宮
温
泉
野
営
場

白
山
市
七
原
町
７
７
番
地

一
般
財
団
法
人
白
山
市
地
域
振
興
公
社

理
事
長
北
村

潔

令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
１
０
年
３
月
３
１
日
ま
で

能
登
千
里
浜
休
暇
村
野
営
場

東
京
都
台
東
区
東
上
野
五
丁
目
１
番
５
号

一
般
財
団
法
人
休
暇
村
協
会

理
事
長
小
野
寺

聡

令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
１
０
年
３
月
３
１
日
ま
で

木
ノ
浦
健
民
休
暇
村
野
営
場

珠
洲
市
上
戸
町
北
方
１
字
６
番
地
の
２

珠
洲
市

珠
洲
市
長
泉
谷
満
寿
裕

令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
１
０
年
３
月
３
１
日
ま
で

輪
島
エ
コ
ロ
ジ
ー
キ
ャ
ン
プ
場

輪
島
市
小
伊
勢
町
下
島
田
１
３
番
地
１

株
式
会
社
上
田
組

代
表
取
締
役
上
田
剛
志

令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
１
０
年
３
月
３
１
日
ま
で

白
山
国
立
公
園
セ
ン
タ
ー

白
山
市
白
峰
ロ
９
番
地

特
定
非
営
利
活
動
法
人
白
峰
ま
ち
づ
く
り
協
議
会

理
事
長
小
田
吉
一

令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
１
０
年
３
月
３
１
日
ま
で

石
川
県
片
野
鴨
池
健
民
自
然
園

加
賀
市
大
聖
寺
南
町
ニ
４
１
番
地

加
賀
市

加
賀
市
長
宮
元

陸

令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
１
０
年
３
月
３
１
日
ま
で

石
川
ハ
イ
テ
ク
交
流
セ
ン
タ
ー

金
沢
市
鞍
月
二
丁
目
２
０
番
地

公
益
財
団
法
人
石
川
県
産
業
創
出
支
援
機
構

理
事
長

田
中
新
太
郎

令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
１
０
年
３
月
３
１
日
ま
で

金
沢
港
ク
ル
ー
ズ
タ
ー
ミ
ナ
ル

Ｋ
Ｃ
Ｓ
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム

代
表
者
金
沢
市
南
町
２
番
１
号

株
式
会
社
ケ
ィ
・
シ
ィ
・
エ
ス

代
表
取
締
役
谷
内
一
夫

構
成
員
金
沢
市
南
町
２
番
１
号

太
平
ビ
ル
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役
狩
野
伸
彌

令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
８
年
３
月
３
１
日
ま
で



議

案

第

十

一

号

公

の

施

設

の

指

定

管

理

者

の

指

定

に

つ

い

て

（７８）

施
設
の
名
称

指
定
管
理
者

指
定
期
間

石
川
県
産
業
展
示
館

金
沢
市
袋
畠
町
南
１
９
３
番
地

一
般
財
団
法
人
石
川
県
県
民
ふ
れ
あ
い
公
社

理
事
長
上
出
孝
之

令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
１
０
年
３
月
３
１
日
ま
で

石
川
県
立
山
中
漆
器
産
業
技
術
セ
ン

タ
ー

加
賀
市
山
中
温
泉
塚
谷
町
イ
２
７
０
番
地

公
益
財
団
法
人
山
中
漆
器
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー

理
事
長
内
田
滋
一

令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
１
０
年
３
月
３
１
日
ま
で

石
川
県
森
林
公
園

森
林
公
園
地
域
振
興
会
・
金
沢
森
林
組
合
エ
コ
グ
ル
ー
プ

代
表
者
河
北
郡
津
幡
町
字
上
矢
田
ヰ
８
番
甲

一
般
社
団
法
人
森
林
公
園
地
域
振
興
会

代
表
理
事
坂
本

守

構
成
員
金
沢
市
永
安
町
７
７
番
地

金
沢
森
林
組
合

代
表
理
事
組
合
長
山
�
浩
一

令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
１
０
年
３
月
３
１
日
ま
で

石
川
県
健
康
の
森

鳳
珠
郡
穴
水
町
字
麦
ケ
浦
１
７
字
５
番
地

能
登
森
林
組
合

代
表
理
事
組
合
長
亀
井
順
一
郎

令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
１
０
年
３
月
３
１
日
ま
で

石
川
県
県
民
の
森

加
賀
市
山
中
温
泉
今
立
町
イ
１
７
９
番
地

県
民
の
森
地
域
振
興
会

会
長
河
原
泰
弘

令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
１
０
年
３
月
３
１
日
ま
で

石
川
県
国
際
交
流
セ
ン
タ
ー

金
沢
市
本
町
一
丁
目
５
番
３
号

公
益
財
団
法
人
石
川
県
国
際
交
流
協
会

理
事
長
中
西
吉
明

令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
１
０
年
３
月
３
１
日
ま
で

石
川
県
湖
南
運
動
公
園

金
沢
市
袋
畠
町
南
１
９
３
番
地

一
般
財
団
法
人
石
川
県
県
民
ふ
れ
あ
い
公
社

理
事
長
上
出
孝
之

令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
１
０
年
３
月
３
１
日
ま
で

金
沢
港
金
石
地
区
船
だ
ま
り

金
沢
市
北
安
江
三
丁
目
１
番
３
８
号

石
川
県
漁
業
協
同
組
合

代
表
理
事
組
合
長
笹
原
丈
光

令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
１
０
年
３
月
３
１
日
ま
で



議

案

第

十

一

号

公

の

施

設

の

指

定

管

理

者

の

指

定

に

つ

い

て

（７９）

石
川
県
滝
港
マ
リ
ー
ナ

羽
咋
市
中
央
町
フ
１
６
２
番
地

有
限
会
社
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
ド
ゥ

代
表
取
締
役
中
田
隆
夫

令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
１
０
年
３
月
３
１
日
ま
で

犀
川
左
岸
流
域
下
水
道
（
汚
泥
共
同

処
理
施
設
に
限
る
）

金
沢
市
広
岡
三
丁
目
３
番
３
０
号

金
沢
市

金
沢
市
公
営
企
業
管
理
者
平
嶋
正
実

令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
１
０
年
３
月
３
１
日
ま
で

健
民
海
浜
公
園

Ｔ
＆
Ａ
有
限
責
任
事
業
組
合

代
表
者
金
沢
市
松
島
町
１
７
番
地

株
式
会
社
西
イ
ン
タ
ー
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス

代
表
取
締
役
山
田
健
嗣

構
成
員
金
沢
市
泉
が
丘
二
丁
目
９
番
３
号

ア
サ
ヒ
株
式
会
社

代
表
取
締
役
朝
倉
宏
太

令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
１
０
年
３
月
３
１
日
ま
で

西
部
緑
地
公
園

金
沢
市
袋
畠
町
南
１
９
３
番
地

一
般
財
団
法
人
石
川
県
県
民
ふ
れ
あ
い
公
社

理
事
長
上
出
孝
之

令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
１
０
年
３
月
３
１
日
ま
で

木
場
潟
公
園
（
東
園
地
を
除
く
）

小
松
市
三
谷
町
ら
之
部
５
８
番
地

公
益
財
団
法
人
木
場
潟
公
園
協
会

代
表
理
事
田
中
誠
一

令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
１
０
年
３
月
３
１
日
ま
で

粟
津
公
園

金
沢
市
専
光
寺
町
タ
９
番
地
１
０

駒
谷
造
園
株
式
会
社

代
表
取
締
役
駒
谷
正
彦

令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
１
０
年
３
月
３
１
日
ま
で

手
取
公
園

白
山
市
倉
光
二
丁
目
１
番
地

白
山
市

白
山
市
長
山
田
憲
昭

令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
１
０
年
３
月
３
１
日
ま
で

松
任
海
浜
公
園

白
山
市
倉
光
二
丁
目
１
番
地

白
山
市

白
山
市
長
山
田
憲
昭

令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
１
０
年
３
月
３
１
日
ま
で

大
野
湊
緑
地
公
園

金
沢
市
金
石
本
町
ロ
５
５
番
地

公
益
財
団
法
人
銭
五
顕
彰
会

理
事
長
森
岡
篤
弘

令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
１
０
年
３
月
３
１
日
ま
で



議

案

第

十

一

号

公

の

施

設

の

指

定

管

理

者

の

指

定

に

つ

い

て

（８０）

施
設
の
名
称

指
定
管
理
者

指
定
期
間

能
登
歴
史
公
園
（
石
動
山
地
区
）

鹿
島
郡
中
能
登
町
末
坂
９
部
４
６
番
地

中
能
登
町

中
能
登
町
長
宮
下
為
幸

令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
１
０
年
３
月
３
１
日
ま
で

白
山
ろ
く
テ
ー
マ
パ
ー
ク

加
賀
市
新
保
町
カ
３
３
番
地

株
式
会
社
岸
グ
リ
ー
ン
サ
ー
ビ
ス

代
表
取
締
役
岸

省
悟

令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
１
０
年
３
月
３
１
日
ま
で

木
場
潟
公
園
（
東
園
地
に
限
る
）

加
賀
市
新
保
町
カ
３
３
番
地

株
式
会
社
岸
グ
リ
ー
ン
サ
ー
ビ
ス

代
表
取
締
役
岸

省
悟

令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
８
年
３
月
３
１
日
ま
で

石
川
県
県
営
住
宅
、
石
川
県
特
別
県

営
住
宅
（
全
５
５
団
地
）

ヒ
ュ
ー
マ
ン
ネ
ッ
ト
・
若
草
ホ
ー
ム
産
業
共
同
企
業
体

代
表
者
金
沢
市
西
念
三
丁
目
１
５
番
２
３
号

株
式
会
社
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ネ
ッ
ト

代
表
取
締
役
西

智
明

構
成
員
金
沢
市
若
草
町
１
６
番
１
号

株
式
会
社
若
草
ホ
ー
ム
産
業

代
表
取
締
役
関

大
輔

令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
１
０
年
３
月
３
１
日
ま
で

石
川
県
安
全
運
転
研
修
所

金
沢
市
東
蚊
爪
町
二
丁
目
１
番
地

一
般
財
団
法
人
石
川
県
交
通
安
全
協
会

会
長
�
田
直
人

令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
１
０
年
３
月
３
１
日
ま
で

石
川
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

金
沢
市
中
戸
町
１
８
番
地
１

公
益
財
団
法
人
石
川
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

理
事
長
北
野
喜
樹

令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
１
０
年
３
月
３
１
日
ま
で



議

案

第

十

二

号

財

産

の

取

得

に

つ

い

て

（

パ

ー

ソ

ナ

ル

コ

ン

ピ

ュ

ー

タ

）

（８１）

議
案
第
１
２
号

財
産
の
取
得
に
つ
い
て

事
務
の
用
に
供
す
る
た
め
、
次
の
財
産
を
取
得
す
る
。

令
和
４
年
１
２
月
１
日
提
出

石
川
県
知
事

馳
浩

１
財
産
の
種
類
及
び
数
量

パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

１
，
８
７
０
台

２
取
得
金
額

１
６
２
，
０
８
８
，
３
０
０
円

３
取
得
の
相
手
方

東
京
都
大
田
区
中
馬
込
一
丁
目
３
番
６
号

リ
コ
ー
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社

代
表
取
締
役
木
村
和
広

上
記
代
理
人
金
沢
市
広
岡
一
丁
目
１
３
番
２
２
号

リ
コ
ー
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
本
部
石
川
支
社
石
川
営
業
部

部
長
石
黒
貴
紀





議

案

第

十

三

号

当

せ

ん

金

付

証

票

の

発

売

に

つ

い

て

（８３）

議
案
第
１
３
号

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
つ
い
て

当
せ
ん
金
付
証
票
法
（
昭
和
２
３
年
法
律
第
１
４
４
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
令
和
５
年
度
中
に
当
せ
ん
金
付
証
票
を
総
額
１
０
，
５
０
０
，
０
０
０
千
円
の
範
囲
内
に
お
い
て
発
売
す

る
。 令
和
４
年
１
２
月
１
日
提
出

石
川
県
知
事

馳
浩





議

案

第

十

四

号

請

負

契

約

の

締

結

に

つ

い

て

（

い

し

か

わ

動

物

愛

護

セ

ン

タ

ー

本

棟

建

設

工

事

（

建

築

）

）

（８５）

議
案
第
１
４
号

請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

請
負
契
約
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。

令
和
４
年
１
２
月
１
日
提
出

石
川
県
知
事

馳
浩

１
工
事
の
名
称

い
し
か
わ
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
本
棟
建
設
工
事
（
建
築
）

２
契
約
金
額

６
０
９
，
４
０
０
，
０
０
０
円

３
契
約
の
相
手
方

岡
・
表
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体

代
表
者
金
沢
市
泉
本
町
二
丁
目
１
４
１
番
地

株
式
会
社
岡
組

代
表
取
締
役
永
井
賢
士

構
成
員
か
ほ
く
市
外
日
角
イ
６
０
番
地

株
式
会
社
表
組

代
表
取
締
役
表

守
活





議

案

第

十

五

号

石

川

県

自

転

車

の

安

全

で

適

正

な

利

用

及

び

活

用

の

推

進

に

関

す

る

条

例

に

つ

い

て

（８７）

目 次
第 一 章 総 則 （ 第 一 条

－

第 十 条 ）

第 二 章 自 転 車 の 安 全 で 適 正 な 利 用 に 関 す る 施 策 （ 第 十 一 条

－

第 十 五 条 ）

第 三 章 自 転 車 保 険 へ の 加 入 等 （ 第 十 六 条

－

第 十 八 条 ）

第 四 章 自 転 車 活 用 の 推 進 に 関 す る 施 策 （ 第 十 九 条

－

第 二 十 二 条 ）

附 則

第 一 章 総 則

（ 目 的 ）

第 一 条 こ の 条 例 は 、 自 転 車 の 安 全 で 適 正 な 利 用 及 び 活 用 の 推 進 に 関 し 、 道 路 交 通 法 （ 昭 和 三 十 五

年 法 律 第 百 五 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） に 定 め る も の の ほ か 、 基 本 理 念 を 定 め 、 県 、 自 転 車 利 用

者 及 び 市 町 の 責 務 並 び に 県 民 等 の 役 割 を 明 ら か に し て 、 施 策 の 基 本 と な る 事 項 を 定 め る こ と に よ

り 、 自 転 車 の 安 全 で 適 正 な 利 用 及 び 活 用 を 総 合 的 か つ 計 画 的 に 推 進 し 、 も っ て 、 ふ る さ と 石 川 の

環 境 を 守 り 育 て る 条 例 （ 平 成 十 六 年 石 川 県 条 例 第 十 六 号 ） に 定 め る カ ー ボ ン ニ ュ ー ト ラ ル の 社 会

及 び 県 民 が 安 心 し て 暮 ら す こ と の で き る 活 力 あ る 地 域 社 会 の 実 現 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と す る 。

（ 定 義 ）

第 二 条 こ の 条 例 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

一 自 転 車 法 第 二 条 第 一 項 第 十 一 号 の 二 に 規 定 す る 自 転 車 を い う 。

二 自 転 車 利 用 者 道 路 （ 法 第 二 条 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 道 路 を い う 。 ） に お い て 自 転 車 を 利

用 す る 者 を い う 。

三 保 護 者 親 権 を 行 う 者 、 未 成 年 後 見 人 そ の 他 の 者 で 、 未 成 年 者 を 現 に 監 護 す る 者 を い う 。

四 事 業 者 事 業 を 行 う 法 人 そ の 他 の 団 体 及 び 事 業 を 行 う 個 人 を い う 。

五 学 校 学 校 教 育 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 二 十 六 号 ） 第 一 条 に 規 定 す る 学 校 、 同 法 第 百 二 十 四

条 に 規 定 す る 専 修 学 校 及 び 同 法 第 百 三 十 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 各 種 学 校 を い う 。

六 関 係 団 体 交 通 安 全 に 関 す る 活 動 を 行 う こ と を 主 な 目 的 と し て 組 織 さ れ た 団 体 及 び 自 転 車 の

議 案 第 十 五 号

石 川 県 自 転 車 の 安 全 で 適 正 な 利 用 及 び 活 用 の 推 進 に 関 す る 条 例 に つ い て

石 川 県 自 転 車 の 安 全 で 適 正 な 利 用 及 び 活 用 の 推 進 に 関 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 四 年 十 二 月 一 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

石 川 県 自 転 車 の 安 全 で 適 正 な 利 用 及 び 活 用 の 推 進 に 関 す る 条 例



議

案

第

十

五

号

石

川

県

自

転

車

の

安

全

で

適

正

な

利

用

及

び

活

用

の

推

進

に

関

す

る

条

例

に

つ

い

て

（８８）

安 全 で 適 正 な 利 用 に 関 す る 活 動 を 行 う 団 体 を い う 。

七 自 転 車 小 売 業 者 自 転 車 の 小 売 を 業 と す る 者 を い う 。

八 自 転 車 貸 付 業 者 自 転 車 の 貸 付 け を 業 と す る 者 を い う 。

九 自 転 車 保 険 自 転 車 の 運 行 に よ っ て 人 の 生 命 又 は 身 体 が 害 さ れ た 場 合 に お け る 損 害 賠 償 を 保

障 す る 保 険 又 は 共 済 を い う 。

（ 基 本 理 念 ）

第 三 条 自 転 車 の 安 全 で 適 正 な 利 用 は 、 県 、 自 転 車 利 用 者 、 市 町 、 県 民 等 が そ れ ぞ れ の 責 務 又 は 役

割 を 果 た す と と も に 、 相 互 に 連 携 し 、 及 び 協 力 し な が ら 自 転 車 が 関 係 す る 交 通 事 故 の 防 止 及 び 被

害 者 の 保 護 を 図 る も の で あ る と い う 認 識 の 下 に 行 う も の と す る 。

（ 県 の 責 務 ）

第 四 条 県 は 、 前 条 の 基 本 理 念 に の っ と り 、 国 、 自 転 車 利 用 者 、 市 町 、 県 民 等 と 相 互 に 連 携 し 、 及

び 協 力 し て 、 自 転 車 の 安 全 で 適 正 な 利 用 及 び 活 用 の 推 進 に 関 す る 基 本 的 か つ 総 合 的 な 施 策 を 策 定

し 、 及 び 実 施 す る と と も に 、 こ の 条 例 の 実 現 に 向 け て 必 要 な 環 境 の 整 備 を 行 う も の と す る 。

２ 県 は 、 市 町 が そ の 区 域 の 実 情 に 応 じ た 自 転 車 の 安 全 で 適 正 な 利 用 及 び 活 用 の 推 進 に 関 す る 施 策

を 策 定 し 、 及 び 実 施 す る た め に 必 要 な 情 報 の 提 供 、 助 言 そ の 他 の 協 力 を 行 う も の と す る 。

３ 県 は 、 県 民 、 事 業 者 、 関 係 団 体 等 が 実 施 す る 自 転 車 の 安 全 で 適 正 な 利 用 及 び 活 用 に 関 す る 取 組

を 促 進 す る た め 、 情 報 の 提 供 、 助 言 そ の 他 の 必 要 な 支 援 を 行 う も の と す る 。

（ 自 転 車 利 用 者 の 責 務 ）

第 五 条 自 転 車 利 用 者 は 、 自 転 車 が 車 両 （ 法 第 二 条 第 一 項 第 八 号 に 規 定 す る 車 両 を い う 。 ） で あ る

こ と を 認 識 し 、 法 そ の 他 の 関 係 法 令 を 遵 守 す る と と も に 、 自 転 車 を 安 全 か つ 適 正 に 利 用 し な け れ

ば な ら な い 。

２ 自 転 車 利 用 者 は 、 自 転 車 の 利 用 に 係 る 交 通 事 故 の 防 止 に 関 す る 知 識 の 習 得 に 努 め る も の と す る 。

３ 自 転 車 利 用 者 は 、 国 、 県 及 び 市 町 が 実 施 す る 自 転 車 の 安 全 で 適 正 な 利 用 及 び 活 用 の 推 進 に 関 す

る 施 策 に 協 力 す る よ う 努 め る も の と す る 。

（ 市 町 の 責 務 ）

第 六 条 市 町 は 、 第 三 条 の 基 本 理 念 に の っ と り 、 国 、 県 、 自 転 車 利 用 者 、 県 民 等 と 相 互 に 連 携 し 、

及 び 協 力 し て 、 そ の 区 域 の 実 情 に 応 じ た 自 転 車 の 安 全 で 適 正 な 利 用 及 び 活 用 に 関 す る 施 策 を 推 進

す る よ う 努 め る も の と す る 。

２ 市 町 は 、 国 及 び 県 が 実 施 す る 自 転 車 の 安 全 で 適 正 な 利 用 及 び 活 用 の 推 進 に 関 す る 施 策 に 協 力 す

る よ う 努 め る も の と す る 。

（ 県 民 の 役 割 ）

第 七 条 県 民 は 、 自 転 車 の 安 全 で 適 正 な 利 用 に 関 す る 理 解 を 深 め 、 家 庭 、 職 場 、 学 校 、 地 域 等 に お

け る 自 転 車 の 安 全 で 適 正 な 利 用 に 関 す る 取 組 を 自 主 的 か つ 積 極 的 に 行 う よ う 努 め る も の と す る 。

２ 県 民 は 、 国 、 県 及 び 市 町 が 実 施 す る 自 転 車 の 安 全 で 適 正 な 利 用 及 び 活 用 の 推 進 に 関 す る 施 策 に
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協 力 す る よ う 努 め る も の と す る 。

（ 保 護 者 の 役 割 ）

第 八 条 保 護 者 は 、 そ の 監 護 す る 未 成 年 者 に 対 し 、 自 転 車 の 安 全 で 適 正 な 利 用 に 関 す る 技 能 及 び 知

識 を 習 得 さ せ る よ う 努 め る も の と す る 。

（ 事 業 者 の 役 割 ）

第 九 条 事 業 者 は 、 そ の 従 業 者 に 対 し 、 自 転 車 の 安 全 で 適 正 な 利 用 に 関 す る 啓 発 及 び 指 導 を 行 う よ

う 努 め る も の と す る 。

２ 事 業 者 は 、 自 転 車 の 安 全 で 適 正 な 利 用 に 関 す る 理 解 を 深 め 、 自 転 車 の 安 全 で 適 正 な 利 用 に 関 す

る 取 組 を 自 主 的 か つ 積 極 的 に 行 う よ う 努 め る も の と す る 。

３ 事 業 者 は 、 国 、 県 及 び 市 町 が 実 施 す る 自 転 車 の 安 全 で 適 正 な 利 用 及 び 活 用 の 推 進 に 関 す る 施 策

に 協 力 す る よ う 努 め る も の と す る 。

（ 関 係 団 体 の 役 割 ）

第 十 条 関 係 団 体 は 、 自 転 車 の 安 全 で 適 正 な 利 用 の 推 進 に 関 す る 取 組 を 自 主 的 か つ 積 極 的 に 行 う よ

う 努 め る も の と す る 。

２ 関 係 団 体 は 、 国 、 県 及 び 市 町 が 実 施 す る 自 転 車 の 安 全 で 適 正 な 利 用 及 び 活 用 の 推 進 に 関 す る 施

策 に 協 力 す る よ う 努 め る も の と す る 。

第 二 章 自 転 車 の 安 全 で 適 正 な 利 用 に 関 す る 施 策

（ 交 通 安 全 教 育 及 び 広 報 啓 発 ）

第 十 一 条 県 は 、 県 民 に 対 し 、 自 転 車 の 安 全 で 適 正 な 利 用 に 関 す る 交 通 安 全 教 育 、 広 報 及 び 啓 発 を

行 う も の と す る 。

２ 学 校 は 、 そ の 学 校 の 児 童 、 生 徒 又 は 学 生 （ 以 下 「 児 童 等 」 と い う 。 ） が 、 自 転 車 の 安 全 で 適 正

な 利 用 を す る こ と が で き る よ う 、 必 要 な 交 通 安 全 教 育 を 実 施 す る も の と す る 。

（ 自 転 車 の 点 検 及 び 整 備 ）

第 十 二 条 自 転 車 利 用 者 、 自 転 車 貸 付 業 者 又 は 自 転 車 を 事 業 の 用 に 供 す る 事 業 者 は 、 そ の 利 用 し 、

貸 し 付 け 、 又 は 事 業 の 用 に 供 す る 自 転 車 に つ い て 、 必 要 な 点 検 及 び 整 備 を 行 う よ う 努 め る も の と

す る 。

２ 保 護 者 は 、 そ の 監 護 す る 未 成 年 者 が 利 用 す る 自 転 車 に つ い て 、 必 要 な 点 検 及 び 整 備 を 行 う よ う

助 言 に 努 め る も の と す る 。

（ 安 全 利 用 の 情 報 提 供 等 ）

第 十 三 条 自 転 車 小 売 業 者 は 、 当 該 自 転 車 小 売 業 者 か ら 自 転 車 を 購 入 し よ う と す る 者 又 は 当 該 自 転

車 小 売 業 者 に 自 転 車 の 点 検 、 整 備 若 し く は 修 理 を 依 頼 し よ う と す る 者 （ 以 下 「 自 転 車 購 入 者 等 」

と い う 。 ） に 対 し 、 自 転 車 の 安 全 で 適 正 な 利 用 に 関 す る 必 要 な 情 報 の 提 供 及 び 助 言 を 行 う も の と

す る 。

２ 自 転 車 貸 付 業 者 は 、 当 該 自 転 車 貸 付 業 者 か ら 自 転 車 を 借 り 受 け よ う と す る 者 に 対 し 、 自 転 車 の
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安 全 で 適 正 な 利 用 に 関 す る 必 要 な 情 報 の 提 供 及 び 助 言 を 行 う も の と す る 。

３ 自 転 車 小 売 業 者 及 び 自 転 車 貸 付 業 者 は 、 国 、 県 及 び 市 町 が 実 施 す る 自 転 車 の 安 全 で 適 正 な 利 用

に 関 す る 施 策 に 協 力 す る も の と す る 。

（ 乗 車 用 ヘ ル メ ッ ト 着 用 の 推 進 ）

第 十 四 条 県 、 学 校 及 び 関 係 団 体 は 、 自 転 車 利 用 者 の 乗 車 用 ヘ ル メ ッ ト の 着 用 を 推 進 す る た め 、 情

報 の 提 供 、 啓 発 そ の 他 の 必 要 な 施 策 を 講 ず る も の と す る 。

（ 高 齢 者 の 同 居 者 等 の 助 言 ）

第 十 五 条 高 齢 者 と 同 居 等 を す る 者 は 、 そ の 同 居 等 を す る 高 齢 者 に 対 し 、 乗 車 用 ヘ ル メ ッ ト の 着 用

そ の 他 自 転 車 の 安 全 で 適 正 な 利 用 に 関 す る 事 項 に つ い て 必 要 な 助 言 を す る よ う 努 め る も の と す る 。

第 三 章 自 転 車 保 険 へ の 加 入 等

（ 自 転 車 保 険 へ の 加 入 ）

第 十 六 条 自 転 車 利 用 者 （ 未 成 年 者 を 除 く 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） は 、 自 転 車 保 険 に 加 入 し

な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 当 該 自 転 車 利 用 者 以 外 の 者 に よ り 、 当 該 利 用 に 係 る 自 転 車 保 険 へ の

加 入 の 措 置 が 講 じ ら れ て い る と き は 、 こ の 限 り で な い 。

２ 保 護 者 は 、 そ の 監 護 す る 未 成 年 者 が 自 転 車 を 利 用 す る と き は 、 当 該 利 用 に 係 る 自 転 車 保 険 に 加

入 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 当 該 保 護 者 以 外 の 者 に よ り 、 当 該 利 用 に 係 る 自 転 車 保 険 へ の 加

入 の 措 置 が 講 じ ら れ て い る と き は 、 こ の 限 り で な い 。

３ 事 業 者 は 、 そ の 事 業 活 動 に お い て 自 転 車 を 利 用 す る と き は 、 当 該 利 用 に 係 る 自 転 車 保 険 に 加 入

し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 当 該 事 業 者 以 外 の 者 に よ り 、 当 該 利 用 に 係 る 自 転 車 保 険 へ の 加 入

の 措 置 が 講 じ ら れ て い る と き は 、 こ の 限 り で な い 。

４ 自 転 車 貸 付 業 者 は 、 そ の 貸 付 け の 用 に 供 す る 自 転 車 の 利 用 に 係 る 自 転 車 保 険 に 加 入 し な け れ ば

な ら な い 。

（ 自 転 車 保 険 へ の 加 入 の 確 認 等 ）

第 十 七 条 自 転 車 小 売 業 者 は 、 自 転 車 の 販 売 又 は 点 検 、 整 備 若 し く は 修 理 を す る と き は 、 当 該 自 転

車 購 入 者 等 に 対 し 、 当 該 自 転 車 の 利 用 に 係 る 自 転 車 保 険 の 加 入 の 有 無 を 確 認 し な け れ ば な ら な い 。

２ 前 項 の 場 合 に お い て 、 自 転 車 小 売 業 者 は 、 当 該 自 転 車 購 入 者 等 が 当 該 自 転 車 の 利 用 に 係 る 自 転

車 保 険 に 加 入 し て い る こ と を 確 認 で き な い と き は 、 当 該 自 転 車 購 入 者 等 に 対 し 、 自 転 車 保 険 へ の

加 入 に 関 す る 情 報 を 提 供 し 、 及 び 自 転 車 保 険 へ の 加 入 を 勧 め る も の と す る 。

３ 事 業 者 は 、 そ の 従 業 者 の う ち に 、 通 勤 の 方 法 と し て 自 転 車 を 利 用 す る 者 が い る と き は 、 当 該 従

業 者 に 対 し 、 当 該 自 転 車 の 利 用 に 係 る 自 転 車 保 険 の 加 入 の 有 無 を 確 認 す る よ う 努 め な け れ ば な ら

な い 。

４ 前 項 の 場 合 に お い て 、 事 業 者 は 、 当 該 従 業 者 が 当 該 自 転 車 の 利 用 に 係 る 自 転 車 保 険 に 加 入 し て

い な い と き は 、 当 該 従 業 者 に 対 し 、 自 転 車 保 険 へ の 加 入 に 関 す る 情 報 を 提 供 す る よ う 努 め な け れ

ば な ら な い 。
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５ 学 校 は 、 そ の 児 童 等 の う ち に 、 通 学 の 方 法 と し て 自 転 車 を 利 用 す る 者 が い る と き は 、 当 該 児 童

等 に 対 し 、 当 該 自 転 車 の 利 用 に 係 る 自 転 車 保 険 の 加 入 の 有 無 を 確 認 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な

い 。

６ 自 転 車 貸 付 業 者 が 自 転 車 を 貸 し 付 け る と き は 、 そ の 借 受 人 に 対 し 、 当 該 自 転 車 の 利 用 に 係 る 自

転 車 保 険 の 内 容 に 関 す る 情 報 を 提 供 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。

（ 自 転 車 保 険 に 関 す る 情 報 の 提 供 等 ）

第 十 八 条 県 は 、 市 町 、 自 転 車 保 険 を 引 き 受 け る 保 険 者 及 び 関 係 団 体 と 連 携 し 、 自 転 車 保 険 へ の 加

入 を 促 進 す る た め 、 自 転 車 保 険 に 関 す る 情 報 の 提 供 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る 。

２ 学 校 は 、 自 転 車 を 利 用 す る 児 童 等 及 び そ の 保 護 者 に 対 し 、 自 転 車 保 険 に 関 す る 情 報 の 提 供 そ の

他 の 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る 。

第 四 章 自 転 車 活 用 の 推 進 に 関 す る 施 策

（ 自 転 車 を 快 適 に 利 用 で き る ま ち づ く り ）

第 十 九 条 県 は 、 国 及 び 市 町 と 連 携 し て 、 自 転 車 を 快 適 に 利 用 で き る ま ち づ く り を 推 進 す る た め 、

歩 行 者 、 自 転 車 及 び 自 動 車 等 が 共 に 安 全 に 通 行 で き る 道 路 環 境 の 整 備 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 ず

る よ う 努 め る も の と す る 。

（ 自 転 車 を 活 用 し た ス ポ ー ツ の 推 進 ）

第 二 十 条 県 は 、 国 及 び 市 町 そ の 他 関 係 団 体 と 連 携 し て 、 県 民 の 体 力 の 向 上 を 図 る た め 、 自 転 車 を

活 用 し た ス ポ ー ツ を 推 進 し 、 誰 も が 自 転 車 を 楽 し む こ と が で き る 機 会 の 創 出 に 努 め る も の と す る 。

（ 自 転 車 を 活 用 し た 観 光 振 興 及 び 地 域 の 活 性 化 ）

第 二 十 一 条 県 は 、 国 及 び 市 町 そ の 他 関 係 団 体 と 連 携 し て 、 観 光 の 振 興 及 び 地 域 の 活 性 化 を 図 る た

め 、 国 内 外 か ら の 旅 行 者 に 対 し 自 転 車 を 活 用 し た 観 光 を 推 進 し 、 県 民 及 び 旅 行 者 が 自 転 車 を 利 用

し や す い 環 境 の 整 備 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 ず る よ う 努 め る も の と す る 。

（ 規 則 へ の 委 任 ）

第 二 十 二 条 こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 規 則 で 定 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 十 六 条 並 び に 第 十 七 条 第 一 項 及 び 第 二

項 の 規 定 は 、 規 則 で 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

本 県 に お け る 自 転 車 の 交 通 事 故 の 状 況 や 、 全 国 の 高 額 賠 償 事 案 の 実 態 に 鑑 み 、 自 転 車 損 害 賠 償 保

険 の 加 入 義 務 化 な ど 、 自 転 車 の 安 全 で 適 正 な 利 用 及 び 活 用 を 推 進 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条

例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。









議

案

第

十

七

号

請

負

契

約

の

締

結

に

つ

い

て

（

広

域

営

農

団

地

農

道

整

備

事

業

能

登

外

浦

四

期

地

区

千

代

・

中

田

工

区

ト

ン

ネ

ル

工

事

）

（９５）

議
案
第
１
７
号

請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

請
負
契
約
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。

令
和
４
年
１
２
月
１
日
提
出

石
川
県
知
事

馳
浩

１
工
事
の
名
称

広
域
営
農
団
地
農
道
整
備
事
業
能
登
外
浦
４
期
地
区
千
代
・
中
田
工
区
ト
ン
ネ
ル
工
事

２
契
約
金
額

１
，
５
９
１
，
７
０
０
，
０
０
０
円

３
契
約
の
相
手
方

安
藤
ハ
ザ
マ
・
宮
下
・
森
土
木
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体

代
表
者
東
京
都
港
区
東
新
橋
一
丁
目
９
番
１
号

株
式
会
社
安
藤
・
間

代
表
取
締
役
社
長
福
富
正
人

上
記
代
理
人
金
沢
市
諸
江
町
２
７
番
９
号
Ｈ
Ｏ
Ｒ
Ｉ
ビ
ル

株
式
会
社
安
藤
・
間
金
沢
営
業
所

所
長
林

直
紀

構
成
員
輪
島
市
門
前
町
走
出
３
の
５
０
番
地

宮
下
建
設
株
式
会
社

代
表
取
締
役
山
下
勇
人

構
成
員
輪
島
市
房
田
町
７
字
３
６
番
地



議

案

第

十

七

号

請

負

契

約

の

締

結

に

つ

い

て

（

広

域

営

農

団

地

農

道

整

備

事

業

能

登

外

浦

四

期

地

区

千

代

・

中

田

工

区

ト

ン

ネ

ル

工

事

）

（９６）

森
土
木
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役
森

正
次



議

案

第

十

八

号

請

負

契

約

の

締

結

に

つ

い

て

（

主

要

地

方

道

金

沢

田

鶴

浜

線

地

方

道

改

築

工

事

（

寺

家

高

架

橋

Ｐ

１

－

Ａ

２

上

部

工

）

）

（９７）

議
案
第
１
８
号

請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

請
負
契
約
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。

令
和
４
年
１
２
月
１
日
提
出

石
川
県
知
事

馳
浩

１
工
事
の
名
称

主
要
地
方
道
金
沢
田
鶴
浜
線
地
方
道
改
築
工
事
（
寺
家
高
架
橋
Ｐ
１
－
Ａ
２
上
部
工
）

２
契
約
金
額

１
，
２
４
３
，
０
０
０
，
０
０
０
円

３
契
約
の
相
手
方

東
京
都
中
央
区
晴
海
二
丁
目
５
番
２
４
号

株
式
会
社
ピ
ー
エ
ス
三
菱

代
表
取
締
役
社
長
執
行
役
員
森

拓
也

上
記
代
理
人
金
沢
市
広
岡
一
丁
目
５
番
２
３
号

株
式
会
社
ピ
ー
エ
ス
三
菱
金
沢
営
業
所

所
長
谷
口

猛









議

案

第

二

十

号

請

負

契

約

の

締

結

に

つ

い

て

（

鶴

ケ

丘

県

営

住

宅

四

年

度

建

設

工

事

（

２

号

棟

Ａ

・

建

築

）

）

（１０１）

議
案
第
２
０
号

請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

請
負
契
約
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。

令
和
４
年
１
２
月
１
日
提
出

石
川
県
知
事

馳
浩

１
工
事
の
名
称

鶴
ケ
丘
県
営
住
宅
４
年
度
建
設
工
事
（
２
号
棟
Ａ
・
建
築
）

２
契
約
金
額

６
３
１
，
４
０
０
，
０
０
０
円

３
契
約
の
相
手
方

み
づ
ほ
・
小
倉
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体

代
表
者
金
沢
市
八
日
市
五
丁
目
５
６
２
番
地

み
づ
ほ
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長
梅
谷
基
樹

構
成
員
羽
咋
市
柳
橋
町
五
俵
刈
５
番
地

小
倉
建
設
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長
小
倉
一
夫
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